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重要事項説明書 

特別養護老人ホーム 日本原荘（ユニット型） 
 

 

 

 

 

 

 

当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提

供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は

可能です。 
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当施設は介護保険の指定を受けています。 

（岡山県指定 第５１８１号） 
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１．施設経営法人 

（１）法人名        社会福祉法人 日本原荘 

（２）法人所在地     岡山県津山市新野東１７９７番地 

（３）電話番号       ０８６８－３６－３８３８ 

（４）代表者氏名     理事長  福原 文徳 

（５）設立年月       昭和４１年１０月 ８日 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設＊空床利用（介護予防）短期入所生活介護含む 

平成２６年４月１日指定  

          岡山県長寿第５１８１号 

（２）施設の目的    要介護利用者に対し、適正な介護老人福祉施設サービスの提供 

（３）施設の名称    特別養護老人ホーム 日本原荘（ユニット型） 

（４）施設の所在地  岡山県津山市新野東１７９７‐１１ 

（５）電話番号      ０８６８－３６－３８３８ 

（６）施設長（管理者）氏名    福原 文徳 

（７）当施設の運営方針 介護保険法の理念に基づき利用者の心身の状態等を踏まえて、 

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる 

ように生活全般にわたり配慮をし、介護にあたります。 

（８）開設年月      昭和４２年 ４月１０日 

（９）入所定員      ８０人 

 

３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、ユニット型個室、従来

型個室、多床室とあります。（但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿

えない場合もあります。） 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（1 人部屋） ８０室 ユニット型個室 

（各居室にトイレ・洗面台完備） 

食堂(共同生活室) 8 室 2・3 階 

交流スペース 2 室 2・3 階 

機械浴室 4 室 2・3 階 機械浴槽 

特殊浴室 1 室 2 階   特殊浴槽 

医務室 1 室 1 階 

 ※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられ

ている施設・設備です。 

 

（２）利用に当たって別途利用料金をご負担いただく居住費、施設・設備 

居住費：ユニット型個室 2066 円 

※上記は、介護保険の基準サービスとならないため、ご利用の際は、ご契約者に別途利用料

金をご負担いただきます。 
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４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤換算 指定基準 

１． 施設長（管理者） １名 １名 

２． 介護職員 ２７名以上 ２７名 

３． 生活相談員 １名以上 １名 

４． 看護職員 ３名以上 ３名 

５． 機能訓練指導員 １名以上 １名 

６． 介護支援専門員 １名以上 １名 

７． 医師 １名 必要数 

８． 栄養士 １名以上 １名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤

職員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の介護職員が 5 名いる場合、常勤換算では、   1

名（8 時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

１． 医師 毎週火曜日 １４：００～１５：３０ 

２． 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中： ８：３０～１８：３０ ２０名 

夜間：１８：３０～ ７：００ １０名 

深夜：２２：００～ ７：００  ４名 

３． 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中： ８：３０～１８：３０  ２名 

４． 機能訓練指導員 毎日  ８：３０～１８：３０ 

     ☆土日は上記と異なります。 
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５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。 

 

（１）当施設が提供する基準介護サービス（契約書第 3 条参照）＊ 

以下のサービスについては、居住費、食事を除き７～９割が介護保険から給付されます。 

<サービスの概要> 

①居室の提供 

②食事 

・ 当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および

嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としていま

す。 

※下記の時間内において希望の時間に食事をとっていただく事も可能です。 

  （食事時間） 

  朝食： ７：２０～ ８：３０  昼食：１１：５０～１３：３０   

  夕食：１７：３０～１８：４０ 

 ③入浴 

・ 入浴又は清拭を週２回行います。 

・ 座位がとれない方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

 ④排泄 

・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ⑤機能訓練 

・ 機能訓練指導員及び介護職員等により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送

るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 ⑥健康管理 

・ 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 ⑦その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 
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＜サービス利用料金（１日あたり）＞（契約書第 5 条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額

を除いた金額（自己負担額）と食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い下さい。（サー

ビスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

※ 下表の基本サービス費については、自己負担率１割（介護保険からの給付 9割）の場合の介護保

険給付額並びに自己負担額を示しております。自己負担率が１割でない場合は、その負担率に応

じた金額となります。 

 

（ユニット型個室をご利用） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護 1 

6,700 円 

要介護 2 

7,400 円 

要介護 3 

8,150 円 

要介護 4 

8,860 円 

要介護 5 

9,550 円 

２．うち、介護保険から給

付される金額 
6,030 円 6,660 円 7,335 円 7,974 円 8,595 円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 
670 円 740 円 815 円 886 円 955 円 

４．居室に係る自己負担額 ２０６６円 

５．食事に係る自己負担額 １６００円 

 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を

変更します。 

☆居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載して

いる負担限度額とします。 

☆ご契約者が入院された場合、居住費を基準額通り算定します。 

 

 当施設の居住費・食費の負担額（ショートステイを含む） 

世帯全員が市町村民税非課税の方（市長村民税世帯非課税者）や生活保護を受けておられる方

の場合は、施設利用・ショートステイの居住費（滞在費）・食費の負担が軽減されます。 

 

介護保険負担限度額認定を受けた場合の食費・居住費の自己負担額（日額） 

対象者 認定区分 ユニット型個室 食費 

生活保護受給者 利用者負担

段階 1 
880円 300円 

住民税非

課税世帯 

老齢福祉年金受給者 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80万円以下 

利用者負担

段階 2 
880円 390円 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80万円超 120万円以下 

利用者負担

段階 3₋① 
1,370円 650円 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 120万円超 

利用者負担

段階 3-② 
1,370円 1,360円 

＊各種加算については別紙料金表の通りとなります。 

 

 

 

（２）（１）以外のサービス（契約書第 4 条、第 5 条参照）＊ 
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 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

  ①特別な食事（酒を含みます。） 

 ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

利用料金：要した費用の実費  

 ②理髪・美容 

［理髪サービス］ 

 月に１回、理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）をご利用いただけます。 

 利用料金：実費分 

［美容サービス］ 

 月に１回、美容師の出張による美容サービス（調髪）をご利用いただけます。 

利用料金：実費分 

 ③貴重品の管理 

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通りで

す。 

○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書 

○保管管理者：施設長 

○出納方法： 手続きの概要は以下の通りです。  

・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出して

いただきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しを３ヶ月に１回ご契約者ま

たはご家族へ交付します。 

○利用料金： 無料 

 ④レクリエーション、クラブ活動  

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。

利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

＜例＞i) 主なレクリエーション行事予定 

 行事とその内容（例） 

１月 １日－お正月（おせち料理をいただき、新年をお祝いします。） 

2 月 3 日－節分（施設内で豆まきを行います。） 

3 月 3 日－ひなまつり（おひなさま飾りをつくり、飾り付けを行います。） 

4 月 上旬－お花見（施設の庭に大きな桜の木があります。その桜の下でお花見をし

ます。） 

   ii)クラブ活動 書道、茶道、華道（材料代等の実費をいただきます。） 

 ⑤複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。 

 

 ⑥日常生活上必要となる諸費用実費 
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日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくこと

が適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

・衣類、個人用タオル、歯ブラシ、クリーニング代、予防接種費用等 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 ⑦契約書第 19条に定める所定の料金 

  ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室

が明け渡された日までの期間に係る料金 (１日あたり)  

・ユニット型個室の場合 

ご契約者の要介護度 

料金 

要介護１ 

6,700 円 

要介護 2 

7,400 円 

要介護 3 

8,150 円 

要介護 4 

8,860 円 

要介護 5 

9,550 円 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ

ります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までに

ご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 5 条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２５日ま

でに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利

用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

  中国銀行  日本原支店 普通預金１０３０７９３ 

        特別養護老人ホーム日本原荘 理事長 福原文徳 

   

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

  ご利用できる金融機関：中国銀行、郵便局 

（４）入所中の医療の提供について 

①医療を必要とする場合は、配置医師による診察が可能です。 

 ・嘱託病院 

医療機関の名称 医療法人本位田診療所（内科、外科） 

配置医師 神坂謙 

所在地 津山市新野東１７９８ 

②下記協力医療機関において診療や入院治療を受ける場合があります。 

（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。） 

・協力医療機関 

医療機関の名称 日本原病院、田尻病院、さとう記念病院 

・協力歯科医療機関 

医療機関の名称 かんざき歯科医院 
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６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。しかし、仮に以下の事項に

該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことにな

ります。（契約書第 13 条参照） 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

（但し、本号は平成２０年３月３１日までは適用されません。） 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖

した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能にな

った場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第 14 条、第 15 条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。

その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

②   ご契約者が入院された場合  

③  事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福

祉施設サービスを実施しない場合  

④  事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  

⑤  事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・

財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがた

い重大な事情が認められる場合  

⑥  他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは

傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場

合  

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第 16 条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。 

①  ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につい

て、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続

しがたい重大な事情を生じさせた場合  

②  ご契約者による、サービス利用料金の支払いが６か月以上遅延し、相当

期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合  

③  ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もし

くは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信

行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せた場合  

④  ご契約者が連続して 3 か月を超えて病院又は診療所に入院すると見込ま

れる場合もしくは入院した場合 ＊この場合、再び優先的に入所する事

は出来ません。  

⑤  ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施

設に入院した場合  
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＜入院期間中の利用料金＞ 

 上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負担いただ

くものです。 

 なお、ご契約者が利用していたベッドを短期入所生活介護に活用する場合には、所定の利用料

金をご負担いただく必要はありません。 

（３）円滑な退所のための援助（契約書第 17 条参照） 

   ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身

の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に

対して速やかに行います。 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

※ご契約者が退所後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助にかかる費用として４０

０円（介護保険から給付される費用の一部）をご負担いただきます。 

 

７．残置物引取人（契約書第 20 条参照） 

・契約締結にあたり、「残置物引取人」を定めていただきます。（契約書第 20 条参照） 

・重要事項説明書の「代筆者」を持って、「残置物引取人」とさせて頂きます。 

・本契約が終了した後、契約者又は残置物引取人にその旨を連絡するものとします。 

・当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

 

８．苦情の受付について（契約書第 22 条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］  生活相談員 藤元一聖 

    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日 

            ８：３０ ～ １７：３０ 

また、苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

津山市 高齢介護課 0868-32-2070 美作市 健康政策課 0868-75-3912 

真庭市 高齢支援課 0867-42-1074 奈義町 こども・長寿課 0868-36-6700 

勝央町 健康福祉部 0868-38-7102 鏡野町 総合福祉課 0868-54-2986 

久米南町 保健福祉課 086-728-4411 美咲町 長寿しあわせ課 0868-66-1115 

西粟倉村 保険福祉課 0868-79-2233 新庄村 住民福祉課 0867-56-2646 

岡山県国民健康保険団体連合会［介護サービス苦情相談窓口］086-223-8811 

保険者が上記以外の場合は、介護保険証記載の保険者（市区町村）の介護保険担当窓口へご連絡

下さい。 
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９．事故発生時の対応について 

（１） 当施設で、利用者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により 

  事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと 

  ともに、必要な対応を取らせていただきます。 

（２） 事故の状況及び事故に際して採った処置については記録しておきます。 

 

〇安全管理担当者 

［職名］ 生活相談員 藤元一聖 

 

１０．個人情報の取り扱いについて 

（１）特別養護老人ホーム日本原荘を入所利用の際、介護サービス計画立案等のために、入所契

約者の個人情報をサービス担当者会議・関係機関に開示する事があります。 

（２）入所契約者が入院・外泊時に入所契約者のベッドを短期入所生活介護の利用者が使用する

ことがあります。 

（３）入所契約者の肖像等を掲示板に掲示することがあります。 

（４）入所契約者の肖像等を施設が発行する機関誌やホームページに掲示することがあります。 

 

１１．身体拘束廃止について  

（１）生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その

他入所者の行動の制限を行いません。  

・施設は、前述の身体拘束等を行う場合は、次の手続きにより行います。   

（１）身体拘束廃止委員会を設置します。  

（２）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様及び

時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録しま

す。  

（３）当該入所者又はご家族に説明しその他の方法がなかったか改善方法を検討

します。  

 

１２．虐待防止に関する事項について   

（１）施設は、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 

（２）虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。  

（３）入所者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。  

（４）虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。  

（５）必要性に応じて青年後見人制度の利用支援を行います。  

（６）その他必要な措置を講じます。  

（７）施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者による虐待を受けたと

思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとし

ます。  
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 年  月  日 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明と個人情報の

取扱いについて説明を行いました。 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム日本原荘 

説明者職名  

 

氏   名   生活相談員               

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービスの提供

開始に同意しました。並びに個人情報の取扱いについて同意しました。 

利用者住所     

 

氏   名                     ㊞ 

 

 代 筆 者                     ㊞ 

                   （続 柄、          ） 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 39 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 4 条の規

定に基づき、入所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

最終改定 令和７年５月１日改正 



 13 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

（１）建物の構造    南館：鉄骨造 3 階建て 

（２）建物の延べ床面積   4,753.52 ㎡ 

（３）併設事業 

   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

  [短期入所生活介護]平成１２年４月１日指定 岡山県長寿第１－７１５号    

           定員１２名 

  [通所介護]    平成１２年４月１日指定 岡山県長寿第１－７１４号    

           定員２５名 

 

  [居宅介護支援事業]平成１１年１０月１日指定 岡山県県長寿第１－１６６号 

 

（４）施設の周辺環境＊ 

  施設の周囲は宅地、農地等であり騒音もなく閑静である。また、同一敷地 

  内に診療所も完備している。 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

施設長（管理者）… 施設の業務を掌握し、所属職員を指導監督する。 

介護職員…………… 利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行いま 

す。常勤換算で３名の利用者に対して 1 名の介護職員を配置しています。 

生活相談員………… ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

        ２名の生活指導員を配置しています。 

看護職員…………… 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護

介助等も行います。３名の看護職員を配置しています。 

機能訓練指導員…… ご契約者の機能訓練を担当します。 

                  １名の機能訓練指導員を配置しています。 

介護支援専門員…… ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

          生活相談員が兼ねる場合もあります。 

                  ２名の介護支援専門員を配置しています。 

医 師……………… ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

          １名の医師を配置しています。（毎週１回火曜日、その他緊急時） 

栄養士……………… ご契約者の栄養指導、献立の作成、栄養価の計算、給食の記録及び調 

理方法の指導にあたります。 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する

「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。（契約書第 2

条参照）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 8条、第 9条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。  

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連

携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。  

③ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要

介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。  

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。  

⑤ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。  

  ただし、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむ

を得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束

する場合があります。  

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務）  

 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

契約者の心身等の情報を提供します。  

 また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書に

て、ご契約者の同意を得ます。  

 

 

 

 

 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家

族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

③施設サービス計画は、６か月（※要介護認定有効期間）に１回、もし

くはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどう

かを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協

議して、施設サービス計画を変更します。  

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交

付し、その内容を確認していただきます。  

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原

案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  
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５．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限＊ 

入所にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。 

・テレビ、ラジオ、電気毛布、寝具、衣類、洗面用具、身の回り品、家具等 

（２）面会 

 面会時間    ７：００ ～ ２０：００  

 ※来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

 ※なお、来訪される場合、生鮮食料品の持ち込みはご遠慮ください。 

※差し入れた食料品、飲料水などについて、職員にお知らせください。 

（３）外出・外泊（契約書第 21 条参照） 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

（４）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には、重

要事項説明書 ５（１）に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第 9 条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚

したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価

をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合

には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、

その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行

うことはできません。 

  

（６）喫煙 

 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

 

６．損害賠償について（契約書第 10条、第 11条参照） 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにそ

の損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置

かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があ

ります。 
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重要事項説明書 

特別養護老人ホーム日本原荘（従来型） 

 

 

 

 

 

 

 

当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の概要や提

供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は

可能です。 

 

 

〔目 次〕 

１．施設経営法人 ................................................ 3 

２．ご利用施設 .................................................. 2 

３．居室の概要 .................................................. 3 

４．職員の配置状況 .............................................. 3 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 .......................... 4 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） ............ 9 

７．残置物引取人 ............................................... 10 

８．苦情の受付について ......................................... 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（岡山県指定 第１２４８号） 
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１．施設経営法人 

（１）法人名        社会福祉法人 日本原荘 

（２）法人所在地     岡山県津山市新野東１７９７番地 

（３）電話番号       ０８６８－３６－３８３８ 

（４）代表者氏名     理事長  福原 文徳 

（５）設立年月       昭和４１年１０月 ８日 

２．ご利用施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設・平成１２年４月１日指定  

          岡山県長寿第１２４８号 

（２）施設の目的    要介護利用者に対し、適正な介護老人福祉施設サービスの提供 

（３）施設の名称    特別養護老人ホーム 日本原荘（従来型） 

（４）施設の所在地  岡山県津山市新野東１７９７番地 

（５）電話番号      ０８６８－３６－３８３８ 

（６）施設長（管理者）氏名    福原 文徳 

（７）当施設の運営方針 介護保険法の理念に基づき利用者の心身の状態等を踏まえて、 

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる 

ように生活全般にわたり配慮をし、介護にあたります。 

（８）開設年月      昭和４２年 ４月１０日 

（９）入所定員      ３８人 
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３．居室の概要 

（１）居室等の概要 

 当施設では以下の居室・設備をご用意しています。入居される居室は、ユニット型個室、従来

型個室、多床室とあります。（但し、ご契約者の心身の状況や居室の空き状況によりご希望に沿

えない場合もあります。） 

 

居室・設備の種類 室数 備考 

個室（１人部屋） 8 室 従来型個室 

（各居室にミニキッチン・床暖房・電話・トイレ・

冷蔵庫完備） 

２人部屋 １室 多床室 

４人部屋 ７室 多床室 

食堂 1 室  

機能訓練室 1 室 [主な設置機器] 

平行棒、滑車、昇降訓練用階段等 

浴室 1 室 機械浴槽・特殊浴槽・一般浴槽 

医務室 1 室  

 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に必置が義務づけられて

いる施設・設備です。 

 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により

施設でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があ

ります。その際には､ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 

 

（２）利用に当たって別途利用料金をご負担いただく居住費、施設・設備 

居住費：令和６年７月 31 日まで８５５円（多床室）１１７１円（従来型個室） 

令和６年８月１日から９１５円（多床室）１２３１円（従来型個室） 

※上記は、介護保険の基準サービスとならないため、ご利用の際は、ご契約者に別途利用料

金をご負担いただきます。 
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４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員として、以下の職種

の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤換算 指定基準 

９． 施設長（管理者） １名 １名 

１０． 介護職員 １３名以上 １３名 

１１． 生活相談員 １名以上 １名 

１２． 看護職員 ２名以上 ２名 

１３． 機能訓練指導員 １名以上 １名 

１４． 介護支援専門員 １名以上 １名 

１５． 医師 １名 必要数 

１６． 栄養士 １名以上 １名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常勤

職員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の介護職員が 5 名いる場合、常勤換算では、   1

名（8 時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

５． 医師 毎週火曜日 １４：００～１５：３０ 

６． 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早朝： ５：００～ ７：００  ２名 

日中： ８：３０～１８：３０ １０名 

夜間：１８：３０～ ７：００  ２名 

７． 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中： ８：３０～１８：３０  ２名 

８． 機能訓練指導員 毎日  ８：３０～１８：３０  1 名 

     ☆土日は上記と異なります。 

 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当施設が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合があります。 

 

（１）当施設が提供する基準介護サービス（契約書第 3 条参照）＊ 

以下のサービスについては、居住費、食事を除き通常７～９割が介護保険から給付されます。 

 

 

<サービスの概要> 
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①居室の提供 

②食事 

・ 当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および

嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としていま

す。 

※下記の時間内において希望の時間に食事をとっていただく事も可能です。 

  （食事時間） 

  朝食： ７：２０～ ８：３０  昼食：１１：５０～１３：３０   

  夕食：１７：３０～１８：４０ 

 ③入浴 

・ 入浴又は清拭を週２回行います。 

・ 座位がとれない方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

 ④排泄 

・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ⑤機能訓練 

・ 機能訓練指導員及び介護職員等により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送

るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 ⑥健康管理 

・ 医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 ⑦その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・ 毎日実施する総合レクレーションの中で、生涯学習を提供します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜サービス利用料金（１日あたり）＞（契約書第 5 条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額
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を除いた金額（自己負担額）と食事に係る標準自己負担額の合計金額をお支払い下さい。（サー

ビスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 

（多床室及び従来型個室をご利用の方） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護度１ 

５８９０円 

要介護度２ 

６５９０円 

要介護度３ 

７３２０円 

要介護度４ 

８０２０円 

要介護度５ 

８７１０円 

２．うち、介護保険から給

付される金額 
５３０１円 ５９３１円 ６５８８円 ７２１８円 ７８３９円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 
５８９円 ６５９円 ７３２円 ８０２円 ８７１円 

４．居室に係る自己負担額 ９１５円（多床室）１２３１円（従来型個室） 

５．食事に係る自己負担額 １６００円 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を

変更します。 

☆居室と食事に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載して

いる負担限度額とします。 

☆ご契約者が入院された場合、居住費を基準額通り算定します。 

 

◇ 当施設の居住費・食費の負担額（ショートステイを含む） 

世帯全員が市町村民税非課税の方（市長村民税世帯非課税者）や生活保護を受けておられる方

の場合は、施設利用・ショートステイの居住費（滞在費）・食費の負担が軽減されます。 

 

介護保険負担限度額認定を受けた場合の食費・居住費の自己負担額（日額） 

対象者 認定区分 
多床室 

従来型個室 

食費 

生活保護受給者 利用者負担

段階 1 

0円 

380円 
300円 

住民税非

課税世帯 

老齢福祉年金受給者 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80 万円以下 

利用者負担

段階 2 

430円 

480円 
390円 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80万円超 120万円以下 

利用者負担

段階 3-① 

430円 

880円 
650円 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 120 万円超 

利用者負担

段階 3-② 

430円 

880円 
1,360円 

（２）（１）以外のサービス（契約書第 4 条、第 5 条参照）＊ 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

<サービスの概要と利用料金>  

  ①特別な食事（酒を含みます。） 
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 ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

 利用料金：要した費用の実費  

 ②理髪・美容 

［理髪サービス］ 

 月に１回、理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）をご利用いただけます。 

 利用料金：実費 

［美容サービス］ 

 月に１回、美容師の出張による美容サービス（調髪）をご利用いただけます。 

利用料金：実費   

 ③貴重品の管理 

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下の通りで

す。 

○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金証書 

○保管管理者：施設長 

○出納方法： 手続きの概要は以下の通りです。  

・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管管理者へ提出して

いただきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを行います。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しを３ヶ月に１回ご契約者ま

たはご家族へ交付します。 

○利用料金： 無料 

 ④レクリエーション、クラブ活動  

ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことができます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

＜例＞ 

i) 主なレクリエーション行事予定 

 行事とその内容（例） 

１月 １日－お正月（おせち料理をいただき、新年をお祝いします。） 

2 月 3 日－節分（施設内で豆まきを行います。） 

3 月 3 日－ひなまつり（おひなさま飾りをつくり、飾り付けを行います。） 

4 月 上旬－お花見（施設の庭に大きな桜の木があります。その桜の下でお花見をし

ます。） 

   ii)クラブ活動 

 書道、茶道、華道（材料代等の実費をいただきます。） 

 ⑤複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。 

 ⑥日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくこと

が適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 
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・衣類、個人用タオル、歯ブラシ、クリーニング代、予防接種費用等 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 

 ⑦契約書第 19条に定める所定の料金 

  ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現実に居室

が明け渡された日までの期間に係る料金 (１日あたり)  

  

・多床室及び従来型個室ご利用の場合  

ご契約者の要介護度 

料金 
要介護度１ 

５８９０円 

要介護度２ 

６５９０円 

要介護度３ 

７３２０円 

要介護度４ 

８０２０円 

要介護度５ 

８７１０円 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあ

ります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までに

ご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 5 条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２５日ま

でに以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利

用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア．窓口での現金支払 

イ．下記指定口座への振り込み 

  中国銀行  日本原支店 普通預金１０３０７９３ 

        特別養護老人ホーム日本原荘 理事長 福原文徳 

   

ウ．金融機関口座からの自動引き落とし 

  ご利用できる金融機関：中国銀行、郵便局 

 

（４）入所中の医療の提供について 

①医療を必要とする場合は、配置医師による診察が可能です。 

 ・嘱託病院 

医療機関の名称 医療法人本位田診療所（内科、外科） 

配置医師 神坂謙 

所在地 津山市新野東１７９８ 

②下記協力医療機関において診療や入院治療を受ける場合があります。 

（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。） 

・協力医療機関 

医療機関の名称 日本原病院、田尻病院、さとう記念病院 

・協力歯科医療機関 

医療機関の名称 かんざき歯科医院 

 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。しかし、仮に以下の事項に
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該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所していただくことにな

ります。（契約書第 13 条参照） 

③ 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

（但し、本号は平成２０年３月３１日までは適用されません。） 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖

した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能にな

った場合 

④ 当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤ ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

⑥ 事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第 14 条、第 15 条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出ることができます。

その場合には、退所を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができます。 

①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

②  ご契約者が入院された場合  

③  事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護福

祉施設サービスを実施しない場合  

④  事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  

⑤  事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・

財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがた

い重大な事情が認められる場合  

⑥  他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは

傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場

合  

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書第 16 条参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。 

①  ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項につい

て、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続

しがたい重大な事情を生じさせた場合  

②  ご契約者による、サービス利用料金の支払いが６か月以上遅延し、相当

期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合  

③  ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もし

くは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信

行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさ

せた場合  

⑤  ④  ご契約者が連続して 3 か月を超えて病院又は診療所に入院すると見

込まれる場合もしくは入院した場合＊この場合、再び優先的に入所する

事は出来ません。  

⑤  ご契約者が介護老人保健施設に入所した場合もしくは介護療養型医療施

設に入院した場合  

 

＜入院期間中の利用料金＞ 

 上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される費用の一部をご負担いただく
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ものです。 

 なお、ご契約者が利用していたベッドを短期入所生活介護に活用することに同意いただく場合に

は、所定の利用料金をご負担いただく必要はありません。 

 

（３）円滑な退所のための援助（契約書第 17 条参照） 

   ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約者の心身

の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の援助をご契約者に

対して速やかに行います。 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者の紹介 

※ご契約者が退所後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助にかかる費用として４０

０円（介護保険から給付される費用の一部）をご負担いただきます。 

 

７．残置物引取人（契約書第 20 条参照） 

・契約締結にあたり、「残置物引取人」を定めていただきます。（契約書第 20 条参照） 

・重要事項説明書の「代筆者」を持って、「残置物引取人」とさせて頂きます。 

・本契約が終了した後、契約者又は残置物引取人にその旨を連絡するものとします。 

・当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

・引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただきます。 

 

８．苦情の受付について（契約書第 22 条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者）生活相談員  石部創大 

    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日 ８：３０ ～ １７：３０ 

また、苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

津山市 高齢介護課 0868-32-2070 美作市 健康政策課 0868-75-3912 

真庭市 高齢支援課 0867-42-1074 奈義町 こども・長寿課 0868-36-6700 

勝央町 健康福祉部 0868-38-7102 鏡野町 総合福祉課 0868-54-2986 

久米南町 保健福祉課 086-728-4411 美咲町 長寿しあわせ課 0868-66-1115 

西粟倉村 保険福祉課 0868-79-2233 新庄村 住民福祉課 0867-56-2646 

岡山県国民健康保険団体連合会［介護サービス苦情相談窓口］086-223-8811 

保険者が上記以外の場合は、介護保険証記載の保険者（市区町村）の介護保険担当窓口へご連絡

下さい。 

９．事故発生時の対応について 

（３） 当施設で、利用者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により 
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  事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと 

  ともに、必要な対応を取らせていただきます。 

（４） 事故の状況及び事故に際して採った処置については記録しておきます。 

 

  〇安全対策担当者  

［職名］  生活相談員  石部創大 

 

１０．個人情報の取り扱いについて 

（１）特別養護老人ホーム日本原荘を入所利用の際、介護サービス計画立案等のために、入所契

約者の個人情報をサービス担当者会議・関係機関に開示する事があります。 

（２）入所契約者が入院・外泊時に入所契約者のベッドを短期入所生活介護の利用者が使用する

ことがあります。 

（３）入所契約者の肖像等を掲示板に掲示することがあります。 

（４）入所契約者の肖像等を施設が発行する機関誌やホームページに掲示することがあります。 

 

１１．身体拘束廃止について  

（１）生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その

他入所者の行動の制限を行いません。  

・施設は、前述の身体拘束等を行う場合は、次の手続きにより行います。   

（１）身体拘束廃止委員会を設置します。  

（２）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様及び

時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録しま

す。  

（３）当該入所者又はご家族に説明しその他の方法がなかったか改善方法を検討

します。  

 

１２．虐待防止に関する事項について   

（１）施設は、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 

（２）虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。  

（３）入所者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。  

（４）虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。  

（５）必要性に応じて青年後見人制度の利用支援を行います。  

（６）その他必要な措置を講じます。  

（７）施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者による虐待を受けたと

思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとし

ます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  年  月  日 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム日本原荘 
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説明者職名    生活相談員 

 

氏   名                     

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービスの提供

開始に同意しました。 

利用者住所     

 

氏   名                    印 

 

 代 筆 者                    印 

                   （続 柄、          ） 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 39 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 4 条の規

定に基づき、入所申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

最終改定 令和 ７年 ５月 １日改正 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．施設の概要 

（１）建物の構造    鉄筋コンクリート造 平家建て 

（２）建物の延べ床面積   2541.43 ㎡ 

（３）併設事業 

   当施設では、次の事業を併設して実施しています。 

  [短期入所生活介護]平成１２年４月１日指定 岡山県長寿第１－７１５号    

           定員１２名 

  [通所介護]    平成１２年４月１日指定 岡山県長寿第１－７１４号    

           定員２５名 

 

  [居宅介護支援事業]平成１１年１０月１日指定 岡山県県長寿第１－１６６号 

 

（４）施設の周辺環境＊ 

  施設の周囲は宅地、農地等であり騒音もなく閑静である。また、同一敷地 

  内に診療所も完備している。 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

  

施設長（管理者）… 施設の業務を掌握し、所属職員を指導監督する。 

介護職員…………… 利用者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行いま

す。常勤換算で３名の利用者に対して 1 名の介護職員を配置しています。 

生活相談員………… ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

        ２名の生活指導員を配置しています。 

看護職員…………… 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介護

介助等も行います。３名の看護職員を配置しています。 

機能訓練指導員…… ご契約者の機能訓練を担当します。 

                  １名の機能訓練指導員を配置しています。 

介護支援専門員…… ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成します。 

          生活相談員が兼ねる場合もあります。 

                  ２名の介護支援専門員を配置しています。 

医 師……………… ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

          １名の医師を配置しています。（毎週１回火曜日、その他緊急時） 

栄養士……………… ご契約者の栄養指導、献立の作成、栄養価の計算、給食の記録及び調 

理方法の指導にあたります。 
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３．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、入所後作成する

「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。（契約書第 2

条参照）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 8条、第 9条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。  

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連

携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。  

③ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、要

介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。  

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、2 年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。  

⑤ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。  

  ただし、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむ

を得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束

する場合があります。  

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務）  

 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

契約者の心身等の情報を提供します。  

 また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書に

て、ご契約者の同意を得ます。  

 

 

 

 

 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家

族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

③施設サービス計画は、６か月（※要介護認定有効期間）に１回、もし

くはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどう

かを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協

議して、施設サービス計画を変更します。  

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交

付し、その内容を確認していただきます。  

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原

案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  
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５．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快適性、安

全性を確保するため、下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限＊ 

入所にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。 

・テレビ、ラジオ、電気毛布、寝具、衣類、洗面用具、身の回り品、家具等 

（２）面会 

 面会時間    ７：００ ～ ２０：００  

 ※来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 

 ※なお、来訪される場合、多量の生鮮食料品の持ち込みはご遠慮ください。 

（３）外出・外泊（契約書第 21 条参照） 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出下さい。 

（４）食事 

食事が不要な場合は、前日までにお申し出下さい。前日までに申し出があった場合には、重

要事項説明書 ５（１）に定める「食事に係る自己負担額」は減免されます。 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第 9 条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚

したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価

をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合

には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、

その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行

うことはできません。 

（６）喫煙 

 施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

 

６．損害賠償について（契約書第 10条、第 11条参照） 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにそ

の損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置

かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があ

ります。 
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「指定短期入所生活介護及び指定（介護予防）短期入所生活介護」 

重要事項説明書 

 

特別養護老人ホーム日本原荘（従来型） 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用

は可能です。 

 

 

◇◆目次◆◇ 

１．事業者 .............................................................. 31 

２．事業所の概要 ........................................................ 31 

３．職員の配置状況 ...................................................... 32 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 ................................. 33 

５．苦情の受付について .................................................. 36 

 

１．事業者 

（１）法人名         社会福祉法人日本原荘 

（２）法人所在地     岡山県津山市新野東１７９７番地 

（３）電話番号       ０８６８－３６－３８３８ 

（４）代表者氏名     理事長  福原文徳 

（５）設立年月       昭和４１年１０月  ８日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類   指定短期入所生活介護及び指定介護予防短期入所者生活介護事業 

・平成１２年４月１日指定  

           岡山県１－７１５号 

           ※特別養護老人ホーム日本原荘に併設されています。 

（２）事業所の目的    （介護予防）短期入所生活介護 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（岡山県県指定 第１－７１５号） 



 32 

（３）事業所の名称    特別養護老人ホーム日本原荘 

（４）事業所の所在地  岡山県津山市新野東１７９７番地 

（５）電話番号        ０８６８－３６－３８３８ 

（６）事業所長（管理者）氏名    福原文徳 

（７）当事業所の運営方針  介護保険法の理念に基づき利用者の心身の状態等を踏まえて、 

                          その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができる 

                          ように生活全般にわたり配慮を行う。 

（８）開設年月      平成１２年４月１日 

（９）営業日及び営業時間 

営業日 年中無休 

受付時間 午前８時３０分  から  午後１７時３０分  毎日 

（10）利用定員           １２人 

（11）居室等の概要 

 当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。利用される居室は、原則として 4人部屋です。 

居室・設備の種類 室数 備考 

４人部屋 ３室  

合  計 ３室  

食堂 １室  

機能訓練室 １室 [主な設置機器] 

平行棒、滑車、昇降訓練用階段、肋木等 

浴室 １室 機械浴・特殊浴槽 

医務室 １室  

※上記は、厚生省が定める基準により、指定短期入所生活介護事業所に必置が義務づけられてい

る施設・設備です。この施設・設備の利用にあたって、ご契約者に特別にご負担いただく費用は

ありません。 

 

☆居室の変更：ご契約者から居室の変更希望の申し出があった場合は、居室の空き状況により施設

でその可否を決定します。また、ご契約者の心身の状況により居室を変更する場合があります。

その際には､ご契約者やご家族等と協議のうえ決定するものとします｡ 

☆居室に関する特記事項（※トイレの場所（居室内、居室外）等） 

      各居室の廊下側にトイレを設置。居室外では付近に２ヶ所設置 

（12）利用に当たって別途利用料金をご負担いただく施設・設備 

居住費 日額：９１５円 

※上記は、介護保険の給付対象とならないため、ご利用の際は、ご契約者に別途利用料金をご負

担いただきます。 

 

 

 

３．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定（介護予防）短期入所生活介護サービスを提供する職員とし

て、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 
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職種 常勤換算 指定基準 

１７． 事業所長（管理者） １名 １名 

１８． 介護職員 ２名以上 ２名 

１９． 生活相談員 １名以上 １名 

２０． 看護職員 １名以上 １名 

２１． 機能訓練指導員 １名以上 １名 

２２． 介護支援専門員 １名以上 １名 

２３． 医師 １名以上 必要数 

２４． 栄養士 １名以上 １名 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職

員の所定勤務時間数（例：週 40時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の介護職員が 5 名いる場合、常勤換算では、   1 名

（8時間×5名÷40時間＝1名）となります。 

 

   <主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

９．医師 毎週水曜日 １５：００～１６：３０ 

１０． 介護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

早朝：  ７：００～  ８：３０  １名 

日中：  ８：３０～１８：００  ２名 

夜間：１８：００～  ７：００  １名 

１１． 看護職員 標準的な時間帯における最低配置人員 

日中：  ８：３０～１７：３０  １名 

１２． 機能訓練指導員 ８：３０～１７：３０            １名 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4条参照）＊ 

以下のサービスについては、居住費、食事を除き７～９割が介護保険から給付されます。 

<サービスの概要>   

 ①栄養管理 

・ 当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況および嗜

好を考慮します。 

・ ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。 

（食事時間） 

  朝食：  ７：２０～  ８：３０    昼食：１１：５０～１３：３０   
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    夕食：１７：３０～１８：４０ 

 ②入浴 

・ 入浴又は清拭を週２回行います。 

・ 寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

 ③排泄 

・ 排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

 ④機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の

回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 ⑤その他自立への支援 

・ 寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・ 毎日実施する総合レクレーションの中で、生涯学習を提供します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

<サービス利用料金（１日あたり）>（契約書第 7条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除

いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（サービスの利用料金は、ご契約者の要介護度に応じて

異なります。） 

※ 下表の基本サービス費については、自己負担率１割（介護保険からの給付 9割）の場合の介護保

険給付額並びに自己負担額を示しております。自己負担率が１割でない場合は、その負担率に応

じた金額となります。 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金  

要支援 要支援  要介護 要介護 要介護 要介護 要介護 

１ ２ 1 2 3 4 5 

4510円 5610円 6030円 6720円 7450 円 8150円 8840円 

２．うち、介護保険から給

付される金額 
4059円 5049円 5427円 6048円 6705 円 7335円 7956円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 
451円 561円 603円 672円 745 円 815円 884円 

４．居室に係る自己負担額 915円 

５．食事に係る自己負担額 1600円 

☆ご契約者がまだ介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払い

いただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い

戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなりま

す。償還払いとなる場合を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を、ご

契約者が保険給付の申請交付します。 

☆ ご契約者に提供する食事、居住費に係る費用は、下記（２）①、②のとおりです。 

☆ 食事と居住費に係る費用について、負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載して

いる負担限度額とします。 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変

更します。 
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（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5条 、第 7条参照）＊ 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

  ①食事の提供 

 ご契約者に提供する食事にかかる費用です。 

 料金：負担限度額認定証なし 1600円/日（朝食 320円、昼食 640円、夕食 640円） 

負担限度額認定証あり 1445円/（朝食 285円、昼食 580円、夕食 580円） 

 ②居住費 

  ご契約者に提供する居室の費用です。 

  料金：１日あたり 多床室９１５円 

 ②理髪・美容 

［理髪サービス］ 

 ご希望により月に１回、理容師の出張による理髪サービス（調髪）をご利用いただけます。 

利用料金： 実費 

 ③ﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ、ｸﾗﾌﾞ活動  

ご契約者の希望によりﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｸﾗﾌﾞ活動に参加していただくことができます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

 ④複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますので必要な場合にはお申し出

ください。 

 ⑤日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適

当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

  

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 7条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用はご利用期間分の合計金額をお支払い下さい。 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 8条参照） 

○利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日前日

までに事業者に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料

として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由が

ある場合は、この限りではありません。 
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利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

○ご契約者がサービスを利用している期間中でも、利用を中止することができます。その場合、既

に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 

 

５．苦情の受付について（契約書第 21条参照）＊ 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者）  生活相談員 石部 創大 

    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 

             また、苦情受付ボックスをロビーに設置しています。 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

津山市 高齢介護課 0868-32-2070 美作市 健康政策課 0868-75-3912 

真庭市 高齢支援課 0867-42-1074 奈義町 こども・長寿課 0868-36-6700 

勝央町 健康福祉部 0868-38-7102 鏡野町 総合福祉課 0868-54-2986 

久米南町 保健福祉課 086-728-4411 美咲町 長寿しあわせ課 0868-66-1115 

西粟倉村 保険福祉課 0868-79-2233 新庄村 住民福祉課 0867-56-2646 

岡山県国民健康保険団体連合会［介護サービス苦情相談窓口］086-223-8811 

保険者が上記以外の場合は、介護保険証記載の保険者（市区町村）の介護保険担当窓口へご連絡

下さい。 

 

６．事故発生時の対応について 

（１） 当施設で、利用者に対する指定短期入所生活介護サービスの提供により事故が発生した場合

は、速やかに市町村、利用者の家族及び居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、適切な

対応を取らせていただきます。 

（２） 事故の状況及び事故に際して採った処置については記録しておきます。 

 

７．個人情報の取り扱いについて 

個人情報の取り扱いについて 

（１）特別養護老人ホーム日本原荘を入所利用の際、介護サービス計画立案等のために、入所契約者

の個人情報をサービス担当者会議・関係機関に開示する事があります。 

（２）入所契約者が入院・外泊時に入所契約者のベッドを短期入所生活介護の利用者が使用すること

があります。 

（３）入所契約者の肖像等を掲示板に掲示することがあります。 

（４）入所契約者の肖像等を施設が発行する機関誌やホームページに掲示することがあります。 
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８．身体拘束廃止について  
（１）生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他

入所者の行動の制限を行いません。  

・施設は、前述の身体拘束等を行う場合は、次の手続きにより行います。   

（１）身体拘束廃止委員会を設置します。  

（２）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様及び時間、

その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由を記録します。  

（３）当該入所者又はご家族に説明しその他の方法がなかったか改善方法を検討し

ます。  

 

９．虐待防止に関する事項について   

（１）施設は入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。  

（２）虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。  

（３）入所者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。  

（４）虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。  

（５）必要性に応じて青年後見人制度の利用支援を行います。  

（６）その他必要な措置を講じます。  

（７）施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者による虐待を受けたと思

われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。  

 

 

      年      月      日 

 

指定短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

指定短期入所生活介護        特別養護老人ホーム日本原荘 

 

説明者職名               氏名                             印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定短期入所生活介護サービスの提供

開始に同意しました。 

 

                              利用者住所 

 

氏名                               印 

 

代筆者                 印 

 

                    （ 続 柄、        ） 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 125 条の規定に基づき、

利用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

最終改定 令和 ７年 ５月 １日改定 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．事業所の概要 

（1）建物の構造    鉄骨鉄筋コンクリート造 平家建 

（2）建物の延べ床面積   ３，３３４．５５㎡ 
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（3）事業所の周辺環境＊ 

     施設の周囲は宅地、農地等であり騒音もなく閑静である。また、同一敷地内に診 

       療所も完備している。 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

  介護職員…ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行い 

       ます。 

        ３名の利用者に対して 1名の介護職員を配置しています.。 

  生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

         １名の生活指導員を配置しています。 

  看護職員… 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介 護、介

助等も行います。 

        １名の看護職員を配置しています。 

  機能訓練指導員…ご契約者の機能訓練を担当します。 

                     １名の機能訓練指導員を配置しています。 

  医 師…   ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

            １名の医師を配置しています。（毎週１回火曜日、その他緊急時） 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画

（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「短期入所生活介護計

画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契約書第 3条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス提供

の流れは次の通りです。 

①要介護認定を受けている場合 

 

 

②その担当者は短期入所生活介護計画の原案について、ご契約者及びその家

族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。 

③短期入所生活介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された

場合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要がある

かどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と

協議して、短期入所生活介護計画を変更します。 

④短期入所生活介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交

付し、その内容を確認していただきます。 

①当事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）に短期入所生活介護

計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○短期入所生活介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。
（償還払い）

○作成された居宅サービス計画に沿って、短期入所生活介護計画を変更し、それに基
づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負
担額）をお支払いいただきます。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成
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②要介護認定を受けていない場合 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 10条、第 11 条参照） 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連

携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。 

④ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 

  ただし、ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむ

を得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束

する場合があります。 

⑤ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関

への連絡を行う等必要な処置を講じます。 

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務） 

  ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

契約者の心身等の情報を提供します。 

 また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書に

て、ご契約者の同意を得ます。 

 

５．サービスの利用に関する留意事項 

 当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性を確保するため、

下記の事項をお守り下さい。 

（１）持ち込みの制限＊ 

利用にあたり、以下のもの以外は原則として持ち込むことができません。 

テレビ、ラジオ、家具、寝具、衣類、洗面用具、身の回り品 

（２）施設・設備の使用上の注意（契約書第 12条参照） 

要支援、要介護と認定された場合 自立と認定された場合

○要介護認定の申請に必要な支援を行います。
○短期入所生活介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービス提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。
（償還払い）

○契約は終了します。
○既に実施されたサービスの利用
料金は全額自己負担となります。

○居宅サービス計画（ケアプラン）を作成していただきます。必
要に応じて、居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行
います。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成

○作成された居宅サービス計画に沿って、短期入所生活介護計画を変更し、それに
基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己
負担額）をお支払いいただきます。
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○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚した

りした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払

いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、

ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものとします。但し、その場合、

ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を行います。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行う

ことはできません。 

（３）喫煙 

 事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

 

（４）入所中の医療の提供について 

①配置医師による健康管理を行います。 

 ・嘱託病院 

医療機関の名称 医療法人本位田診療所（内科、外科） 

配置医師 神坂謙 

所在地 津山市新野東１７９８ 

②協力医療機関等 

（但し、下記医療機関での優先的な診療・入院治療を保証するものではありません。） 

・協力医療機関 

医療機関の名称 日本原病院、田尻病院、さとう記念病院 

・協力歯科医療機関 

医療機関の名称 かんざき歯科医院 

 

６．損害賠償について（契約書第 13条、第 14条参照） 

 当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその

損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

 ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれ

た心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

７．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期

間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新

され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。（契約書第 16

条参照） 

①ご契約者が死亡した場合 

②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉
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鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合 

⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下

さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。） 

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 17条、第 18条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、

契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

②ご契約者が入院された場合 

③ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生

活介護サービスを実施しない場合 

⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合 

⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけ

る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合 

 

（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 19条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

   

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第 16条参照） 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必

要な援助を行うよう努めます。 
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重要事項説明書 

特別養護老人ホーム第3日本原荘 
 

 

 

 

当施設はご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供します。施設の 概要や

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り 説明します。 

 

※当施設への入所は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも入所は

可能です。 

 

 

〔目 次〕 

１． 施設経営法人 

２． ご利用施設 

３． 居室等設備の概要 

４． 職員の配置状況 

５． 当施設が提供するサービスと利用料金 

６． 施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

７． 契約者が病院等に入院された場合の取扱いについて 

８．  残置物引取人 

９．  苦情の受付について 

１０.   事故発生時の対応について 

  １１.   個人情報の取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

１．施設経営法人 

（１）法人名        社会福祉法人日本原荘 

（２）法人所在地     岡山県津山市新野東 1797 番地 

（３）電話番号       0868－36－3838 

（４）代表者氏名     理事長 福原 文徳 

（５）設立年月       昭和 41 年 10 月 8 日 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

事業者番号 3373600125 
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２．ご利用施設 

（１）施設の種類    指定介護老人福祉施設・平成 12 年 4 月 1 日指定           

（２）施設の目的    要介護状態である高齢者に対し、適切な介護老人福祉  施設サ

ービスの提供 

（３）施設の名称    特別養護老人ホーム 第 3 日本原荘 

（４）施設の所在地  岡山県津山市新野東 1797－3 番地 

（５）電話番号      0868－36－3838 

（６）施設長（管理者）氏名    山田 隆広 

（７）当施設の運営方針 介護保険法の理念に基づき利用者の心身の状態等を 

            踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活 

            を営むことができるように生活全般にわたり配慮を 

            し、介護にあたります。 

（８）開設年月      昭和 59 年 6 月 1 日 

（９）入所定員            50 人 

     ※ 短期入所生活介護は、特別養護老人ホームの入居者の入院等に 

より活用されていないベッドがある場合に利用可能です。 

 

３．設備の概要 

（１）居室等の概要 

    施設は 5 つのユニット（10 名単位の生活空間）にて構成されます。 

    以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の 

種類 
室数 備考 

ユニット型個室 50  トイレ及び洗面設備付 

共同生活室 5  セミパブリックスペース（食堂を兼ねる） 

浴室 6 個浴：5  特浴：1 

共用トイレ 5 各ユニットに 1 

医務室 1   

 

※上記は、厚生労働省が定める基準により、指定介護老人福祉施設に設置が  義務づ

けられている設備です。 

 

４．職員の配置状況 

当施設では、ご契約者に対して指定介護福祉施設サービスを提供する職員と  して、

以下の職種を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 配置職員 指定基準 

１．施設長（管理者） 1 名（常勤） 1 名 

２．介護職員 15 名以上（常勤換算 常時 1 名以上

の常勤者が勤務） 

15 名 

３．生活相談員 1 名（常勤） 1 名 
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４．看護職員 2 以上（常勤換算 1 名以上常勤） 2 名 

５．機能訓練指導員 1 名（兼務） 1 名（兼務） 

６．介護支援専門員 1 名（常勤） 1 名 

７．医師 1 名以上 （非常勤） 必要数 

８．栄養士 1 名以上 1 名 

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設におけ

る常勤職員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。 

 

「例」週 8 時間勤務の介護職員が 5 名いる場合、常勤換算では、1 名  （8

時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

医師  

内 科 

  精神科 

歯 科 

     

毎週月曜日（祝日を除く） 約 1.5 時間 

1 日／週  約 1 時間  

1 日／週  約 1 時間 

介護職員 標準的な配置人員（1 ユニット） 

7：00  ～  8：30  1.5 名 

8：30  ～ 17：30  2.5 名  

 17：30 ～ 21：00  1.5 名 

 21：00 ～  7：00  0.5 名 

  ※ 深夜帯は、夜勤者 1 名が 2 ユニットの

介護に当たります。 

看護職員 標準的な配置人員 

8：30 ～ 17：30  2 名 

その他の職種   8：30 ～ 17：30  1 名 

 

５．当施設が提供するサービスと利用料金 

 当施設では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

 

（１）当施設が提供する基準サービス（契約書第 3 条参照）＊ 

以下のサービスについては、居室の提供に要す費用（居住費）、食事の提供に要す

費用（食費）を除き通常 7 ～ 9 割が介護保険から給付されます。 

<サービスの概要>   

① 居室の提供（基準サービスではあるものの、介護保険の給付対象では 

ないため、原則全額を負担いただきます。表１を参照） 

 

② 食事の提供（基準サービスではあるものの、介護保険の給付対象では 

      ないため、原則全額を負担いただきます。表１を参照） 
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・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の  身体

の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食事を摂っていただくことを原則としていま

す。 

   

（食事時間の目安） 

  朝食：  7：30 ～      昼食： 11：30 ～ 

  夕食： 17：30 ～ 

 

③ 入浴 

・入浴又は清拭の介助を週 2 回行います。 

・ご契約者の身体状況に応じた設備で入浴を支援します。 

 

④ 排泄 

排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を 行います。 

 

⑤ 機能訓練 

機能訓練指導員が主導し、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を  送

るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するために必要な支援を行います。 

 

⑥  健康管理 

医師や看護職員が、健康管理を行います。 

 

⑦  その他自立並びに自律した生活への支援 

・ 寝たきり防止のため、出来るかぎり離床に配慮します。 

・ 個々の生活リズムを尊重し、入居後も自律的な生活を送ることが出来るように支

援します。 

・ 清潔で快適な生活が送れるよう環境、整容について支援します。 

 

⑧ 入居者全員の参加を想定（強制ではない）した定例行事や作業療法の一環として

実施するレクリエーションやクラブ活動 

 

＜サービス利用料金（基本サービス費 ・ 食費 ・ 居住費）＞（契約書第 5 条参照） 

下記の料金表によって、ご契約者の基本サービス費（要介護状態区分に応じたサービ

ス利用料金）及び各種加算から介護保険給付費額を除いた金額（自己 

負担額）と居住費（居室の提供に要す費用）並びに食費（食事の提供に要す費用）を

お支払いただきます。 

 

※ 下表の基本サービス費については、自己負担率１割（介護保険からの給付 9 割）の
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場合の介護保険給付額並びに自己負担額を示しております。自己  負担率が１割

でない場合は、その負担率に応じた金額となります。 

基本サービス費・食費・居住費一覧「表 1」 

ご契約者の要介護状区分 

別 サ ー ビ ス 利 用 料 金  

（基本サービス費） 

要介護 1 

 

 6,700 円 

要介護 2 

 

 7,400 円 

要介護 3 

 

 8,150 円 

要介護 4 

 

 8,860 円 

要介護 5 

 

 9,550 円 

うち、介護保険から給付 

される金額 

     

6,030 円 

    

6,660 円 

    

7,335 円 

    

7,974 円 

    

8,595 円 

サービス利用に係る  

自己負担額 

     

670 円 

    

740 円 

    

815 円 

    

886 円 

     

955 円 

ユニット型個室利用に 

係る自己負担額 
２０６６円 

食事の提供に係る 

自己負担額 
１６００円 

 

「各種加算について」 

※ 下表は、自己負担率 1 割の場合の自己負担額を示しております。自己

負担率が 1 割でない場合は、その負担率に応じた金額となります。 
 

当施設におけるサービス提供体制、提供サービス内容により以下の料金

を基本サービス費（要介護状態区分別サービス利用料金）に上乗せして  

お支払いただきます。上乗せ分(加算)については各々､算定要件を満たし

た月において請求させていただきます。 

 

加算一覧表      「表 2」 

加算項目  算定要件概要 

日常生活継続支援加算（Ⅱ）  

重度の要介護状態､認知症等の入所者を一定の割合以上受入

れ､入所者 6 名につき 1 人の割合で介護福祉士資格を有して

いる介護職員が配置されている場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

イ 
 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分

の 60 以上である場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）

ロ 
 

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が 100 分

の 50 以上である場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）  
看護・介護職員の総数のうち、常勤職員の占める割合が 100

分の 75 以上である場合 

サービス提供体制強化加算（Ⅲ）  

指定介護福祉施設サービスを入所者に直接提供する職員の

総数のうち、勤続年数 3 年以上の者の占める割合が 100 分

の 30 以上である場合 

看護体制加算（Ⅰ）イ  常勤の看護職員を１名以上配置している場合 

看護体制加算（Ⅱ）イ  

看護職員の配置が介護保険法により定められた基準に 1 以

上を加えたものであり､且つ､看護職員との連絡体制が 24 時

間確保されている場合 

夜勤職員配置加算（Ⅱ）イ  
夜勤に当たる介護及び看護職員の配置が介護保険法により

定められた基準に１以上を加えたものである場合 

精神科医師定期的療養指導  

認知症である入所者が入所者の 1/3 以上を占め、精神科を担

当する医師による定期的な療養指導が月２回以上行われる

場合 
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栄養マネジメント加算  

医師､看護職員､介護支援専門員等､多職種が共同し､常勤の

管理栄養士により入所者個々に応じた栄養ケア計画が作成

されている場合 

初期加算  
入所日より起算して 30 日、30 日を超える入院を経て再入所

した日より起算して 30 日の期間 

看取り介護加算 
(逝去日以前 4 日以上 30 日) 

 

当施設において終末期をお過ごし頂き､介護保険法に定める

看取り介護の要件を満たしている場合。逝去日以前 30 日の

期間内               

看取り介護加算 
(逝去日の前日､前々日) 

 

当施設において終末期をお過ごし頂き､介護保険法に定める

看取り介護の要件を満たしている場合。逝去日以前 30 日の

期間内 

看取り介護加算 
(逝去日) 

 

当施設において終末期をお過ごし頂き､介護保険法に定める

看取り介護の要件を満たしている場合。逝去日以前 30 日の

期間内  

若年性認知症入所者受入加

算 
 

若年性認知症入所者を受け入れ、個別の担当者を定めて介護

福祉施設サービスを提供している場合 

認知症専門ケア加算（Ⅰ）  

入所者の総数のうち、重度の認知症症状を有す入所者の数が

半数以上である事並びに認知症介護係る専門的な研修を修

了した職員を必要数配置し、組織的な認知症介護を行う場合

（研修修了者によるケアに係る技術指導・定期的会議の開催

等） 

認知症専門ケア加算（Ⅱ）  

認知症ケア専門加算（Ⅰ）の算定要件を満たした上で認知症

介護の指導に係る専門的研修を修了した職員を 1 名以上配

置し、認知症 介護に係る研修計画の作成並びに研修の実施

及び施設全体の認知症介護に係る指導を行う場合 

退所時相談援助加算  

入所期間が 1 ヶ月を超える入所者が退所し、 その居宅にお

いて居宅サービス等を利用するに際して、福祉サービスに係

る相談援助及び退所者の居住する市町村等への必要な情報

提供を行った場合 

経口維持加算（Ⅰ）  

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対して、医

師又は歯科医師の指示に基づき、医師、歯科医師、看護職員、

その他の職種が共同して入所者の栄養管理をするための食

事の観察及び会議等を行い、入所者ごとに継続的な食事の経

口摂取を進めるための経口維持計画が作成され、当該計画に

従い、医師又は歯科医師の指示を受けた管理栄養士又は栄養

士が栄養管理を行う場合 

経口維持加算（Ⅱ）  

経口維持加算（Ⅰ）を算定している場合であって、入所者の

継続的な経口摂取を支援するための食事の観察及び会議等

に医師、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士が加わった場

合 

褥瘡マネジメント加算  

入所者ごとの褥瘡の発生に係るリスクについて、施設入所時

に評価するとともに、３月に１回、評価を行い、結果、褥瘡

の発生に係るリスクがあるとされた入所者に対し、関連職種

の者が共同して、入所者ごとに褥瘡管理に関する褥瘡ケア計

画を作成し、褥瘡ケア計画に基づき、入所者ごとに褥瘡管理

を実施する場合 

 

排せつ支援加算  

排泄障害等のため、排泄に介護を要する入所者に対し、多職

種が協働して支援計画を作成し、その計画に基づき支援を行

い、諸要件を満たす場合 

再入所時栄養連携加算  

入所者が医療機関に入院し、経管栄養又は嚥下調整食の新規

導入など、施設入所時とは大きく 

異なる栄養管理が必要となった場合について、介護保険施設

の管理栄養士が当該医療機関の 管理栄養士と連携して、再

入所後の栄養管理に関する調整を行った場合 
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☆ 看取り介護加算は、ご契約者が逝去日より前に退所されて自宅に戻られた 場合､

医療機関へ入院された場合は、その翌日から逝去日までの直接看取り介護を提供

していない期間は算定を行いませんが､逝去日を起算日として 30 日遡って算定を

行うこと、また逝去された翌月に介護報酬の請求を 行うという性質上､ご契約者

が実際に施設利用されていない月に当該加算に係る自己負担額を請求させていた

だくこととなります。（退所等された日の翌日から逝去日までの期間が 30 日以上

の場合は、費用負担はありません） 

 

☆ 日常生活継続支援加算、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ・（Ⅰ）ロ・（Ⅱ）・（Ⅲ）

並びに認知症専門ケア加算（Ⅰ）・（Ⅱ）については、一月内において何れか一種

のみを算定させていただきます。 

 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合等で、施設が提供した  サービス

に係る費用の介護保険給付額を法定代理受領出来ない場合には、サービス利用料金

の全額をお支払いいただきます。この場合、ご契約者が保険給付の申請を行うため

に必要となる事項を記載した「サービス提供 証明書」を交付します。ご契約者は

所定の手続を経ることで自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます（償

還払い）。 

 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、  ご契約

者の負担額を変更します。 

 

☆ ご契約者が、短期入院又は外泊をされた場合にお支払いいただく 1 日あたりの利用

料金は、下記の通りです。（契約書第 18 条、第 21 条参照） 

 

※ 下表は、自己負担率１割の場合の自己負担額を示しております。自己負担率が 1 割

でない場合は、その負担率に応じた金額となります。 

 

           入院・外泊時費用（日額）     「表 3」 

 

 

 

 

 

 

  ※ 1 期間の入院について発生する上記負担は 6 日分（入院開始日翌日より）までで

すが、入院期間が月を跨ぎ連続し、入院開始日の属す月の入院日数が 7 日以下（入

院開始日を含む）の場合は、さらに最大 6 日分の費用 

   が発生します。外泊の場合も同様の取り扱いとなります。 

☆ご契約者が入院された場合、居住費を基準額通り算定します。 

 

☆ 居室利用と食事に係る費用について、ご契約者が介護保険負担限度額認定を受けて

いる場合には、認定証に記載している負担限度額とします。   （表 4 参照） 

 

 

☆世帯全員が住民税非課税、且つ一定の要件を満たす方や生活保護を受給されている

1．入院時並びに外泊時に係る金額  2,460 円 

2．うち、介護保険から給付される金額 2,214 円 

3．自己負担額（1－2） 246 円 
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方の場合は、施設利用時の居住費・食費の負担が軽減されます。   

                         
介護保険負担限度額認定を受けた場合の食費・居住費の自己負担額（日額） 「表４」 

対象者 認定区分 ユニット型個室 食費 

生活保護受給者 利用者負担

段階 1 
880円 300円 

住民税非

課税世帯 

老齢福祉年金受給者 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80万円以下 

利用者負担

段階 2 
880円 390円 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 80万円超 120万円以下 

利用者負担

段階 3₋① 
1,370円 650円 

課税年金収入額と合計所得金額

の合計が 120万円超 

利用者負担

段階 3-② 
1,370円 1,360円 

（２）当施設が提供する基準外サービス（契約書第 4 条、第 5 条参照）＊ 

 以下のサービスは、費用の発生する場合は利用料金の全額がご契約者の負担となりま

す 

<サービスの概要と利用料金>  

① 理容サービス 

 月に 1 回、理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）を 

ご利用いただけます。 

                       「1 回あたり 2,500 円」 

② 貴重品の管理 

ご契約者の希望により、貴重品管理サービスをご利用いただけます。詳細は、以下

の通りです。 

○管理する金銭の形態：施設の指定する金融機関に預け入れている預金 

○お預かりするもの：上記預貯金通帳と金融機関へ届け出た印鑑、有価証券、年金

証書 

○保管管理者：施設長 

○出納方法： 手続きの概要は以下の通りです。  

・預金の預け入れ及び引き出しが必要な場合、備え付けの届出書を保管  管理者

へ提出していただきます。 

・保管管理者は上記届け出の内容に従い、預金の預け入れ及び引き出しを 行いま

す。 

・保管管理者は出入金の都度、出入金記録を作成し、その写しを 3 ヶ月に  1 回

ご契約者またはご家族へ交付します。 

「無 料」 

 

③ 希望者を募り実施する旅行や外出    

                          「実 費」 

④ 趣味的活動に対する支援（物品の準備、提供） 

                               「実 費」 
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 ⑤複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必

要とする場合には実費をご負担いただきます。 

「1枚 10円」 

 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、介護保険給付対象でな

いサービス利用金額は相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の

内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までにご説明します。 

 

（３）その他の費用 

日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者に負担いただくことが適当であるものにかかる

費用を負担いただきます。 

・衣類、個人用タオル、歯ブラシ、クリーニング代、予防接種費用等 

※ おむつ代は介護保険給付対象となっており、負担は発生しません。 

（４）契約書第 19条に定める所定の料金 

  ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日から現

実に居室が明け渡された日までの期間に係る料金 (１日あたり)  

要介護状態  

区分別料金 

要介護 1 

 

6,700 円 

要介護 2 

 

7,400 円 

要介護 3 

 

8,150 円 

要介護 4 

 

8,860 円 

要介護 5 

 

9,550 円 

   

（５）利用料金のお支払い方法（契約書第 5 条参照） 

前記（１）～（３）の料金・費用は、1 か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月

25 日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。（1 か月に満たない期間のサー

ビスに関する利用料金は、利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

 

ア．窓口での現金支払 

 

 

イ．下記指定口座への振り込み 

  中国銀行  日本原支店 普通預金 1073034 
        特別養護老人ホーム第 3 日本原荘 理事長 福原 文徳 

   

ウ．上記指定口座への口座振替 

  ご利用できる金融機関：中国銀行、郵便局 

 

 

（６）入所中の医療の提供について 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関に  おいて

診療や入院治療を受けることができます。（但し、下記医療機関での 優先的な診療・

入院治療を保証するものではありません。また、下記医療機関での診療・入院治療を
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義務づけるものでもありません。） 

 

協力医療機関 

医療機関名 
診 療 

科 目 
所在地 

社会医療法人 清風会 日本原病院 内 科 津山市日本原 352 

一般財団法人 江原積善会 積善病院 精神科 津山市一方 140 

かんざき歯科医院 歯 科 津山市西吉田 39－3 

※ お薬の受取について：協力病院より処方されるお薬の受取は、特にご指定がない場

合、施設近隣の薬局とさせていただきます。 

 

６．施設を退所していただく場合（契約の終了について） 

当施設との契約では契約が終了する期日は特に定めていません。従って、 以下の

ような事由がない限り、継続してサービスを利用することが出来ますが、仮にこのよ

うな事項に該当するに至った場合には、当施設との契約は終了し、ご契約者に退所し

ていただくことになります。（契約書第 13 条参照） 

 

 

① 要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合 

及び要介護 1 又は要介護 2 の判定を受けて、特例入所の対象（やむを得ない事由

により居宅での介護が受けられない状態 例：認知症により、日常生活に支障を

来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁である等）とならない場合 

② 事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由によりホームを閉鎖

した場合 

③ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に 

なった場合 

④  当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

⑤  ご契約者から退所の申し出があった場合（詳細は以下をご参照ください。） 

⑥  事業者から退所の申し出を行った場合（詳細は以下をご参照ください。） 

 

（１）ご契約者からの退所の申し出（中途解約・契約解除）（契約書第 14 条、第 15 条

参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から当施設からの退所を申し出る ことがで

きます。その場合には、退所を希望する日の 7 日前までに解約届出書をご提出くださ

い。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除し、施設を退所することができ

ます。 

①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

②  ご契約者が入院された場合  

③  事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める介護 

福祉施設サービスを実施しない場合  

④  事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  
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⑤  事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・

財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続   

しがたい重大な事情が認められる場合  

⑥  他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは

傷つける恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない 

場合  

 

（２）事業者からの申し出により退所していただく場合（契約解除）（契約書 第 16 条

参照） 

以下の事項に該当する場合には、当施設からの退所していただくことがあります。 

 

①  ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項に  

ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約

を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  

②  ご契約者による、サービス利用料金の支払いが 6 か月以上遅延し、相当

期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合  

③  ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者  

もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は    

著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な

事情を生じさせた場合  

④  ご契約者が連続して 3 か月を超えて病院又は診療所に入院すると   

見込まれる場合もしくは入院した場合  

⑤ ご契約が他の介護保険施設等に入所した場合  

 

（３）円滑な退所のための援助（契約書第 17 条参照） 

   ご契約者が当施設を退所する場合には、ご契約者の希望により、事業者はご契約

者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、円滑な退所のために必要な以下の

援助をご契約者に対して速やかに行います。 

 

○適切な病院もしくは診療所又は介護老人保健施設等

の紹介 

○居宅介護支援事業者の紹介 

○その他保健医療サービス又は福祉サービスの提供者

の紹介 

 

※ ご契約者が退所後、在宅に戻られる場合には、その際の相談援助にかかる費用とし

て 400 円（退所時相談援助加算に係る自己負担額）をご負担いただきます。 
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７．契約者が病院等に入院された場合の対応について＊（契約書第 18 条参照） 

当施設に入所中に、医療機関への入院の必要が生じた場合の対応は、以下の 通り

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜入院期間中の利用料金＞ 

 上記、入院期間中の利用料金については、介護保険から給付される  費用の

一部をご負担いただくものです。 

 なお、ご契約者が利用していたベッドを短期入所生活介護に活用する場合には、

所定の利用料金をご負担いただく必要はありません。 

 

 

８．残置物引取人（契約書第 20 条参照） 

  契約締結にあたり、身元引受人をお願いすることはありません。 

 ただし、入所契約が終了した後、当施設に残されたご契約者の所持品(残置物)をご

契約者自身が引き取れない場合に備えて、「残置物引取人」を定めていただきます。 

 当施設は、｢残置物引取人｣に連絡のうえ、残置物を引き取っていただきます。 

 また、引渡しにかかる費用については、ご契約者又は残置物引取人にご負担いただき

ます。 

 

※ 入所契約締結時に残置物引取人が定められない場合であっても、入所契約を締結す

ることは可能です。 

 

 

９．苦情の受付について（契約書第 22 条参照） 

（１）当施設における苦情の受付 

当施設における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］  生活相談員  岩野 圭祐 

入院日より 3 ヶ月以内に退院された場合には、退院後再び施設に入所することが

できます。なお、契約書第 18 条に定める所定の料金はお支払いただきます。 

表 3 参照 

① 3 ヶ月未満の入院の場合 

3 ヶ月以内の退院が見込まれない場合には、契約を解除する場合があります。

この場合には、当施設に再び優先的に入所することはできません。 

 

②3 ヶ月以内の退院が見込まれない場合 
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    ○受付時間  8：30 ～ 17：30 

また、苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

１０．事故発生時の対応について 

（５）当施設で、利用者に対する指定介護老人福祉施設サービスの提供により 

  事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うと 

  ともに、必要な対応をとらせていただきます。 

（６）事故の状況及び事故に際してとった処置については記録しておきます。 

 
〇安全管理担当者 

［職名］ 生活相談員  岩野 圭祐 

 

１１. 個人情報の取扱いについて 

    

 

 

 

 

 

 

サービス提供に際して取得したご契約者の個人情報については、利用契約書第 8条（守

秘義務等）及び別紙「個人情報の利用目的」に沿って適切に管理・取り扱いを行い

ます。 

１２．身体拘束廃止について  

（１）生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘

束その他入所者の行動の制限を行いません。  

・施設は、前述の身体拘束等を行う場合は、次の手続きにより行います。   

（１）身体拘束廃止委員会を設置します。  

（２）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様

及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由

を記録します。  

（３）当該入所者又はご家族に説明しその他の方法がなかったか改善方法

を検討します。  

 

１３．虐待防止に関する事項について   

（１）施設は、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じ

ます。  

（２）虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。  

（３）入所者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。  

（４）虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。  

（５）必要性に応じて青年後見人制度の利用支援を行います。  

（６）その他必要な措置を講じます。  

（７）施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者による虐待を受

けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報

津山市役所 

高齢介護課 

 

所在地 津山市山北 520 

電話番号 0868－32－2070 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

岡山県国民健康保険

団体連合会 

所在地 岡山市桑田町 11 番 6 号 

電話番号 086－223－8876 

受付時間 9：00 ～ 17：00 
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するものとします。  

 

令和  年  月  日 

 

指定介護福祉施設サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明と

個人情報の取り扱いについて説明を行いました。 

指定介護老人福祉施設 特別養護老人ホーム第３日本原荘 

説明者職名   生活相談員 

 

氏   名           ㊞ 

           

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サー

ビスの提供開始（入院又は外泊時の寝台を短期入所生活介護事業に活用することを含

む）並びに個人情報の取り扱いついて同意しました。 

 

契約者（利用者）     

 

住  所                     

 

氏  名                   ㊞           

 

 契約者家族又は後見人（兼代筆者）  

               

 住  所                      

 

 氏  名            （続柄    ）㊞                          
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．配置職員の職種 

 

 介護職員  … ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための援助を行

います。 

 

  生活相談員 …  ご契約者又はご家族からの相談に応じ、必要な援助を  行うこと

でご契約者の生活の向上を図ります。 

            

  看護職員 …   主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、 日常生

活上の介護等も行います。 

           

  機能訓練指導員 …  ご契約者の機能訓練を担当します。 

                        

  介護支援専門員 … ご契約者に係る施設サービス計画（ケアプラン）を作成しま

す。 

                        

  医 師  …  ご契約者に対して健康管理及び療養上の指導を行います。 

            

 

２．契約締結からサービス提供までの流れ 

ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、 入所後

作成する「施設サービス計画（ケアプラン）」に定めます。 

｢施設サービス計画（ケアプラン）｣の作成及びその変更は次の通り行います。（契約

書第 2 条参照）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．サービス提供における事業者の義務（契約書第 8条、第 9条参照） 

当施設は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

②その担当者は施設サービス計画の原案について、ご契約者及びその家

族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。  

③施設サービス計画は、6 か月（※要介護認定有効期間）に 1 回、もし

くはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどう

かを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協

議して、施設サービス計画を変更します。  

④施設サービス計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交

付し、その内容を確認していただきます。  

①当施設の介護支援専門員（ケアマネジャー）に施設サービス計画の原

案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  
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①  ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。  

②  ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と 

連携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。  

③  ご契約者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の 30 日前までに、 

要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。  

④  ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、その完結の日から  

5 年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、  

複写物を交付します。  

⑤  事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって

知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に

漏洩しません。（守秘義務）ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性が あ

る場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。  

また、ご契約者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書

にて、ご契約者の同意を得ます。  

⑥身体拘束廃止について  

（ア）生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体

拘束その他入所者の行動の制限を行いません。  

・施設は、前述の身体拘束等を行う場合は、次の手続きにより行います。  

（ア）身体拘束廃止委員会を設置します。  

（イ）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる

態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得

なかった理由を記録します。  

（ウ）当該入所者又はご家族に説明しその他の方法がなかったか改善方

法を検討します。  

 

⑦  虐待防止に関する事項について   

（ア）施設は、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講

じます。  

（イ）虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。  

（ウ）入所者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。  

（エ）虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。  

（オ）必要性に応じて青年後見人制度の利用支援を行います。  

（カ）その他必要な措置を講じます。  

（キ）施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者による虐待を

受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市

町村に通報するものとします。  

 

 

４．施設利用の留意事項 

 当施設のご利用にあたって、施設に入所されている利用者の共同生活の場としての快

適性、安全性を確保するため、下記の事項をお守りください。 

（１）持ち込みの制限 

火気を生じる物品、その他特別な配慮の下でなければ安全に使用できない物品の持

ち込みはご遠慮ください。 

 

（２）面会 

 面会時間    7：00 ～ 20：00 

 ※ 来訪者は、必ずその都度職員に届け出てください。 
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    ※ 生鮮食料品の持ち込みはご遠慮ください。差し入れた食料品、飲料水などに

ついて、職員にお知らせください。 

 

（３）外出・外泊（契約書第 21 条参照） 

外出、外泊をされる場合は、事前にお申し出ください。 

 

（４）食事 

外出・外泊等で食事が不要な場合は、前日までにお申し出ください。前日までに申

し出があった場合には、欠食分の料金は発生しません。 

 

（５）施設・設備の使用上の注意（契約書第 9 条参照） 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊し

たり、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、

又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められ

る場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置を取ることができるものと

します。但し、その場合、ご本人のプライバシー等の保護について、十分な配慮を

行います。 

○当施設の職員や他の入所者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利

活動を行うことはできません。 

（６）喫煙は施設内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

 

５．損害賠償について（契約書第 10条、第 11条参照） 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、  事業者

は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契

約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、  事業者の損害賠

償額を減じる場合があります。 
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最終改定 日令和 6 年 4 月 1 日 

 

 

個人情報の利用目的   

  

  特別養護老人ホーム第３日本原荘では、利用者の尊厳をまもり安全に配慮する施設理念   

  

の下、お預かりしています個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。   

  

〔 利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的〕   

  〔施設内部での利用目的〕   

①   当施設が利用者等に提供する介護サービス   

②   介護保険事務   

③   介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち   

  

・   入退所等の管理   

・   会計・経理   

・   事故等の報告   

・   当該利用者の介護・医療サービスの向上   

  

〔他の事業者 等への情報提供を伴う利用目的〕   

①   施設が利用者等 に提供する介護サービスのうち   

・   利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅   

介護支援事業所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答   

・   利用者の診療等 に当たり、医師等の意見 ・助言 を求める場合   

・   家族等への心身の状況説明   

  

②   介護保険事務のうち   

・   保険事務の委託   

・   審査支払機関への請求書の提出   

・   審査支払機関又は保険者からの照会への回答   

④   損害賠償保険などに係る保険会社等への 相談又は届出等   

〔上記以外の利用目的〕   

   〔当施設内部での利用に係る利用目的〕   

①   施設管理運営業務のうち   

・   医療・介護サービスや業務の 維持・改善のための基礎資料   

・   当施設において行われる学生の実習への協力   

・   当 施設において行われる事例研究   

  

〔他の事業者への情報への情報提供に係る利用目的〕   

①   施設の管理業務のうち   

・   外部監査機関への情報提供   

  

  

平成１７年４月１日   

社会福祉法人日本原荘   

  

理事長   
福 
  
原 
  
文 
  
徳 
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「短期入所生活介護」重要事項説明書 

特別養護老人ホーム第3日本原荘 
 

 

 

 

当施設はご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供します。施設の概要

や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定

された方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でも   

サービスの利用は可能です。 

 

 

〔目 次〕 

１．事業者 

２．事業所の概要 

３．職員の配置状況 

４．設備等の概要 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

    ６．サービス提供における事業者の義務 

    ７．苦情、相談の受付について 

８．事故発生時の対応について 

９．損害賠償について 

１０．サービス利用をやめる場合（契約の終了）について 

１１．個人情報の取り扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

１．事業者 

（1）法人名        社会福祉法人 日本原荘 

 

（2）法人所在地     岡山県津山市新野東 1797 番地 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

介護保険事業者番号 3373600125 
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（3）電話番号       0868－36－3838 

 

（4）代表者氏名     理事長  福原 文徳 

 

（5）設立年月       昭和 41 年 10 月 8 日 

 

２．事業所の概要 

（1）事業の種類    指定短期入所生活介護 

 

（2）事業所の目的    利用者の在宅生活の継続を念頭に置き、適切な短期入所 

生活介護サービスを提供する。 

 

（3）事業所の名称    特別養護老人ホーム 第 3 日本原荘 

 

（4）事業所の所在地  岡山県津山市新野東 1797－3 

 

（5）電話番号       0868－36－3838 

 

（6） 事業所長（管理者）  氏名  山田 隆弘 

 

（7） 運営方針  

利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と 利用中

の生活の連続性に配慮しながら、滞在するユニットにおける社会的 関係の構築、

利用者の有する能力に応じて自立及び自律した日常生活の営みを支援することによ

り、利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を

図る。 

 

（8）開設年月(指定・許可年月日)    平成 12 年 4 月 1 日 

 

 

（９）営業日及び営業時間 

 

（10）利

用 定 員   

空床利用型（特別養護老人ホーム第 3 日本原荘の入居者の入院、

外泊等により活用されていない居室がある場合） 

３.設備等の概要 

  施設は 5 つのユニット（10 名単位の生活空間）にて構成されます。 

  以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室数 備考 

営 業 日 年中無休 

利用相談受付時間 8：30 分 ～ 17 時 30 分 
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ユニット型個室 50  洗面設備及びトイレ付 

共同生活室 5  各ユニットに 1（食堂を兼ねる） 

浴室 6  個浴：各ユニットに 1 特浴：2 階に 1 

 医務室 1  

 

４．職員の配置状況 

当事業所では、ご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する 職員と

して、以下の職種を配置しています。 

 

<主な職員の配置状況>  

※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

※ 常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常

勤職員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。（例）

週 8 時間勤務の介護職員が 5 名いる場合、常勤換算では、1 名（8

時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

職種 配置職員 指定基準 

1．施設長（管理者） 1 名（常勤） 1 名 

2．介護職員 15 名以上（常勤換算 常時 1 名以上

の常勤者が勤務） 

15 名 

3．生活相談員 1 名（常勤） 1 名 

4．看護職員 2 以上（常勤換算 1 名以上常勤） 2 名 

5．機能訓練指導員 1 名（兼務） 1 名 

6．医師 1 名以上 （非常勤） 必要数 

8．栄養士 1 名以上 1 名 

 

<主な職種の勤務体制> 

  

職種 勤 務 体 制 

医師  

内 科 

  精神科 

歯 科 

      

毎週月曜日（祝日を除く） 約 1.5 時間 

1 日／週  約 1 時間      

1 日／週  約 1 時間 

介護職員 標準的な配置人員（1 ユニット） 

7：00  ～  8：30  1.5 名 

8：30  ～ 17：30  2.5 名  

 17：30 ～ 21：00  1.5 名 

 21：00 ～  7：00  0.5 名 

  ※ 深夜帯は、夜勤者 1 名が 2 ユニットの

介護に当たります。 

看護職員 標準的な配置人員 

8：30 ～ 17：30  2 名 
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その他の職種   8：30 ～ 17：30  1 名 

 

5．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 

（１）当事業所が提供する基準サービス 

以下のサービスについては、居室の提供に要する費用（居住費）、食事の提供に要

する費用（食費）を除き、介護保険給付対象である為、通常その  費用の 7 ～ 9

割が介護保険より給付されます。 

 

<サービスの概要>   

① 居室の提供（基準サービスではあるものの、介護保険の給付対象では  ないた

め、原則全額を負担いただきます。表 1を参照） 

② 食事の提供（基準サービスではあるものの、介護保険の給付対象では  ないた

め、原則全額を負担いただきます。表 1を参照） 

 

・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の 

身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食事をとっていただくことを原則と 

しています。 

 

 （食事時間の目安） 

   朝食  7：30 ～   昼食： 11：30 ～   

   夕食  17：30 ～ 

 

③ 入浴 

・滞在期間に応じて入浴又は清拭を行います。滞在期間が 1 週間の場合は週 2 回の

実施を原則とします。 

 

④ 排泄 

・在宅生活継続の視点から、ご契約者の身体能力並びに自宅での生活状況に配慮し

た援助を行います。 

 

⑤ 機能訓練 

・日常生活動作の維持又は向上について滞在中の生活の中で支援します。 

 

⑥ 健康管理 

・医師や看護職員が健康管理を行います。 

 

  ⑦ 生活相談 

・生活相談員などが日常生活に関する相談に応じます。 
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＜サービス利用料金（基本サービス費・食費・居住費）について＞ 

下記の料金表によって、ご契約者の基本サービス費（要介護状態区分に応じたサービ

ス利用料金）及び各種加算から介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）と居住費

（居室の提供に要す費用）並びに食費（食事の提供に要す費用）をお支払いいただき

ます。 

 

※ 下表の基本サービス費は、負担率 1 割（介護保険からの給付 9 割）の場合の介護保

険給付額並びに自己負担額を示しております。自己負担率が 1 割でない場合は、そ

の負担率に応じた金額となります。 

 

 

 

基本サービス費・食費・居住費一覧「表 1」 

ご契約者の要介護状区分 

別 サ ー ビ ス 利 用 料 金  

（基本サービス費） 

要介護 1 

 

 6,700 円 

要介護 2 

 

 7,400 円 

要介護 3 

 

 8,150 円 

要介護 4 

 

 8,860 円 

要介護 5 

 

 9,550 円 

うち、介護保険から給付 

される金額 

     

6,030 円 

    

6,660 円 

    

7,335 円 

    

7,974 円 

    

8,595 円 

サービス利用に係る  

自己負担額 

     

670 円 

    

740 円 

    

815 円 

    

886 円 

     

955 円 

ユニット型個室利用に 

係る自己負担額 
２０６６円 

食事の提供に係る 

自己負担額 
１６００円 

＜諸加算について＞ 

当事業所におけるサービス提供体制及び提供するサービス内容により、以下の料金

を要介護状態区分毎に応じた基本料金に上乗せしてお支払いいただきます。当該加算

料金 については、各々、算定用件を満たす場合に請求させていただきます。 

 

加算一覧表                                       「表２」   

加算項目 
自己負担額 （日額） 

送迎加算は 1回当たり 
算定用件概要 

送迎加算（片道） 184円（実費 1840円） 
指定短期入所生活介護に係る送迎を行う 

場合 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ 

 イ 
18円（実費 180円） 

定短期入所生活介護事業所の介護職員の 

総数のうち、介護福祉士資格保有者の割合 

が 100分の 60以上である場合 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ 

 ロ 
12円（実費 120円） 

指定短期入所生活介護事業所の介護職員の

総数のうち、介護福祉士資格保有者の割合

が 100分の 50以上である場合 

サービス提供体制強化加算 Ⅱ  6円（実費 60円） 
指定短期入所生活事業所の看護・介護職員

の総数のうち、常勤職員（当事業所の場合、

週 40時間勤務の者）の占める割合が、100分
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の 75以上である場合 

サービス提供体制強化加算 Ⅲ   6円（実費 60円） 

指定短期入所生活介護を利用者に直接提供

する職員（介護・看護職員、生活相談員等）の

総数のうち、勤続年数 3 年以上の者の占める

割合が 100分の 30以上である場合 

夜勤職員配置加算 Ⅱ 18円（実費 180円） 
夜勤を行う介護・看護職員の員数が、介護 

保険法により定められた配置基準に 1 以上を

加えたものである場合 

医療連携強化加算 58円（実費 580円） 

一定の医療的支援が必要な利用者を受け入

れにおいて、看護職員による利用者の急変の

予測や早期発見のための定期的巡視が行わ

れ、急変時の医療提供方針について利用者

から確認を受けている等の要件を満たす場合 

 

若年性認知症利用者受入加算 120円（実費 1,200円） 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別

に担当者を定め、その者を中心に、当該  

利用者の特性やニーズに応じたサービス  

提供を行う場合 

看護体制加算 Ⅰ 4円（実費 40円） 

本体施設（指定介護老人福祉施設）とは   

別に、指定短期入所生活介護事業所に常勤

の看護師を 1 名以上配置している場合（空床

利用型の場合は本体施設に常勤の看護師が

1名以上配置されている場合） 

看護体制加算 Ⅱ 8円（実費 80円） 

看護職員の数が、常勤換算法で、利用者の

数が 25 又はその端数を増すごとに 1 以上で

あり、当該事業所の看護職員により、24 時間

の連絡体制が確保されている場合 

緊急短期入所受入加算 90円（実費 900円） 
居宅サービス計画において計画的に行うこと

となっていない短期入所生活介護を緊急に 

受入れた場合 

 

※ サービス提供体制強化加算Ⅰを算定させていただきます。 

 

※ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合等で、施設が提供した  サービス

に係る費用（基本サービス費及び諸加算）の介護保険給付額を  法定代理受領出

来ない場合には、サービス利用料金の全額をお支払いいただきます。この場合、ご

契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証

明書」を交付します。ご契約者は所定の手続を経ることで自己負担額を除く金額が

介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、  ご契約

者の負担額を変更します。 

 

※ 居住費と食費について、ご契約者が介護保険負担限度額認定を受けている場合には、

認定証に記載している負担限度額とします。 

 

※ 世帯全員が住民税非課税、且つ一定の要件を満たす方や生活保護を受給されている

方の場合は、施設利用時の居住費・食費の負担が軽減されます。   
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（２）介護保険の基準外並びに給付対象外サービス 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

 

① 介護保険の支給限度額を超える短期入所生活介護サービス 

ご契約者と事業者との合意に基づき、介護保険の区分支給限度額を 

超える短期入所生活介護サービスを利用していただくことも出来ます 

が、保険給付対象外サービスである為、利用料金は要介護状態区分別 

基本サービス費と諸加算の実費をご負担いただくこととなります。 

   

② 理容サービス  

理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）をご利用いただけます。 

        利用料金：1 回あたり 2,500 円 

   ※ 理容師の出張サービスは月に 1 日です。利用期間中に出張日が   含まれ

る場合にご利用いただけます。 

 

③ レクレーション、クラブ活動      

ご契約者の希望によりレクレーションやクラブ活動に参加していた だくこと

ができます。  

         材料代等の実費をいただく場合があります。 

④ 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、 複写

物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

1 枚につき   10 円 

 

 

⑤日常生活上必要となる物品（費用は利用者負担が適当であるもの）の提供等日常生活

でも通常必要となる物品の提供に関しては、契約者の希望に 

 基づき、事業者がこれを提供する場合にはこれに要した費用（実費）を 

契約者に負担していただきます。 

※ おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要は    ありま

せん。 
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⑤ 通常の送迎実施地域外に居住する契約者に対する送迎サービス 

   当事業の通常の送迎実施地域外に居住するご契約者に短期入所生活介護に係る

送迎を行った場合には、通常の送迎の実施地域内における送迎に 係る費用を超え

る部分については、その要した費用をご契約者に負担していただきます。 

※ サービス提供の可否は契約者の個別の状況により、異なりますので  ご相談

ください。 

 

※ 経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合②～⑥について相当な

額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由につい

て、変更を行い 2 ヶ月前までにご説明します。 

  

 

（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金は、1 ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月の 25 日

までに下記のいずれかの方法でお支払いください。 

 

ア．窓口での現金支払 

 

イ．下記指定口座への振り込み 

 

  中国銀行  日本原支店 普通預金 1073034 

        特別養護老人ホーム第 3 日本原荘 理事長 福原 文徳 

   

 

ウ．上記指定口座への口座振替 

  ご利用できる金融機関：中国銀行、郵便局 

   

（4）利用の取り止め、中止 

利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、短期入所生活介護    サービ

スの利用を取り止めとする事が出来ます。この場合にはサービス利用開始予定日の

前日までに 事業者に申し出てください。利用開始予定日の 前日までに申し出が無

く、当日になって利用取り止めの申し出をされた場合、取消料として下記の料金を

お支払いいただく場合があります。 

但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りでは  ありま

せん。 

利用開始予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用開始予定日の前日までに申し出がなかった場合 
利用開始予定日の利用料金の 10％ 

（要介護状態区分別自己負担相当額） 

※ ご契約者がサービスを利用期間中でも、利用を中止する事が出来ます。 その場

合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 
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6．サービス提供における事業者の義務 

事業者は、ご契約者に対してサービスを提供するに際し、次のことを守ります。 

 

① ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

② ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するとともに、

ご契約者又は代理人の請求に応じて開示又は複写物を交付します。 

③ ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合、

その他必要な場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関へ

の連絡を行なう等必要な処置を講じます。 

④ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するに    あたっ

て知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏

洩しません。（守秘義務）ただし、ご契約者に緊急な   医療上の必要性があ

る場合には、医療機関等にご契約者の心身等の  情報を提供します。 

⑤身体拘束廃止について  

（ア）生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘

束その他入所者の行動の制限を行いません。  

・施設は、前述の身体拘束等を行う場合は、次の手続きにより行います。   

（ア）身体拘束廃止委員会を設置します。  

（イ）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様

及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得なかっ

た理由を記録します。  

（ウ）当該入所者又はご家族に説明しその他の方法がなかったか改善方法

を検討します。  

 

⑦  虐待防止に関する事項について   

（ア）施設は、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じ

ます。  

（イ）虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。  

（ウ）入所者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。  

（エ）虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。  

（オ）必要性に応じて青年後見人制度の利用支援を行います。  

（カ）その他必要な措置を講じます。  

（キ）施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者による虐待を受

けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村

に通報するものとします。  

 

7．苦情、相談の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

  苦情受付窓口（担当者） 

               生活相談員  岩野 圭祐 

     受付日時   毎週月曜日～土曜日 8：30 ～ 17：30            
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また、苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

津山市役所高齢介護課 

 

所在地 津山市山北 520 

電話番号 0868－32－2070 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

岡山県国民健康保険団体

連合会 

所在地 岡山市桑田町 11 番 6 号 

電話番号 086－223－8876 

受付時間 9：00 ～ 17：00 

 

8．事故発生時の対応について 

（１）事業者はご契約者に対して行った指定短期入所生活介護の提供により、事故が発

生した場合は速やかに市町村、ご契約者の家族、主治医等に連絡を行う等の措置

を講じます。 

（２）事業者は前項の事故が事業者の責任において発生した場合には損害賠償を速やか

に行うものとします。但し、当該事故が、施設及び従業者の責に帰すべからざる

事由によるものである場合はこの限りではありません。 

 

9．損害賠償について 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、  事業者

は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契

約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、   事業者の損害賠

償額を減じる場合があります。 

 

10．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

 契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までです

が、契約期間満了の 7 前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は

同条件で更新され、以降も同様となります。 

 契約期間中は以下のような事由がないかぎり、継続してサービスを利用する事ができ

ますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了し

ます。 

 

（1）ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

  契約の有効期間中であっても、ご契約者から利用契約を解約することが出来ます。そ

の場合には、契約終了を希望する日の 7 日までに解約届出書をご提出ください。 
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ただし、以下の場合には、即時に契約を解除することができます。 

 

(2)事業者からの契約解除の申し出 

 以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

これを告げず、又不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を

生じさせた場合。 

② ご契約者による、サービス利用料金の支払いが 6 ヶ月以上遅延し、相当期間を定め

た催告にもかかわらずこれが支払われない場合。 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若しくは他の利

用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又著しい不信行為を行なうことによ

って、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合。 

 

 

11．個人情報の取り扱いについて 

    介護保険法その他の関連法令に基づき、居宅介護サービス（指定短期   入所生

活介護）提供等の業務及び介護報酬請求等の事務処理の目的で、   ご契約者やそ

の家族に関する個人情報を取得します。 

   また、「個人情報の保護に関する法律」その他の諸法令で認められた範囲内でご契

約者やご家族に関する個人情報を第三者に提供することがあります。個人情報の利

用目的については、別紙にてご確認ください。 

 

 

平成  年  月  日 

 

指定短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項並びに

個人情報の取り扱いについて説明を行いました。 

 

特別養護老人ホーム第３日本原荘 

説明者職名 生活相談員 

 

① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

② ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合 

③ 事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生活介護

サービスを実施しない場合。 

④ 事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑤ 事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により、ご契約者の身体・財物・信

用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認め

られる場合 

⑥ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、若しくは傷つける恐

れがある場合において、事業者が適切な対応を執らない場合 
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氏   名                     ㊞ 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護福祉施設サービ

スの提供開始並びに個人情報の取り扱いについて同意しました。 

利用者住所     

 

氏   名                     ㊞ 

 

 代 筆 者                     ㊞ 

                   （続 柄          ） 

 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

1．サービス利用に関する留意事項 

  当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性

を確保するため、下記の事項をお守りください。 

 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

○故意に、又は僅かな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊した

り、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により現状に復していただくか、

又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生の管理上の必要があると認められる

場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとし

ます。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営

利活動を行うことはできません。 

 

２．緊急時の対応について 

 管理者、医師、家族に連絡し、指示を受け、必要時は緊急車輛を要請する等対応を

図ります。下記の医療機関と協力病院としての契約を締結しております。 

 

協力医療機関 

医療機関名称 社会医療法人 清風会 日本原病院          

所在地 津山市日本原 352           

診療科 内科  
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個人情報の利用目的 
  

  

  特別養護老人ホーム第３日本原荘では、利用者の尊厳をまもり安全に配慮する施設理念   

  

の下、お預かりしています個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。   

  

〔 利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的〕   

  〔施設内部での利用目的〕   

①   当施設が利用者等に提供する介護サービス   

②   介護保険事務   

③   介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち   

  

・   入退所等の管理   

・   会計・経理   

・   事故等の報告   

・   当該利用者の介護・医療サービスの向上   

  

〔他の事業者 等への情報提供を伴う利用目的〕   

①   施設が利用者等 に提供する介護サービスのうち   

・   利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅   

介護支援事業所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答   

・   利用者の診療等 に当たり、医師等の意見 ・助言 を求める場合   

・   家族等への心身の状況説明   

  

②   介護保険事務のうち   

・   保険事務の委託   

・   審査支払機関への請求書の提出   

・   審査支払機関又は保険者からの照会への回答   

④   損害賠償保険などに係る保険会社等への 相談又は届出等   

〔上記以外の利用目的〕   

   〔当施設内部での利用に係る利用目的〕   

①   施設管理運営業務のうち   

・   医療・介護サービスや業務の 維持・改善のための基礎資料   

・   当施設において行われる学生の実習への協力   

・   当 施設において行われる事例研究   

  

〔他の事業者への情報への情報提供に係る利用目的〕   

①   施設の管理業務のうち   

・   外部監査機関への情報提供   

  

  

  

社会福祉法人日本原荘   

  

理事長   
福 
  
原 
  
文 
  
徳 
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「介護予防短期入所生活介護」重要事項説明書 

特別養護老人ホーム第3日本原荘 

 

 

 
 

 

 

 

当施設はご契約者に対して指定介護予防短期入所生活介護サービスを提供 します。

施設の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説

明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護等認定の結果「要支援」と  

認定された方が対象となります。要支援認定をまだ受けていない方でも   

サービスの利用は可能です。 

 

 

〔目 次〕 

１．事業者 

２．事業所の概要 

３．職員の配置状況 

４．設備等の概要 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

    ６．サービス提供における事業者の義務 

    ７．苦情、相談の受付について 

８．事故発生時の対応について 

９．損害賠償について 

１０．サービス利用をやめる場合（契約の終了）について 

１１．個人情報の取り扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

介護保険事業者番号 3373600125 
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１．事業者 

（1）法人名        社会福祉法人 日本原荘 

 

（2）法人所在地     岡山県津山市新野東 1797 番地 

 

（3）電話番号       0868－36－3838 

 

（4）代表者氏名     理事長  福原 文徳 

 

（5）設立年月       昭和 41 年 10 月 8 日 

 

２．事業所の概要 

（1）事業の種類    指定介護予防短期入所生活介護 

 

（2）事業所の目的    利用者の在宅生活の継続を念頭に置き、適切な介護予防 

短期入所生活介護サービスを提供する。 

 

（3）事業所の名称    特別養護老人ホーム 第 3 日本原荘 

 

（4）事業所の所在地  岡山県津山市新野東 1797－3 

 

（5）電話番号       0868－36－3838 

 

（6） 事業所長（管理者）  氏名  畑 充俊 

 

（7） 運営方針  

第１条 利用者一人一人の意思及び人格を尊重し、利用前の居宅における生活と 利用中

の生活の連続性に配慮しながら、滞在するユニットにおける社会的 関係の構築、

利用者の有する能力に応じて自立及び自律した日常生活の営みを支援すること

により、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又

は向上を図る。 

 

（8）開設年月(指定・許可年月日)    平成 12 年 4 月 1 日 

 

 

（９）営業日及び営業時間 

 

（10）利

用 定 員   

空床利用型（特別養護老人ホーム第 3 日本原荘の入居者の入院、

営 業 日 年中無休 

利用相談受付時間 8：30 分 ～ 17 時 30 分 
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外泊等により活用されていない居室がある場合） 

３.設備等の概要 

  施設は 5 つのユニット（10 名単位の生活空間）にて構成されます。 

  以下の居室・設備をご用意しています。 

居室・設備の種類 室数 備考 

ユニット型個室 50  洗面設備及びトイレ付 

共同生活室 5  各ユニットに 1（食堂を兼ねる） 

浴室 6  個浴：各ユニットに 1 特浴：2 階に 1 

 医務室 1  

 

４．職員の配置状況 

当事業所では、ご契約者に対して指定短期入所生活介護サービスを提供する 職員と

して、以下の職種を配置しています。 

 

<主な職員の配置状況>  

※ 職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

※ 常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当施設における常

勤職員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。（例）

週 8 時間勤務の介護職員が 5 名いる場合、常勤換算では、1 名（8

時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

職種 配置職員 指定基準 

1．施設長（管理者） 1 名（常勤） 1 名 

2．介護職員 15 名以上（常勤換算 常時 1 名以上

の常勤者が勤務） 

15 名 

3．生活相談員 1 名（常勤） 1 名 

4．看護職員 2 以上（常勤換算 1 名以上常勤） 2 名 

5．機能訓練指導員 1 名（兼務） 1 名 

6．医師 1 名以上 （非常勤） 必要数 

8．栄養士 1 名以上 1 名 

 

<主な職種の勤務体制> 

  

職種 勤 務 体 制 

医師  

内 科 

  精神科 

歯 科 

     午後から 1 時間～1 時間 30 分 

毎週月曜日（祝日を除く）  

2 日／月      

2 日／月 
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介護職員 標準的な配置人員（1 ユニット） 

7：00  ～  8：30  1.5 名 

8：30  ～ 17：30  2.5 名  

 17：30 ～ 21：00  1.5 名 

 21：00 ～  7：00  0.5 名 

  ※ 深夜帯は、夜勤者 1 名が 2 ユニットの

介護に当たります。 

看護職員 標準的な配置人員 

8：30 ～ 17：30  2 名 

その他の職種   8：30 ～ 17：30  1 名 

 

5．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 

（１）当事業所が提供する基準サービス 

以下のサービスについては、居室の提供に要する費用（居住費）、食事の提供に要

する費用（食費）を除き、介護保険給付対象である為、通常その  費用の 7 ～ 9

割が介護保険より給付されます。 

 

<サービスの概要>   

④ 居室の提供（基準サービスではあるものの、介護保険の給付対象では  ないた

め、原則全額を負担いただきます。表 1を参照） 

⑤ 食事の提供（基準サービスではあるものの、介護保険の給付対象では  ないた

め、原則全額を負担いただきます。表 1を参照） 

 

・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の 

身体の状況及び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食事をとっていただくことを原則と 

しています。 

 

 （食事時間の目安） 

   朝食  7：30 ～   昼食： 11：30 ～   

   夕食  17：30 ～ 

 

⑥ 入浴 

・滞在期間に応じて入浴又は清拭を行います。滞在期間が 1 週間の場合は週 2 回の

実施を原則とします。 

 

④ 排泄 

・在宅生活継続の視点から、ご契約者の身体能力並びに自宅での生活状況に配慮し

た援助を行います。 
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⑤ 機能訓練 

・日常生活動作の維持又は向上について滞在中の生活の中で支援します。 

 

⑥ 健康管理 

・医師や看護職員が健康管理を行います。 

 

  ⑦ 生活相談 

・生活相談員などが日常生活に関する相談に応じます。 

 

 

＜サービス利用料金（基本サービス費・食費・居住費）について＞ 

下記の料金表によって、ご契約者の基本サービス費（要支援状態区分に応じたサービ

ス利用料金）及び各種加算から介護保険給付額を除いた金額（自己負担額）と居住費

（居室の提供に要す費用）並びに食費（食事の提供に要す費用）をお支払いいただき

ます。 

 

※ 「表 1」の基本サービス費は、負担率 1 割（介護保険からの給付 9 割）の   場

合の介護保険給付額並びに自己負担額を示しております。自己負担率が 1 割でな

い場合は、その負担率に応じた金額となります。 

 

 

 

 

 

    基本サービス費・食費・居住費一覧（日額） 「表 1」 

ご契約者の要支援状区分 

別 サ ー ビ ス 利 用 料 金  

（基本サービス費） 

要支援 1 

 

4,510 円 

要支援 2 

 

5,610 円 

うち、介護保険から給付 

される金額 
    4,059 円    5,049 円 

サービス利用に係る  

自己負担額 
     451 円     561 円 

ユニット型個室利用に 

係る自己負担額 
        2,066 円   

食事の提供に係る 

自己負担額 
1,600 円 

 

＜諸加算について＞ 

当事業所におけるサービス提供体制及び提供するサービス内容により、以下の料金

を要介護状態区分毎に応じた基本料金に上乗せしてお支払いいただきます。当該加算

料金 については、各々、算定用件を満たす場合に請求させていただきます。 

 



 78 

加算一覧表                                       「表 2」   

加算項目 
自己負担額 （日額） 

送迎加算は 1回当たり 
算定用件概要 

送迎加算（片道） 184円（実費 1840円） 
指定短期入所生活介護に係る送迎を行う 

場合 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ 

 イ 
18円（実費 180円） 

定短期入所生活介護事業所の介護職員の 

総数のうち、介護福祉士資格保有者の割合 

が 100分の 60以上である場合 

サービス提供体制強化加算 Ⅰ 

 ロ 
12円（実費 120円） 

指定短期入所生活介護事業所の介護職員の

総数のうち、介護福祉士資格保有者の割合

が 100分の 50以上である場合 

サービス提供体制強化加算 Ⅱ  6円（実費 60円） 

指定短期入所生活事業所の看護・介護職員

の総数のうち、常勤職員（当事業所の場合、

週 40時間勤務の者）の占める割合が、100分

の 75以上である場合 

サービス提供体制強化加算 Ⅲ   6円（実費 60円） 

指定短期入所生活介護を利用者に直接提供

する職員（介護・看護職員、生活相談員等）の

総数のうち、勤続年数 3 年以上の者の占める

割合が 100分の 30以上である場合 

若年性認知症利用者受入加算 120円（実費 1,200円） 

受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別

に担当者を定め、その者を中心に、当該  

利用者の特性やニーズに応じたサービス  

提供を行う場合 

 

 

※ サービス提供体制強化加算Ⅰを算定させていただきます。 

 

※ ご契約者がまだ要支援認定を受けていない場合等で、施設が提供した  サービス

に係る費用（基本サービス費及び諸加算）の介護保険給付額を  法定代理受領出

来ない場合には、サービス利用料金の全額をお支払いいただきます。この場合、ご

契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証

明書」を交付します。ご契約者は所定の手続を経ることで自己負担額を除く金額が

介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

 

※ 介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、  ご契約

者の負担額を変更します。 

 

※ 居住費と食費について、ご契約者が介護保険負担限度額認定を受けている場合には、

認定証に記載している負担限度額とします。 

 

※ 世帯全員が住民税非課税、且つ一定の要件を満たす方や生活保護を受給されている

方の場合は、施設利用時の居住費・食費の負担が軽減されます。   

                         

（２）介護保険の基準外並びに給付対象外サービス 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  
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⑤ 介護保険の支給限度額を超える介護予防短期入所生活介護サービス 

ご契約者と事業者との合意に基づき、介護保険の区分支給限度額を 

超える短期入所生活介護サービスを利用していただくことも出来ます 

が、保険給付対象外サービスである為、利用料金は要介護状態区分別 

基本サービス費と諸加算の実費をご負担いただくこととなります。 

   

⑥ 理容サービス  

理容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）をご利用いただけます。 

        利用料金：1 回あたり 2,500 円 

   ※ 理容師の出張サービスは月に 1 日です。利用期間中に出張日が   含まれ

る場合にご利用いただけます。 

 

⑦ レクレーション、クラブ活動      

ご契約者の希望によりレクレーションやクラブ活動に参加していた だくこと

ができます。材料代等の実費をいただく場合があります。 

⑧ 複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、 複写

物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。 

1 枚につき   10 円 

 

 

⑤日常生活上必要となる物品（費用は利用者負担が適当であるもの）の提供等日常生活

でも通常必要となる物品の提供に関しては、契約者の希望に 

 基づき、事業者がこれを提供する場合にはこれに要した費用（実費）を 

契約者に負担していただきます。 

※ おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要は    ありま

せん。 

 

⑥ 通常の送迎実施地域外に居住する契約者に対する送迎サービス 

   当事業の通常の送迎実施地域外に居住するご契約者に短期入所生活介護に係る

送迎を行った場合には、通常の送迎の実施地域内における送迎に 係る費用を超え

る部分については、その要した費用をご契約者に負担していただきます。 

※ サービス提供の可否は契約者の個別の状況により、異なりますので  ご相談

くさだい。 

 

※ 経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合②～⑥について相当な

額に変更することがあります。その場合、事前に変更の内容と変更する事由につい

て、変更を行い 2 ヶ月前までにご説明します。 
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（３）利用料金のお支払い方法 

前記（１）、（２）の料金は、1 ヶ月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月の 25 日

までに下記のいずれかの方法でお支払いください。 

 

ア．窓口での現金支払 

 

イ．下記指定口座への振り込み 

 

  中国銀行  日本原支店 普通預金 1073034 

        特別養護老人ホーム第 3 日本原荘 荘長 福原 文徳 

   

 

ウ．上記指定口座への口座振替 

  ご利用できる金融機関：中国銀行、郵便局 

   

 

（4）利用の取り止め、中止 

利用予定期間の前に、ご契約者の都合により、介護予防短期入所生活介護    

サービスの利用を取り止めとする事が出来ます。この場合にはサービス利用開始予

定日の前日までに 事業者に申し出てください。利用開始予定日の 前日までに申し

出が無く、当日になって利用取り止めの申し出をされた場合、取消料として下記の

料金をお支払いいただく場合があります。 

但し、ご契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りでは  ありま

せん。 

利用開始予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用開始予定日の前日までに申し出がなかった場合 
利用開始予定日の利用料金の 10％ 

（要支援状態区分別自己負担相当額） 

 

※ ご契約者がサービスを利用期間中でも、利用を中止する事が出来ます。 その場

合、既に実施されたサービスに係る利用料金はお支払いいただきます。 
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6．サービス提供における事業者の義務 

事業者は、ご契約者に対してサービスを提供するに際し、次のことを守ります。 

 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5 年間保管するとともに、

ご契約者又は代理人の請求に応じて開示又は複写物を交付します。 

③ご契約者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、

ご契約者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場

合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があ

ります。 

④ ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合、

その他必要な場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関へ

の連絡を行なう等必要な処置を講じます。 

⑤ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するに    あたっ

て知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏

洩しません。（守秘義務）ただし、ご契約者に緊急な   医療上の必要性があ

る場合には、医療機関等にご契約者の心身等の  情報を提供します。 

 

7．苦情、相談の受付について 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

  苦情受付窓口（担当者） 

               生活相談員  小村 祐樹 

     受付日時   毎週月曜日～土曜日 

            8：30 ～ 17：30 

また、苦情受付ボックスを玄関に設置しています。 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

 

津山市役所高齢介護課 

 

所在地 津山市山北 520 

電話番号 0868－32－2070 

受付時間 8：30 ～ 17：00 

岡山県国民健康保険団体

連合会 

所在地 岡山市桑田町 11 番 6 号 

電話番号 086－223－8876 

受付時間 9：00 ～ 17：00 

 

 



 82 

 

8．事故発生時の対応について 

（１）事業者はご契約者に対して行った介護予防短期入所生活介護の提供により、事故

が発生した場合は速やかに市町村、ご契約者の家族、主治医等に連絡を行う等の

措置を講じます。 

（２）事業者は前項の事故が事業者の責任において発生した場合には、損害  賠償を

速やかに行うものとします。但し、当該事故が、施設及び従業者の責に帰すべか

らざる事由によるものである場合はこの限りではあり ません。 

 

 

9．損害賠償について 

  当施設において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、  事業者

は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

  ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契

約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、   事業者の損害賠

償額を減じる場合があります。 

 

 

10．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

 契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までです

が、契約期間満了の 7 前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は

同条件で更新され、以降も同様となります。 

 契約期間中は以下のような事由がないかぎり、継続してサービスを利用する事ができ

ますが、仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了し

ます。 

 

 

（1）ご契約者からの解約・契約解除の申し出 

  契約の有効期間中であっても、ご契約者から利用契約を解約することが出来ます。そ

の場合には、契約終了を希望する日の 7 日までに解約届出書をご提出ください。 

⑦ 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合 

⑧ ご契約者の「介護予防サービス計画」が変更された場合 

⑨ 事業者若しくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める短期入所生活介護

サービスを実施しない場合。 

⑩ 事業者若しくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑪ 事業者若しくはサービス従事者が故意又は過失により、ご契約者の身体・財物・信

用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続し難い重大な事情が認め

られる場合 

⑫ 他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合、若しくは傷つける恐

れがある場合において、事業者が適切な対応を執らない場合 
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ただし、以下の場合には、即時に契約を解除することができます。 

 

(2)事業者からの契約解除の申し出 

 以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

 

③ ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意に

これを告げず、又不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を

生じさせた場合。 

④ ご契約者による、サービス利用料金の支払いが 6 ヶ月以上遅延し、相当期間を定め

た催告にもかかわらずこれが支払われない場合。 

③ ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者若しくは他の利

用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又著しい不信行為を  行なうこと

によって、本契約を継続し難い重大な事情を生じさせた場合。 

 

 

11．個人情報の取り扱いについて 

    介護保険法その他の関連法令に基づき、居宅介護サービス（指定介護  予防短

期入所生活介護）提供等の業務及び介護報酬請求等の事務処理の 目的で、ご契約

者やその家族に関する個人情報を取得します。 

   また、「個人情報の保護に関する法律」その他の諸法令で認められた範囲内でご契

約者やご家族に関する個人情報を第三者に提供することがあり ます。個人情報の

利用目的については、別紙にてご確認ください。 

 

１２．身体拘束廃止について  

（１）生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘

束その他入所者の行動の制限を行いません。  

・施設は、前述の身体拘束等を行う場合は、次の手続きにより行います。   

（１）身体拘束廃止委員会を設置します。  

（２）「身体拘束に関する説明書・経過観察記録」に身体拘束にかかる態様

及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得なかった理由

を記録します。  

（３）当該入所者又はご家族に説明しその他の方法がなかったか改善方法

を検討します。  

 

１３．虐待防止に関する事項について   

（１）施設は、入所者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じ

ます。  

（２）虐待を防止するための職員に対する研修を実施します。  

（３）入所者及びその家族からの苦情対応体制の整備をします。  

（４）虐待防止に関する責任者の選定及び措置を講じます。  

（５）必要性に応じて青年後見人制度の利用支援を行います。  

（６）その他必要な措置を講じます。  

（７）施設は、サービス提供中に当該施設職員又は養護者による虐待を受

けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報

するものとします。  
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平成  年  月  日 

 

介護予防指定短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事

項並びに個人情報の取り扱いについて説明を行いました。 

 

 特別養護老人ホーム第３日本原荘 

説明者職名 生活相談員 

 

氏   名                     ㊞ 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、介護予防短期入所生活介

護サービスの提供開始並びに個人情報の取り扱いについて同意しました。 

利用者住所     

 

氏   名                     ㊞ 

 

 代 筆 者                     ㊞ 

                   （続 柄、          ） 

＜重要事項説明書付属文書＞ 

1．サービス利用に関する留意事項 

  当事業所のご利用にあたって、サービスを利用されている利用者の快適性、安全性

を確保するため、下記の事項をお守りください。 

 

○居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って利用してください。 

○故意に、又は僅かな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊した

り、汚したりした場合には、ご契約者に自己負担により現状に復していただくか、

又は相当の代価をお支払いいただく場合があります。 

○ご契約者に対するサービスの実施及び安全衛生の管理上の必要があると認められる

場合には、ご契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることができるものとし

ます。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営

利活動を行うことはできません。 

 

２．緊急時の対応について 

 管理者、医師、家族に連絡し、指示を受け、必要時は緊急車輛を要請する等対応を

図ります。下記の医療機関と協力病院としての契約を締結しております。 

 

協力医療機関 

医療機関名称 社会医療法人 清風会 日本原病院          

所在地 津山市日本原 352           
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診療科 内科  
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個人情報の利用目的 
  

  

  特別養護老人ホーム第３日本原荘では、利用者の尊厳をまもり安全に配慮する施設理念   

  

の下、お預かりしています個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。   

  

〔 利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的〕   

  〔施設内部での利用目的〕   

①   当施設が利用者等に提供する介護サービス   

②   介護保険事務   

③   介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち   

  

・   入退所等の管理   

・   会計・経理   

・   事故等の報告   

・   当該利用者の介護・医療サービスの向上   

  

〔他の事業者 等への情報提供を伴う利用目的〕   

①   施設が利用者等 に提供する介護サービスのうち   

・   利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅   

介護支援事業所との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答   

・   利用者の診療等 に当たり、医師等の意見 ・助言 を求める場合   

・   家族等への心身の状況説明   

  

②   介護保険事務のうち   

・   保険事務の委託   

・   審査支払機関への請求書の提出   

・   審査支払機関又は保険者からの照会への回答   

④   損害賠償保険などに係る保険会社等への 相談又は届出等   

〔上記以外の利用目的〕   

   〔当施設内部での利用に係る利用目的〕   

①   施設管理運営業務のうち   

・   医療・介護サービスや業務の 維持・改善のための基礎資料   

・   当施設において行われる学生の実習への協力   

・   当 施設において行われる事例研究   

  

〔他の事業者への情報への情報提供に係る利用目的〕   

①   施設の管理業務のうち   

・   外部監査機関への情報提供   

  

  

  

社会福祉法人日本原荘   

  

理事長   
福 
  
原 
  
文 
  
徳 
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「指定通所介護」重要事項説明書 

デイサービスセンター日本原荘 

 
 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定通所介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサー

ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 

 

 

◇◆目次◆◇ 

１．事業者……………………………………………………………………………………88 

２．事業所の概要……………………………………………………………………………88 
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当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（岡山県指定 第１－７１４号） 
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１．事業者 

（１）法人名         社会福祉法人日本原荘 

（２）法人所在地     岡山県津山市新野東１７９７番地 

（３）電話番号       ０８６８－３６－３８３８ 

（４）代表者氏名     理事長  福原文徳 

（５）設立年月       昭和４１年１０月８日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定通所介護事業所・平成１２年４月１日指定  

                      岡山県指定第１－７１４号 

           当事業所は特別養護老人ホーム第３日本原荘に併設されています。 

（２）事業所の目的    要介護状態である高齢者に対し、適切な通所介護サービスの提供。 

（３）事業所の名称    デイサービスセンター日本原荘 

（４）事業所の所在地  岡山県津山市新野東１７９７－３ 

（５）電話番号        ０８６８－３６－３８３８ 

（６）事業所長（管理者）氏名    管理者・山田隆広 

（７）当事業所の運営方針        別添、運営規程のとおり 

（８）開設年月      昭和６３年３月２４日 

（９）利用定員           ２５人 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域   津山市（旧勝北町地区）、奈義町、勝央町 

（２）営業日及び営業時間 

営業日  月～土曜日（１月１日から１月３日を除く） 

受付時間        毎日８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間        毎日９：４５～１６：１５ 

 

４．職員の配置状況 

 当事業所では、ご契約者に対して指定通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員

を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤換算 指定基準 

２５． 事業所長（管理者）     １名 １名 

２６． 介護職員     １名以上 １名 

２７． 生活指導員     １名以上 １名 

２８． 看護職員     １名以上 １名 

２９． 機能訓練指導員（看護師兼務）     １名以上 １名 

３０． 介護支援専門員  名 

３１． 栄養士・調理員     １名以上 名 

３２．    

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職

員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の介護職員が 5 名いる場合、常勤換算では、   1 名

（8 時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 
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<主な職種の勤務体制> 

職種 勤 務 体 制 

１３． 介護職員 勤務時間  ８：３０～１７：３０ 

☆原則として職員 1 名あたり利用者７名のお世話をします。 

 

１４． 看護職員 勤務時間  ８：３０～１７：００ 

☆原則として１名の看護職員が勤務します。 

 

１５． 機能訓練指

導員 

看護職員が兼務 

 ☆日によっては上記と異なります。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4 条参照）＊ 

 以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割から７割）が介護保険から給付されます。  

<サービスの概要>   

 ①入浴 

・ 入浴又は清拭を行います。寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。  

 ②排泄 

・ ご契約者の排せつの介助を行います。  

 ③機能訓練 

・ 機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の

回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 ④送迎 

 ・時間を調整の上、ご自宅から当事業所までを送迎します。 

<サービス利用料金（１回あたり）>（契約書第 6 条参照） 

 下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除

いた金額（原則として負担割合証に応じた額）をお支払い下さい。（上記サービスの利用料金は、ご

契約者の要介護度に応じて異なります。） 

・３時間以上４時間未満の場合（１割負担を表示） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護 

１ 

3700 円 

要介護 

２ 

4230 円 

要介護 

３ 

4790 円 

要介護 

４ 

5330 円 

要介護 

５ 

5880 円 
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２．うち、介護保険から給

付される金額 

 

3330 円 

 

3807 円 

 

4311 円 

 

4790 円 

 

5292 円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 

 

370 円 

 

423 円 

 

479 円 

 

533 円 

 

588 円 

・４時間以上５時間未満の場合（１割負担を表示） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護 

１ 

 3880 円 

要介護 

２ 

 4440 円 

要介護 

３ 

 5020 円 

要介護 

４ 

 5600 円 

要介護 

５  

6170 円 

２．うち、介護保険から給

付される金額            

 

3492 円 

 

 

 

3996 円 

 

4518 円 

 

5040 円 

 

5553 円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 

 

388 円 

 

 

 

444 円 

 

502 円 

 

560 円 

 

617 円 

・５時間以上６時間未満の場合（１割負担を表示） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護 

１ 

5700 円 

要介護 

２ 

6730 円 

要介護 

３ 

7770 円 

要介護 

４ 

8800 円 

要介護 

５ 

9840 円 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

 

5130 円 

 

6057 円 

 

6993 円 

 

7920 円 

 

8856 円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 

 

570 円 

 

673 円 

 

777 円 

 

880 円 

 

984 円 

・６時間以上７時間未満の場合（１割負担を表示） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護 

１ 

5840 円 

要介護 

２ 

6890 円 

要介護 

３ 

7960 円 

要介護 

４ 

9010 円 

要介護 

５ 

10080 円 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

 

5256 円 

 

6201 円 

 

7164 円 

 

8109 円 

 

9072 円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 

 

584 円 

 

689 円 

 

796 円 

 

901 円 

 

1008 円 

・７時間以上８時間未満の場合（１割負担を表示） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護 

１ 

6580 円 

要介護 

２ 

7770 円 

要介護 

３ 

9000 円 

要介護 

４ 

10230 円 

要介護 

５ 

11480 円 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

 

5922 円 

 

6993 円 

 

8100 円 

 

9207 円 

 

10332 円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 

 

658 円 

 

777 円 

 

900 円 

 

1023 円 

 

1148 円 

・８時間以上９時間未満の場合（１割負担を表示） 

１．ご契約者の要介護度と

サービス利用料金   

要介護 

１ 

6690 円 

要介護 

２ 

7910 円 

要介護 

３ 

9150 円 

要介護 

４ 

10410 円 

要介護 

５ 

11680 円 
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２．うち、介護保険から給

付される金額 

 

6021 円 

 

7119 円 

 

8235 円 

 

9369 円 

 

10512 円 

３．サービス利用に係る自

己負担額（１－２） 

 

669 円 

 

791 円 

 

915 円 

 

1041 円 

 

1168 円 

 

その他のサービス（１割負担を表示） 

通所介護入浴介助加算        ４０円 

通所介護個別機能訓練加算Ⅰイ（日額）５６円 

通所介護個別機能訓練加算Ⅰロ（日額）７６円（Ⅰイ・Ⅰロを同日に算定はしません） 

サービス提供体制加算Ⅰ（日額）   ２２円 

介護職員処遇改善加算    所定単位数の９．２％    

科学的介護推進体制加算Ⅰ      ４０円 

 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払

いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払

い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなり

ます。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した

「サービス提供証明書」を交付します。 

☆ご契約者に提供する食事に係る費用は別途いただきます。（下記（２）①参照） 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更

します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5 条、第 6 条参照）＊ 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

  ①食費 

 ご契約者に提供する食事にかかる費用です。 

 料金：1 回あたり６６０円  

    なお、おやつ代は、必要な方のみ１回あたり５０円 

  ②通常の事業実施区域外への送迎 

通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合は、当

事業所の実施地域外からお住まいとの間の送迎費用として、下記料金をいただきます。 

・送迎距離片道１０ｋｍ以上１回につき  １００円 

 ③時間延長サービス 

  利用者の希望により、通常の事業実施時間を超えてサービスを利用される場合は、時 

 間延長サービスとして下記料金をいただきます。 

・延長１時間につき ５００円 
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 ④ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝ、ｸﾗﾌﾞ活動  

ご契約者の希望によりﾚｸﾘｴｰｼｮﾝやｸﾗﾌﾞ活動に参加していただくことができます。 

 利用料金：材料代等の実費をいただきます。 

 ⑤複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合

には実費をご負担いただきます。 

1 枚につき   １０円 

 ⑥日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくことが適

当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

 おむつ代： 種類に応じ ７０円～１００円 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までにご説明します。 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 6 条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２５ 

日までに以下のいずれかの方法でお支払いください。 

      ・窓口での現金支払 

      ・口座への振込      中国銀行日本原支店  普通預金  １１１４７６８ 

                         デイサービスセンター日本原荘  理事長  福原文徳 

   ・指定口座より引き落とし（中国銀行に限る） 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 7 条参照） 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは

新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに

事業者に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料

として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由が

ある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する期間に

サービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

６．苦情の受付について（契約書第 20 条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］   管理者   山田隆広 

    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日 
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            ８：３０～１７：３０ 

また、苦情受付ボックス（ご意見箱）を玄関に設置しています。 

 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

津山市役所 

高齢介護課 
（要介護認定について） 

所在地    岡山県津山市山北５２０番地 

電話番号  ０８６８－３２－２０７０ 

受付時間  ８：３０～１７：００ 

津山市役所地域振興部 

勝北支所 福祉健康課 

（要介護認定について） 

所在地    岡山県津山市新野東５６７ 

電話番号  ０８６８－３２－７０２３ 

受付時間  ８：３０～１７：００ 

岡山県国民健康保険団体 

連合会 

（サービス提供について） 

所在地  岡山県岡山市桑田町１１番６号 

電話番号 ０８６－２２３－８８７６ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

７．事故発生時の対応 

（１）当施設で、利用者に対する指定通所介護サービスの提供により事故が発生した場合 

  は、速やかに市町村、利用者の家族及び居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、 

  必要な対応を取らせていただきます。 

（２）事故の状況及び事故に際して採った処置については記録しておきます。 

 

８．第三者評価の実施状況 

  提供するサービスの第三者評価の実施はありませんでした。 

 

 

令和      年     月      日 

 

指定通所介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

デイサービスセンター日本原荘 

説明者職名 

氏      名                                       印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提供開始に同

意しました。 

利用者住所 

 

氏      名                                       印 

 

※ この重要事項説明書は、厚生省令第 37 号（平成 11 年 3 月 31 日）第 8 条の規定に基づき、利

用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．事業所の概要 

（1）建物の構造    鉄骨鉄筋コンクリート造 地上２階 

（2）建物の延べ床面積   ２，３２３．３１㎡ 

（3）事業所の周辺環境 

     当法人敷地内で周囲は宅地であり騒音はない。 

２．職員の配置状況 

<配置職員の職種> 

  介護職員…ご契約者の日常生活上の介護並びに健康保持のための相談・助言等を行い 

       ます。 

         ７名の利用者に対して 1 名の介護職員を配置しています。 

  生活相談員…ご契約者の日常生活上の相談に応じ、適宜生活支援を行います。 

         １名の生活指導員を配置しています。 

  看護職員… 主にご契約者の健康管理や療養上の世話を行いますが、日常生活上の介 護、介

助等も行います。 

          １名の看護職員を配置しています。 

  機能訓練指導員…ご契約者の機能訓練を担当します。 

                     １名の機能訓練指導員（看護職員が兼務）を配置しています。 

 

３．契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画

（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護計画」に定

めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契約書第 3 条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス提供

の流れは次の通りです。 

②その担当者は通所介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対

して説明し、同意を得たうえで決定します。 

 

③通所介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合、も

しくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうか

を確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、

通所介護計画を変更いたします。 

④通所介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、そ

の内容を確認していただきます。 

①当事業所の介護支援専門員（ケアマネジャー）に通所介護計画の原

案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。  



 95 

①要介護認定を受けている場合 

 

②要介護認定を受けていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．サービス提供における事業者の義務（契約書第 9 条、第 10 条参照） 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します。 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連

携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。 

③ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。  

④ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者に病状の急変が生じた場合

その他必要な場合には、速やかに主治医への連絡を行う等必要な処置を講じ

ます。  

⑤事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。また、事業所を退職後も同様です。（守秘義務） 

 ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

契約者の心身等の情報を提供します。  

  また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書に

て、ご契約者の同意を得ます。 

 

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただ
きます。（償還払い）

○作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、ご契
約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負
担額）をお支払いいただきます。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成

○ 要介護認定の申請に必要な支援を行います。 

○ 通所介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービス提供します。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。（償還払い） 

 

 

要介護と認定された場合 

 

自立又は要支援と認定された場合 

 
○ 居宅サービス計画（ケアプラン）を作成していただきます。

必要に応じて、居宅介護支援事業者の紹介等必要な支

援を行います。 

○ 契約は終了します。 

○ 既に実施されたサービスの利用料金

は全額自己負担となります。 

 

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成 

○ 作成された居宅サービス計画に沿って、通所介護計画を変更し、それに基づき、ご契約者に

サービスを提供します。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負担額）を

お支払いいただきます。 
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５．サービスの利用に関する留意事項 

（１）施設・設備の使用上の注意（契約書第 11 条参照） 

○施設、設備、敷地をその本来の用途に従って利用して下さい。 

○故意に、又はわずかな注意を払えば避けられたにもかかわらず、施設、設備を壊したり、汚した

りした場合には、ご契約者に自己負担により原状に復していただくか、又は相当の代価をお支払

いいただく場合があります。 

○当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動を行う

ことはできません。 

（２）喫煙 

 事業所内の喫煙スペース以外での喫煙はできません。  

 

６．損害賠償について（契約書第 12 条、第 13 条参照） 

当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその

損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします 

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれ

た心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

７．個人情報の取扱について 

 個人情報については、利用目的を別紙のとおり定め、施設内に掲示しています。また、利用目的以

外に使用する場合は、その都度ご本人の同意を得ることとします。 

 

８．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期

間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新

され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。（契約書第 15

条参照） 

①ご契約者が死亡した場合  

②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合  

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合 

⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合  

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下

さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。）  

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 16 条、第 17 条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その 場合に

は、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 
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ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

②ご契約者が入院された場合  

③ご契約者の「居宅サービス計画（ケアプラン）」が変更された場合  

④事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サ

ービスを実施しない場合  

⑤事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合  

⑦他の利用者がご契約者の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけ

る恐れがある場合において、事業者が適切な対応をとらない場合  

 

（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 18 条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  

   

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第 15 条参照） 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必

要な援助を行うよう努めます。 

                       令和 ７年 １月 １日改正 
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日常生活支援総合事業 

第１号通所事業（通所型サービス）契約書別紙（兼重要事項説明書） 

デイサービスセンター日本原荘 

  

契約者に対するサービスの提供開始にあたり、当事業者が契約者に説明すべき重要事項

は、次のとおりです。 

 

１ 事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人日本原荘 

主たる事業所の所在地 〒708-1205  岡山県津山市新野東１７９７番地 

代表者（職名・氏名） 理事長 福原 文徳 

設 立 年 月 日  昭和 41 年 10 月 8 日 

電 話 番 号  0868‐36－3838 

 

２ ご利用事業所の概要 

ご利用事業所の名称 デイサービスセンター日本原荘 

サ ー ビ ス の 種 類  第 1 号通所事業（通所型サービス） 

当事業所は、デイサービスセンター日本原荘に併設されて

います。 

事 業 所 の 所 在 地  〒708-1205  岡山県津山市新野東１７９７－３番地 

電 話 番 号  0868-36-3838 

指定年月日・事業所番号 指定介護予防通所介護事業

所 

平成 18 年 4 月 1 日指定   

岡山県指定第１－７１４号 

実施単位・利用定員 １単位 定員 10 人 

通常の事業の実施地域 津山市（旧勝北町） 

 

３ 事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

 要支援状態にある利用者が、その有する能力に応じ、可能な限り居宅

において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質の確保及

び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、

第 1 号通所事業（通所型サービス）を提供することを目的とします。 

運営の方針 
 事業者は、利用者の心身の状況や家庭環境等を踏まえ、介護保険法そ

の他関係法令及びこの契約の定めに基づき、関係する市町村や事業者、



 99 

地域の保健・医療・福祉サービス等と綿密な連携を図りながら、利用者

の要支援状態の軽減や悪化の防止、もしくは要介護状態となることの予

防のため、適切なサービスの提供に努めます。 

４ 提供するサービスの内容 

 第 1 号通所事業（通所型サービス）は、事業者が設置する事業所(デイサービスセンタ

ー)に通っていただき、入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健

康状態の確認やその他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことによ

り、利用者の心身機能の維持を図るサービスです。 

 

５ 営業日時 

営業日 
 月曜日から土曜日 

 ただし、年末年始（1 月 1 日から 1 月 3 日）を除きます。 

受付時間  午前８時３０分から午後５時３０分まで 

サービス提供時間  午前９時４５分から午後４時１５分まで 

 

６ 事業所の職員体制 

従業者の職種 常勤換算 指定基準 

事業所長（他事業所管理者兼務）    １ １名 

生活相談員（兼務）   １   1 名 

介護職員・看護職員（兼務）   １以上   1 名 

機能訓練指導員（兼務）    １以上    1 名 

栄養士・調理員    １    1 名 

 

７ 利用料（契約書第 5 条参照） 

 契約者がサービスを利用した場合の「基本利用料」は以下のとおりであり、契約者か

らお支払いいただく「利用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた基本利用料の

1 割から３割の額です。ただし、介護保険の支給限度額を超えてサービスを利用する場

合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

 (１) 第 1 号通所事業（通所型サービス）の利用料 

【基本部分】（１割・２割負担分を表示）       
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利用者の 

要介護度 
基本利用料 

利用者負担 

(1 割) 

利用者負担 

(2 割) 

事業対象者 
要支援１ 

１７，９８０円（１月につき） １，７９８円 ３，５９６円 

事業対象者 
要支援２ 

３６，２１０円（１月につき） ３，６２１円 ７，２４２円 

事業対象者 
（緩和型） 

３，０００円（１回につき） 
（１月の中で全部で５回までのサービス） 

３００円 ６００円 

 前記の基本利用料は、厚生労働大臣が告示で、また津山市が定める金額であり、これ

が改定された場合は、これら基本利用料も自動的に改定されます。なお、その場合は、

事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 
 
 
【加算】 

 以下の要件を満たす場合、前記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

（注１） ※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

（注２） 介護職員処遇改善加算Ⅰは所定単位数の 5.9％をいただきます。 

     介護職員等特定処遇改善加算Ⅰは所定単位数の 1.2％をいただきます。 

     介護職員等ベースアップ等支援加算は所定単位数の 1.1％をいただきます。 

      

 （２） その他費用 

食 費 
食事の提供を受けた場合、１回につき550円の食費をいただきます。

（ただし、おやつ代30円は別途必要） 

通常の事業実施 

区域外への送迎 

通常の事業実施区域外の地区にお住いの方で、当事業所のサービス

を利用される場合は、当事業所の実施地域外からお住いとの間の送迎

費用として、送迎距離片道10㎞以上につき 100円いただきます。 

レクリエーション 

クラブ活動 

ご契約者の希望により、レクリエーションやクラブ活動に参加して

いただくことができます。その際の材料代等の実費をいただきます。 

複写物の交付 
ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます

が、複写物を必要とする場合は1枚につき10円をいただきます。 

加算の種類 加算の要件（概要） 

加算額 

基本利用料 
利用者負担 

(1割) 

利用者負担 

(2割) 

運動器機能向上  ２，２５０円 ２２５円 ４５０円 

サービス提供体制

強化加算Ⅰ※ 

勤続１０年以
上の介護福祉
士２５％を取
得している場
合に算定 

要支援１ ８８０円 ８８円 １７６円 

要支援２ １，７６０円 １７６円 ３５２円 

介護職員処遇改善

加算Ⅰ※ 
 （注２） 

介護職員等特定処

遇改善加算Ⅰ※ 
 （注２） 

介護職員等ベース

アップ等支援加算 
 （注２） 
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おむつ代 おむつの提供を受けた場合、１回につき実費をいただきます。 

その 他 

上記以外の日常生活において通常必要となる経費であって、利用者

負担が適当と認められるもの（利用者の希望によって提供する日常生

活上必要な身の回り品など）について、費用の実費をいただきます。 

☆ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更するこ

とがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2

か月前までにご説明します。 

（３） 支払い方法 

 上記（１）から（２）の利用料（利用者負担分の金額）は、1 か月ごとにまとめて

請求しますので、翌月 25 日までに次のいずれかの方法によりお支払いください。  

支払い方法  

窓口での現金払い  

指定口座引き落し 中国銀行に限る 

口座への振込 
中国銀行 日本原支店 普通預金 １１１４７６８ 

デイサービスセンター日本原荘 理事長 福原文徳 

 

８ 利用の中止、変更、追加（契約書第 6 条参照） 

利用予定日の前に、ご契約者の都合により、通所型サービスの利用を中止又は変更、

もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実

施日の前日までに事業者に申し出てください。 

☆ 月のサービス利用日や回数については、契約者の状態の変化、介護予防サービス

計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて変更することがあ

ります。 

☆ 契約者の体調不良や状態の改善等により介護予防通所介護計画に定めた期日より

も利用が少なかった場合、又は介護予防通所介護計画に定めた期日よりも多かっ

た場合であっても、日割りでの割引又は増額はしません。 

☆ ご契約者の状態の変化等により、サービス提供量が、介護予防通所介護計画に定

めた実施回数、時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者と調整の

上、介護予防サービス計画の変更又は要支援認定の変更申請、要介護認定の申請

の援助等必要な支援を行います 

☆ 月ごとの定額制となっているため、月の途中から利用を開始したり月の途中で終

了した場合であっても、いかに該当する場合を除いては、原則として日割り計算

は行いません。 

一  月途中に要介護から要支援に変更となった場合 
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二  月途中に要支援から要介護に変更となった場合 

三  同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

☆ 月途中で要支援度が変更となった場合には、日割り計算により、それぞれの単位に

基づいて計算します。 

☆ サービス利用の変更の申し出に対して、事業所の稼働状況により契約者の希望する

期間にサービスが提供できない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議し

ます。 

 

９ 苦情相談窓口（契約書第２０条参照） 

(１) 当事業所における苦情の受け付け 

当事業所におけるサービス提供に関する苦情や相談は、下記の窓口でお受けし

ます。 

 

事業所相談窓口 

担当者 （管理者） 山田 隆広 

電話番号  ０８６８－３６－３８３８ 

受付時間 毎週月曜日～土曜日 ８：３０～１７：３０ 

また、苦情受付ボックス（ご意見箱）を玄関に設置しています。 

 

(２) 行政機関その他苦情受付機関 

サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し出ることができます。 

津山市役所 

高齢介護課 

所在地  岡山県津山市山北５２０番地 

電話番号・ＦＡＸ ０８６８－３２－２０７０ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

国民健康保険団体連合会 所在地  岡山県岡山市桑田１１番６号 

電話番号・ＦＡＸ ０８６－２２３－８８７６ 

受付時間 ９：００～１７：００ 

 

１０ 事故発生時の対応 

（１） 当施設で、利用者に対する通所系サービスの提供により事故が発生した場合は、

速やかに市町村、利用者の家族及び介護予防支援事業者に連絡を行うとともに、

必要な対応を取らせていただきます。 

（２） 自己の状況及び事故に際してとった処置については記録しておきます。 

 

１１ サービスの利用にあたっての留意事項 

 サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

 （１） サービスの利用中に気分が悪くなったときは、すぐに職員にお申し出くださ 

い。 
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 （２） 複数の利用者の方々が同時にサービスを利用するため、周りの方のご迷惑に

な 

らないようお願いします。 

 （３） 体調や容体の急変などによりサービスを利用できなくなったときは、できる

限 

り早めに担当の地域包括支援センター又は当事業所の担当者へご連絡ください。 

 

１２ 第三者評価の実施状況 

 令和２年度は提供するサービスの第三者評価の実施はしていません。 

 

令和７年１月１日改正   

 令和  年  月  日 

 

 事業者は、利用者へのサービス提供開始にあたり、上記のとおり重要事項を説明しま

した。 

   事業者  所在地      岡山県津山市新野東１７９７－３ 

        事業者（法人）名 社会福祉法人 日本原荘 

        説明者職・氏名  デイサービスセンター日本原荘 生活相談員 

                   印 

 

 私は、事業者より上記の重要事項について説明を受け、同意しました。 

 また、この文書が契約書の別紙（一部）となることについても同意します。 

   利用者  住所 

        氏名                        印 

 

   署名代行者（又は法定代理人） 

        住所 

        本人との続柄 

        氏名                        印 
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「指定訪問介護」重要事項説明書 

ホームヘルパーステイション日本原荘 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供されるサー

ビスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要支援」「要介護」と認定さ

れた方が対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用

は可能です。 

 

 

◇◆目次◆◇ 

１．事業者 104 

２．事業所の概要 104 

３．事業実施地域及び営業時間 105 

４．職員の体制 105 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 105 

６．サービスの利用に関する留意事項 109 

７．苦情の受付について 110 

 

１．事業者 

（１）法人名         社会福祉法人日本原荘 

（２）法人所在地     岡山県津山市新野東１７９７番地 

（３）電話番号       ０８６８－３６－３８３８ 

（４）代表者氏名     理事長  福原文徳 

（５）設立年月       昭和４１年１０月８日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定訪問介護事業所・平成１２年４月１日指定 

                      岡山県指定第１－７１３号 

（２）事業の目的      訪問介護 

（３）事業所の名称    ホームヘルパーステイション日本原荘 

（４）事業所の所在地  岡山県津山市新野東１７８８－１２ 

（５）電話番号        ０８６８－３６－３８３８ 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（岡山県指定 第１－７１３号） 
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（６）事業所長（管理者）氏名    乾 雅美 

（７）当事業所の運営方針    別添、運営規程のとおり 

（８）開設年月      平成３年４月１日 

（９）事業所が行っている他の業務 介護相談 

（１０）第三者評価の実施 なし 

     

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域   津山市（旧勝北町地区）、奈義町、勝央町 

（２）営業日及び営業時間      

営業日 年中無休（１２月３１日～１月３日を除く） 

受付時間 毎日  ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間帯 毎日  ８：３０～１７：３０ 

 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定訪問介護サービスを提供する職員として、以下の職種の職員

を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 常勤換

算 

指定基

準 

職務の内容 

１．事業所長（管理者） １  １名 １名 管理運営 

２．サービス提供責任者 １  １名 １名 利用申込の調整 

３．訪問介護員 ３  ２.５名 ２．５名 訪問介護の提供 

 （１）介護福祉士 ３  ２.５名   

 （２）訪問介護養成研修 1級 

（ヘルパー1級）課程修了者 

     

 （３）訪問介護養成研修２級 

（ヘルパー２級）課程修了者 

     

 （４）看護師      

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職

員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の訪問介護員が 5 名いる場合、常勤換算では、   1

名（8 時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4 条参照）＊ 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。  

<サービスの概要と利用料金> 
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○身体介護 

 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 

○生活援助 

調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の世話を行います。 

 

☆ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日及び実施回数は、居宅サービス計画（ケ

アプラン）がある場合には、それを踏まえた訪問介護計画に定められます。 

 

① 身体介護 

○ 入浴介助 

…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。 

○ 排せつ介助 

…排せつの介助、おむつ交換を行います。 

○ 食事介助 

…食事の介助を行います。 

○ 体位変換 

…体位の変換を行います。 

② 生活援助 

○ 調理 

…ご契約者の食事の用意を行います。（ご家族分の調理は行いません。） 

○ 洗濯 

…ご契約者の衣類等の洗濯を行います。（ご家族分の洗濯は行いません。） 

○ 掃除 

…ご契約者の居室の掃除を行います。（ご契約者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行い

ません。） 

○ 買い物 

…ご契約者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。（預金・貯金の引き出しや預け

入れは行いません。） 

 

  ＜サービス利用料金＞（契約書第 8 条参照） 

それぞれのサービスについて、平常の時間帯（午前 8 時から午後 6 時）での料金は料金表の通り

です（自己負担額は利用料のうち各利用者の介護負担割合証に記載された割合に応じた額です）。 

 

サービスに要する時間 20分以上 

30分未満 

身体介護 20 分

以上 30 分未満

に引き続き 

生活援助 

20分以上 

45分未満 

身体介護 20 分以

上 30 分未満に引

き続き 

生活援助 

45分以上 

70分未満 

身体介護 20 分以

上 30 分未満に引

き続き 

生活援助 

70分以上 

 

身 

体 

１．利用料金 ２６８０円 ３４００円 ４１１０円 ４８３０円 

２．サービス利 １割 ２６８円 ３４０円 ４１１円 ４８３円 
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介 

護 

 

用に係る自己負

担額 ２割 ５３６円 ６８０円 ８２２円 ９６６円 

 
      

サービスに要する時間 20分以上 

45分未満 
   

 

生

活

援

助 

３．利用料金   １９７０円    

４．サービス利

用に係る自己負

担額 

１割 １９７円    

２割 ３９４円    

小規模事業所加算 利用料金の１０％ 

（上記の金額は特定事業所加算Ⅱを算定した際の金額となっております） 
 

初回加算 

５．利用料金   ２０００円 

６．サービス利

用に係る自己負

担額 

１割 ２００円 

２割 ４００円 

生活機能向上連携加算 

７．利用料金   １０００円 

８．サービス利

用に係る自己負

担額 

１割 １００円 

２割 ２００円 

介護職員処遇改善加算 ９．利用料金   総額の２４５/１，０００ 

☆「サービスに要する時間」は、そのサービスを実施するために国で定められた標準的な所要時間

です。 

☆上記サービスの利用料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決定

されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて介護給付費体系により計

算されます。 

☆平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利

用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護

給付の対象となります。 

 ・夜間（午後６時から午後１０時まで）：２５％ 

 ・早朝（午前６時から８時まで）：２５％ 

 ・深夜（午後１０時から午前６時まで）：５０％ 

☆２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合*は、ご契約者の同意の上で、通常の

利用料金の２倍の料金をいただきます。 

 *２人の訪問介護員でサービスを行う場合（例） 

 ・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

 ・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合。 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払

いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払

い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなり

ます。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した

「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更
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します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5 条、第 8 条参照）＊ 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

 ①介護保険給付の支給限度額を超える訪問介護サービス 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご

契約者の負担となります。 

 20分以上 

30分未満 

身体介護 20 分以

上 30 分未満に引

き続き 

生活援助 

20分以上 

45分未満 

身体介護 20 分以

上 30 分未満に引

き続き 

生活援助 

45分以上 

70分未満 

身体介護 20 分以上

30 分未満に引き続き 

生活援助 

70分以上 

身体介護  ２６８０円 ３４００円 ４１１０円 ４８３０円 

生活援助 
20分以上 45分未満    

１９７０円   

（上記の金額は特定事業所加算Ⅱを算定した際の金額となっております） 

生活機能向上連携加算 １０００円 

介護職員処遇改善加算 総額の２４５/１，０００ 

☆平常の時間帯（午前８時から午後６時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割合で利

用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内であれば、介護

給付の対象となります。 

 ・夜間（午後６時から午後１０時まで）：２５％ 

 ・早朝（午前６時から８時まで）：２５％ 

 ・深夜（午後１０時から午前６時まで）：５０％ 

☆訪問介護養成研修３級課程修了者による身体介護サービスについては、表の利用料金の１０％

が割り引かれます。 

 ②その他のサービス 

○行政手続きの代行   

 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 8 条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２５日までに

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。（１か月に満たない期間のサービスに関する利用料金は、

利用日数に基づいて計算した金額とします。） 

ア．下記指定口座への振り込み（※振込み手数料は当方で負担） 

  中国銀行  日本原支店 普通預金  １２６５４７2 

                          口座名義  ホームヘルパーステイション日本原荘 

                                      荘長  福原文徳 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 

 ご利用できる金融機関：中国銀行 
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ウ．窓口での支払い 

 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 9 条参照） 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、訪問介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは

新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに

事業者に申し出てください。 

○利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた場合、取消料

として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但しご契約者の体調不良等正当な事由が

ある場合は、この限りではありません。 

利用予定日の前日までに申し出があった場合 無料 

利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 当日の利用料金の１０％ 

（自己負担相当額） 

 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の希望する期

間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供しま

す。 

（２）訪問介護員の交替（契約書第 6 条参照） 

 ①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められ

る事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出る

ことができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

 ②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じな

いよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第 7 条参照） 

①定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依

頼することはできません。 

②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問介護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者は訪問

介護サービスの実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③備品等の使用 

訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させて
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いただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

（４）サービス内容の変更（契約書第 10 条参照） 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合に

は、サービス内容の変更を行います。その場合、事業者は、変更したサービスの内容と時間に応じた

サービス利用料金を請求します。 

（５）訪問介護員の禁止行為（契約書第 14 条参照） 

訪問介護員は、ご契約者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いま

せん。 

 

①医療行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの物品等の授受 

③ご契約者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑤ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（６）虐待の防止にかかる措置 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業

員に周知徹底をはかる。 

②虐待の防止のための指針を整備する。 

③従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

④上記措置を適切に実施するための担当者を定める。 

（７）身体拘束の適正化 

①サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊 急やむを

得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体 拘束等」という。）と

行いません。  

②やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その様態及び時間、その際の利用者の心身の状 況並びに

緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとします。 

 

７．苦情の受付について（契約書第 23 条参照） 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

 ○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］    ホームヘルパーステイション日本原荘 

0868-36-3838  山田 隆広  

    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日 

            ８：３０～１７：３０ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

津山市役所地域振興部 

勝北支所 福祉健康課 
 

所在地    岡山県津山市新野東５６７ 

電話番号  ０８６８－３２－７０２３ 

受付時間  ８：３０～１７：１５ 

津山市役所社会福祉事務 所在地  岡山県津山市山北５２０番地 
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所高齢介護課介護保険 電話番号 ０８６８－３２－２０７０ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

岡山県国民健康保険団体

連合会 
 

所在地    岡山県岡山市桑田町１７番５号 

電話番号  ０８６－２２３－８８１１ 

受付時間  ９：００～１７：００ 

奈義町役場健康福祉課 

 

所在地  岡山県勝田郡奈義町豊沢３０６－１ 

電話番号 ０８６８－３６－６７００ 

受付時間 ８:３０～１７:１５ 

勝央町役場健康福祉部介

護保険班 

所在地  岡山県勝田郡勝央町勝間田 201 

電話番号 ０８６８－３８－７１０２ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

８．緊急時・事故発生時の対応 

（１）当事業所で、利用者に対する指定訪問介護サービスの提供により事故が発生した場 

  合は、速やかに市町村、利用者の家族及び居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、 

  必要な対応を取らせていただきます。 

（２）事故の状況及び事故に際して採った処置については記録しておきます。 

（３）緊急時の連絡先は別紙の緊急連絡カードに記載しています。 

 

 

 

令和      年      月      日 

 

指定訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

社会福祉法人日本原荘 

 ホームヘルパーステイション日本原荘 

説明者職名 

氏      名                                    印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービスの提供開始に同

意しました。 

利用者住所  

 

氏      名                                    印 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画

（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「訪問介護計画」に定

めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契約書第 3 条参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ご契約者に係る「居宅サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス提供

の流れは次の通りです。 

①要介護認定を受けている場合 

②訪問介護計画は、居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合、もし

くはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確

認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協議して、訪問

介護計画を変更します。 

③訪問介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付し、その

内容を確認していただきます。 

①訪問介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明

し、同意を得たうえで決定します。  

○居宅介護支援事業者の紹介等必要な支援を行います。
○訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただ
きます。（償還払い）

○作成された居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を変更し、それに基づき、ご契
約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己負
担額）をお支払いいただきます。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成
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②要介護認定を受けていない場合 

 

２．サービス提供における事業者の義務（契約書第 12 条、第 13 条参照） 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、ご契約者又はその家族等

から聴取、確認します。  

③サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、

医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。  

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。  

⑤サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治

医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。  

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。また、事業所を退職後も同様です。（守秘義務） 

  ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご

契約者の心身等の情報を提供します。  

 

３．損害賠償について（契約書第 15条、第 16条参照） 

 事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたしま

す。守秘義務に違反した場合も同様とします 

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれ

た心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。 

 

４．個人情報の取扱について 

 個人情報については、利用目的を別紙のとおり定め、利用目的以外に使用する場合は、その都度ご

本人の同意を得ることとします。 

 

５．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期

要支援、要介護と認定された場合 自立と認定された場合

○要介護認定の申請に必要な支援を行います。
○訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービス提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただきます。（償
還払い）

○契約は終了します。
○既に実施されたサービスの利用
料金は全額自己負担となります。

○居宅サービス計画（ケアプラン）を作成していただきま
す。必要に応じて、居宅介護支援事業者の紹介等必要な
支援を行います。

居宅サービス計画（ケアプラン）の作成

○作成された居宅サービス計画に沿って、訪問介護計画を変更し、それに基づき、
ご契約者にサービスを提供します。
○介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自
己負担額）をお支払いいただきます。
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間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新

され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。（契約書第 18

条参照） 

①ご契約者が死亡した場合  

②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立と判定された場合  

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合  

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下

さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。）  

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 19 条、第 20 条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その場合には、

契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

②  ご契約者が入院された場合  

③  ご契約者に係る居宅サービス計画（ケアプラン）が変更された場合  

④  事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護

サービスを実施しない場合  

⑤  事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合 

⑥  事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合  

 

（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 21 条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

③ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  

 

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第 18 条参照） 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必

要な援助を行うよう努めます。 
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日本原荘介護予防・日常生活支援総合事業 

第１号訪問事業（訪問介護相当サービス）契約書別紙（兼重要事項説明書） 

ホームヘルパーステイション日本原荘 
 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定介護予防訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供さ

れるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要支援認定の結果「要支援」と認定された方が

対象となります。要支援認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 

 

 

◇◆目次◆◇ 

１．事業者 104 

２．事業所の概要 104 

３．事業実施地域及び営業時間 105 

４．職員の体制 105 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 105 

６．サービスの利用に関する留意事項 109 

７．苦情の受付について 110 

 

１．事業者 

（１）法人名        社会福祉法人 日本原荘 

（２）法人所在地     岡山県津山市新野東１７９７番地 

（３）電話番号       ０８６８－３６－３８３８ 

（４）代表者氏名     理事長 福原文徳 

（５）設立年月       昭和４１年１０月 ８日 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定介護予防訪問介護事業所 

平成１８年 ３月２８日指定  岡山指令美作局健第 ４５号 

（２）事業の目的     介護予防訪問介護 

（３）事業所の名称    ホームヘルパーステイション日本原荘 

（４）事業所の所在地  岡山県津山市新野東１７８８－１２番地 

（５）電話番号        ０８６８－３６－３８３８ 

（６）事業所長（管理者）氏名    乾 雅美 

（７）当事業所の運営方針 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（岡山県指令美作局健第 ４５号） 
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（８）開設年月      平成１８年 ４月 １日 

（９）事業所が行っている他の業務 

   当事業所では、次の事業もあわせて実施しています。 

  [訪問介護]        平成１２年４月１日指定 岡山県第１－７１３号    

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域  津山市（旧勝北地区）、奈義町、勝央町 

（２）営業日及び営業時間      

営業日 年中無休（１２月３１日～１月３日を除く） 

受付時間 毎日    ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間帯 毎日    ８：３０～１７：３０ 

 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定介護予防訪問介護サービス及び指定訪問介護サービスを提供

する職員として、以下の職種の職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容 

１．事業所長（管理者） １名 

以上 

 １名以上 １名 管理運営 

２．サービス提供責任者 １名 

以上 

 １名以上 １名 利用申込の調整 

３．訪問介護員 ２．５

名以上 

 ２．５名

以上 

２．５名 訪問介護の提供 

 

 

※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職

員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の訪問介護員が 5 名いる場合、常勤換算では、   1

名（8 時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 当事業所では、ご契約者のご家庭に訪問し、サービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第 4 条参照）＊ 

以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されます。  

<サービスの概要と利用料金> 

○身体介護 

 入浴・排せつ・食事等の介護を行います。 

○生活援助 



 117 

 調理・洗濯・掃除・買い物等日常生活上の支援を行います。 

 

※上記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行

うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって

行います。 

 

☆ サービスの実施頻度は、介護予防サービス計画（ケアプラン）において、以下の支給区分が位

置づけられ、１週間あたりのサービス提供頻度が示されます。これを踏まえ、介護予防訪問介

護計画において具体的な実施日、１回あたりの時間数や実施内容等を定めます。 

支給区分 １週間あたりのサービス提供回数 

Ⅰ おおむね１回 

Ⅱ おおむね２回 

Ⅲ おおむね３回以上 

 

☆ ご契約者に対する具体的なサービスの実施内容、実施日、時間等は、介護予防サービス計画（ケ

アプラン）がある場合には、それを踏まえた介護予防訪問介護計画に定められます。ただし、

契約者の状態の変化、介護予防サービス計画に位置付けられた目標の達成度等を踏まえ、必要

に応じて変更することがあります。 

☆ ご契約者の状態の変化等により、サービス提供量が、介護予防訪問介護計画に定めた実施回数、

時間数等を大幅に上回る場合には、介護予防支援事業者と調整の上、支給区分の変更、介護予

防サービス計画の変更又は要支援認定の変更、要介護認定の申請の援助等必要な支援を行いま

す。 

③ 身体介護 

○ 入浴介助 

…入浴の介助又は、入浴が困難な方は体を拭く（清拭）などします。 

○ 排せつ介助 

…排せつの介助、おむつ交換を行います。 

○ 食事介助 

…食事の介助を行います。 

○ 体位変換 

…体位の変換を行います。 

 

④ 生活援助 

☆ 介護予防訪問介護サービスは、自立支援の観点から、利用者ができる限り自ら家事等  を行

うことができるように支援することを目的としています。 

☆ そのため、下記のサービスは、例えばご契約者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に

行うなど、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって行いま

す。 

○ 調理 

…利用者の食事の用意を行います。（ご家族分の調理は行いません。） 

○ 洗濯 
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…利用者の衣類等の洗濯を行います。（ご家族分の洗濯は行いません。） 

○ 掃除 

…利用者の居室の掃除を行います。（ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いま

せん。） 

○ 買い物 

…利用者の日常生活に必要となる物品の買い物を行います。（預金・貯金の引き出しや預け入

れは行いません。） 

 

  ＜サービス利用料金＞（契約書第 8 条参照） 

☆ 利用料金は１ヶ月ごとの定額制です。介護予防サービス計画において位置づけられた支給区分

によって次のとおりとなります（自己負担額は利用料のうち各利用者の介護負担割合証に記載さ

れた割合に応じた額です）。 

【基本部分】※身体介護及び生活援助 

サービス名称 サービスの内容 
基本利用料 

（１月あたり） 

利用者負担 

(１割) 

利用者負担 

(２割) 

訪問型サービス 

（みなし）Ⅰ 

（１月につき） 

 週１回程度のサービス 

 が必要とされた場合 

（事業対象者・要支援１・２） 

１１,７６０円 １，１７６円 ２，３５２円 

訪問型サービス 

（みなし）Ⅱ 

（１月につき） 

 週２回程度のサービス 

 が必要とされた場合 

（事業対象者・要支援１・２） 

２３,４９０円 ２，３４９円 ４，６９８円 

訪問型サービス 

（みなし）Ⅲ 

（１月につき） 

 週２回を超える程度の 

 サービスが必要とされた場

合 

（事業対象者・要支援２） 

３７,２７０円 ３，７２７円 ７，４５４円 

 上記の基本利用料は，厚生労働大臣が告示で定める介護予防訪問介護の金額に相当する金額であ

り，介護予防訪問介護の金額が改定された場合は，これら基本利用料も自動的に改定されます。

なお，その場合は，事前に新しい基本利用料を書面でお知らせします。 

 

【加算】 

 以下の要件を満たす場合，上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

 

加算の種類 加算の要件 

加算額 

基本利用料 
利用者負担 

(１割) 

利用者負担 

(２割) 

初回加算 
新規に個別サービス計画を作成し

た利用者に対してサービス提供

責任者が初回にサービスを提供

２，０００

円 
２００円 ４００円 
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した場合等 

生活機能向上 

連携加算 

（１月につき） 

サービス提供責任者が介護予防訪

問リハビリテーション事業所の

理学療法士等に同行し，共同して

利用者の身体の状況等を評価し

た上，生活機能向上を目的とした

個別サービス計画を作成し，理学

療法士等と連携してサービス提

供した場合 

１，０００

円 
１００円 ２００円 

介護職員等処遇改善加算 
上記基本部分と各種加算減算の合計２４．

５％ 

（注）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

 

【減算】 

 以下の要件を満たす場合，上記の額を算定します。 

 

減算の種類 減算の要件 減算額 

同一建物減算 

事業所と同一建物等に居住する利用者又は１月

当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居

住する建物の利用者にサービスを行う場合 

上記基本部分の９０％ 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第 5 条、第 8 条参照）＊ 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

 ①介護保険給付の支給限度額を超える介護予防訪問介護サービスの利用 

介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料金の全額がご

契約者の負担となります（料金表参照）。 

②その他のサービス 

☆経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。

その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う 2 か月前までにご説明します。 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第 8 条参照） 

前記（１）、（２）の料金・費用は、１か月ごとに計算し、ご請求しますので、翌月２５日までに

以下のいずれかの方法でお支払い下さい。 

ア．下記指定口座への振り込み（※振込み手数料は当方にて負担） 

  中国銀行  日本原支店 普通預金 １２６５４７２ 

              口座名義 ホームヘルパーステイション日本原荘 

                   荘長 福原文徳 

イ．金融機関口座からの自動引き落とし 
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 ご利用できる金融機関： 中国銀行 

ウ．窓口での現金支払い 

 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第 9 条参照） 

○利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサ

ービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの実施日の前日までに事業者に

申し出てください。 

○サービス利用の変更・追加の申し出に対して、訪問介護員の稼働状況により契約者の希望する期

間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示して協議します。 

６．サービスの利用に関する留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交替してサービスを提供しま

す。 

（２）訪問介護員の交替（契約書第 6 条参照） 

 ①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当と認められ

る事情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し出る

ことができます。ただし、ご契約者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

 ②事業者からの訪問介護員の交替 

事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。 

訪問介護員を交替する場合は契約者及びその家族等に対してサービス利用上の不利益が生じな

いよう十分に配慮するものとします。 

 

（３）サービス実施時の留意事項（契約書第 7 条参照） 

④定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．当事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を事業者に依

頼することはできません。 

⑤介護予防訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業者が行います。但し、事業者はサービスの実

施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

⑥備品等の使用 

サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただき

ます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させていただきます。 

（４）訪問介護員の禁止行為（契約書第 14 条参照） 

訪問介護員は、ご契約者に対するサービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 
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①医療行為 

②ご契約者もしくはその家族等からの金銭又は高価な物品の授受 

③ご契約者の家族等に対するサービスの提供 

④飲酒及びご契約者もしくはその家族等の同意なしに行う喫煙 

⑦  契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利

活動 

⑥その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（５）サービス提供責任者  

 サービス提供責任者は利用者からのサービス利用申込みに関する調整や介護予防訪問介護計画の

作成などはじめ、次のような業務を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点があったりサー

ビス内容を変更したい時には、サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。訪問介護員に直接お

話しくださってもかまいません。 

＜サービス提供責任者の業務＞ 

 ①サービスの利用の申込みに関する調整 

 ②利用者の状態の変化やサービスに関する意向の定期的な把握 

 ③介護予防支援事業者等との連携（サービス担当者会議への出席など） 

 ④訪問介護員への援助目標、援助内容に関する指示 

 ⑤訪問介護員の業務の実施状況の把握 

 ⑥訪問介護員の業務管理 

 ⑦訪問介護員の研修、技術指導 

 ⑧その他サービスの内容の管理に関する必要な業務 

（６）訪問介護員の緊急時の対応について（契約書第 12 条参照） 

訪問介護員は、サービスの提供にあたって契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮し、サー

ビス開始前に訪問介護員により契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、契約者又はその家

族等からの聴取・確認の上で訪問介護サービスを実施するものとします。 

また、サービスの提供にあたって、当事業所の営業時間および連絡先を周知するとともに、緊急時

の連絡先を事前に確認するなどし、医師・医療機関への連絡体制の確保に努めるものとします。緊急

時の連絡先については別紙の緊急連絡カードに記載しています。 

 

（７）虐待の防止にかかる措置 

事業所は、利用者の人権擁護や虐待等防止のため、以下の措置を講じる。 

①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従

業員に周知徹底をはかる 

②虐待の防止のための指針を整備する 

③従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する 

④上記措置を適切に実施するための担当者を定める 

 

７．苦情の受付について（契約書第 22 条参照） 

（１）苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
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 ○苦情受付窓口（担当者） 

    ［職名］  ホームヘルパーステイション日本原荘 山田隆広 0868-36-3838 

    ○受付時間   毎週 月曜日～土曜日 

            ８：３０～１７：３０ 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

津山市役所地域振興部 

勝北支所 福祉健康課 

所在地   岡山県津山市新野東５６７番地 

電話番号  ０８６８－３２－７０２３ 

受付時間  ８：３０～１７：１５ 

津山市役所社会福祉事務

所高齢介護課介護保険 

 

所在地   岡山県津山市山北５２０番地 

電話番号  ０８６８－３２－２０７０ 

受付時間  ８：３０～１７：１５ 

岡山県国民健康保険団体 

連合会 

所在地   岡山県岡山市桑田町１７番５号 

電話番号  ０８６－２２３－８８７６ 

受付時間  ８：３０～１７：００ 

奈義町役場健康福祉課 

 

所在地  岡山県勝田郡奈義町豊沢 306-1 

電話番号 ０８６８－３６－６７００ 

受付時間 ８:３０～１７:１５ 

勝央町役場健康福祉部介

護保険班 

所在地  岡山県勝田郡勝央町勝間田 201 

電話番号 ０８６８－３８－７１０２ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

 

令和   年  月  日 

  

指定介護予防訪問介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

 

社会福祉法人日本原荘 

 ホームヘルパーステイション日本原荘 

説明者職名             氏名                 印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定介護予防訪問介護サービスの提供

開始に同意しました。 

 

利用者住所  

氏 名                印 

代筆者        （続柄    ）印 
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＜重要事項説明書付属文書＞ 

１．契約締結からサービス提供までの流れ 

（１）ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「介護予防サービス

計画（ケアプラン）」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「介護予防訪問介

護計画」に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。（契約書第 3 条参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ご契約者に係る「介護予防サービス計画（ケアプラン）」が作成されていない場合のサービス

提供の流れは次の通りです。 

①要支援認定を受けている場合 

 

②介護予防訪問介護計画は、介護予防サービス計画（ケアプラン）が変更され

た場合、もしくはご契約者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要がある

かどうかを確認し、変更の必要のある場合には、ご契約者及びその家族等と協

議して、介護予防訪問介護計画を変更します。 

③介護予防訪問介護計画が変更された場合には、ご契約者に対して書面を交付

し、その内容を確認していただきます。 

①介護予防訪問介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対

して説明し、同意を得たうえで決定します。  

○ 介護予防支援事業者の紹介等必要な支援を行います。 

○ 介護予防訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供します。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払いいただき

ます。（償還払い） 

○ 作成された介護予防サービス計画に沿って、介護予防訪問介護計画を変更し、そ

れに基づき、ご契約者にサービスを提供いたします。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、介護保険の給付費額を除いた料金（自己

負担額）をお支払い頂きます。 

介護予防サービス計画（ケアプラン）の作成 
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②要支援認定を受けていない場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．サービス提供における事業者の義務（契約書第 12 条、第 13 条参照） 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者の生命、身体、財産の安全･確保に配慮します 

②ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、ご契約者又はその家族等

から聴取、確認します。  

③サービスの提供にあたって、緊急時の連絡先として主治医を確認するなど、

医師・医療機関への連絡体制の確保に努めます。  

④ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、５年間保管するととも

に、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。  

⑤サービス実施時に、ご契約者に病状の急変等が生じた場合は、速やかに主治

医への連絡を行う等の必要な措置を講じます。  

⑥事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知

り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩

しません。（守秘義務）  

・   ただし、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等

○ 要支援認定の申請に必要な支援を行います。 

○ 介護予防訪問介護計画を作成し、それに基づき、ご契約者にサービスを提供しま

す。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、利用料金をいったん全額お支払い頂きま

す。（償還払い） 

介護予防サービス計画の作成 

○介護予防サービス計画

（ケアプラン）を作成して

頂きます。必要に応じて介

護予防支援事業者の紹介

等必要な支援を行います。 

要支援と認定された場合 

○ 本契約は終了しま

す。 

○ 居宅介護支援事業

者への紹介を行い

ます。 

 

要介護と認定された場合 自立と認定された場合 

○ 契約は終了しま

す。 

○ 既に実施された

サービスの利用

料金は全額自己

負担となります。 

 

○ 作成された介護予防サ

ービス計画に沿って、

介護予防訪問介護計画

を変更し、それに基づ

き、ご契約者にサービ

スを提供します。 

○ 介護保険給付対象サー

ビスについては、介護

保険の給付費額を除い

た料金（自己負担額）

をお支払い頂きます。 

居宅サービス計画の作成 

○ 本事業所の訪問介護サービスが居宅サービ

ス計画に位置づけられた場合には、訪問介護

サービスについて、料金やサービス内容につ

いてご説明し、同意いただけた場合には訪問

介護サービスの提供について改めて契約を

締結します。 

○ 作成されたサービス計画に沿って、訪問介護

計画を作成し、それに基づき、ご契約者に訪

問介護サービスを提供します。 

○ 介護保険給付対象サービスについては、介護

保険の給付費額を除いた料金（自己負担額）

をお支払い頂きます。 
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にご契約者の心身等の情報を提供します。  

・ サービス担当者会議など、契約者に係る他の介護予防支援事業者等との連携を図

るなど正当な理由がある場合には、その情報が用いられる者の事前の同意を文書

により得た上で、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものと

します。 

 

 

３．損害賠償について（契約書第 15条、第 16条参照） 

 事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたしま

す。守秘義務に違反した場合も同様とします 

ただし、その損害の発生について、契約者に故意又は過失が認められる場合には、契約者の置かれ

た心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合があります。 

 

４．サービス利用をやめる場合（契約の終了について） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要支援認定の有効期間満了日までですが、契約期

間満了の２日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更新

され、以後も同様となります。 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。（契約書第 17

条参照） 

①ご契約者が死亡した場合  

②要支援認定又は要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立又は要介護と

判定された場合 

③事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

④施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能に

なった場合 

⑤当施設が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合  

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照下

さい。） 

⑦事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照下さい。）  

 

（１）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 19 条、第 20 条参照） 

 契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その 場合に

は、契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①  介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合  

②  ご契約者が入院された場合  

③  ご契約者に係る介護予防サービス計画（ケアプラン）が変更された場合  

④  事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める訪問介護

サービスを実施しない場合  

⑧   事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合  

⑥  事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失によりご契約者の身体・財

物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重

大な事情が認められる場合  
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（２）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 21 条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者による、サービス利用料金の支払いが３か月以上遅延し、相当期間

を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合 

⑤  契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為

を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた

場合  

 

（３）契約の終了に伴う援助（契約書第 18 条参照） 

   契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必

要な援助を行うよう努めます。 
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「指定居宅介護支援」重要事項説明書 

日本原荘居宅介護支援事業所 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供します。事業所の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が

対象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能で

す。 

 

 

◇◆目次◆◇ 

１．事業者 128 

２．事業所の概要 128 

３．事業実施地域及び営業時間 88 

４．職員の体制 128 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 129 

６．サービスの利用に関する留意事項 132 

７．事故発生時の対応について 134 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（事業所番号 ３３７３６０００３４） 

 

 ご契約者が居宅での介護サービスやその他の保健医療サービス、福祉サービスを適切に利用

することができるよう、次のサービスを実施します。 

○ご契約者の心身の状況やご契約者とそのご家族等の希望をおうかがいして、「居宅サービス計

画（ケアプラン）」を作成します。 

○ご契約者の居宅サービス計画に基づくサービス等の提供が確保されるよう、ご契約者及びそ

の家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡調整を継続的に行い、居宅サービス計画の実

施状況を把握します。 

○必要に応じて、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更します。 

☆居宅介護支援とは 
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１．事業者 

（１）法人名         社会福祉法人 日本原荘 

（２）法人所在地     岡山県津山市新野東１７９７番地 

（３）電話番号       ０８６８－３６－３８３８ 

（４）代表者氏名     理事長  福原文徳 

（５）設立年月       昭和４１年１０月  ８日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類    指定居宅介護支援事業所 

（２）事業の目的      居宅介護支援 

（３）事業所の名称    日本原荘居宅介護支援事業所・平成１１年１０月１日指定 

                      岡山県指定第１－１６６号 

事業所番号 ３３７３６０００３４ 

（４）事業所の所在地  岡山県津山市新野東１７８８－１２番地 

（５）電話番号        ０８６８－３６－３８３８ 

（６）事業所長（管理者）氏名    川端 真由美 

（７）当事業所の運営方針  

１ 利用者が要介護状態等になった場合においても可能な限り居宅において、その有する能力

に応じ自立した日常生活を営むことが出来るように配慮して行なうものとする。 

２ 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な保

健医療サービス及び福祉サービスが施設等の多様なサービスを多様な事業所の連携により、

総合的かつ効果的に提供するように配慮し努めるものとする。 

３ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者の提供されるサービス

が特定の種類、特定の事業所に不当に偏することのないよう公正、中立に行なうものとす

る。 

４ 市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、老人介護支援 

センター、指定介護予防支援事業者、介護保険施設、指定特定相談支援事業所等との連携に

努めるものとする。 

 

（８）開設年月      平成１１年１０月  １日 

    

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域   津山市（旧勝北町地区）、奈義町 

（２）営業日及び営業時間    

  営業日 月～金（１２月３１日から１月３日を除く） 

受付時間 月～金    ８：３０～１７：３０ 

サービス提供時間帯 月～金    ８：３０～１７：３０ 

４．職員の体制 

 当事業所では、ご契約者に対して指定居宅介護支援サービスを提供する職員として、以下の職種の
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職員を配置しています。 

<主な職員の配置状況>※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 指定基準 職務の内容 

１．事業所長（管理者） １  １．０     １名 事業所の管理 

２．介護支援専門員 １  １．０ 

以上 

常勤１名

以上 

居宅サービス計画

の作成 

 
※常勤換算：職員それぞれの週あたりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤職

員の所定勤務時間数（例：週 40 時間）で除した数です。 

（例）週 8 時間勤務の介護支援専門員が 5 名いる場合、常勤換算では、1 名

（8 時間×5 名÷40 時間＝1 名）となります。 

 
５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、居宅介護支援として次のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、通常の場合、利用料金は介護保険から給付されますので、

ご契約者の利用料負担はありません。 

 

（１）サービスの内容と利用料金（契約書第 3～6 条、第 8 条参照）＊ 

＜サービスの内容＞ 

 ①居宅サービス計画の作成 

ご契約者のご家庭を訪問して、ご契約者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで、

利用者、家族の希望並びに利用者について把握した課題に基づき、居宅介護サービス及びその他

の必要な保健医療サービス、福祉サービス（以下「指定居宅サービス等」という。）が、総合的か

つ効率的に提供されるように配慮して、居宅サービス計画を作成します。 

なお、居宅サービス事業者の選定・推薦については、ご契約者のニーズを踏まえつつ公正中立

に行います。 
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＜居宅サービス計画の作成の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②居宅サービス計画作成後の便宜の供与 

・ご契約者及びその家族等、指定居宅サービス事業者等との連絡をとり、月１回の訪問、１ヶ月

に１回のモニタリングを行い居宅サービス計画の実施状況を把握します。 

・居宅サービス計画の目標に沿ってサービスが提供されるよう指定居宅サービス事業者等との連絡

調整を行います。また、契約者についての情報の提供を受けたときその他必要と認めるときは、

契約者の服薬状況、口腔機能その他の心身又は生活の状況に係る情報のうち必要と認めるものを

契約者及びご家族の同意を得て主治の医師もしくは歯科医師又は薬剤師に提供するものとしま

す。 

・ご契約者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行います。 

 

 ③居宅サービス計画の変更 

 ご契約者が居宅サービス計画の変更を希望した場合、または事業者が居宅サービス計画の変更

が必要と判断した場合は、事業者とご契約者双方の合意に基づき、居宅サービス計画を変更しま

す。 

 

 ④介護保険施設への紹介 

 ご契約者が居宅において日常生活を営むことが困難となったと認められる場合又は利用者が介

護保険施設への入院又は入所を希望する場合には、介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を

行います。 

③介護支援専門員は、契約者及びその家族の置かれた状況等を考慮して、

契約者に提供されるサービスの目標、その達成時期、サービスを提供

する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成しま

す。  

⑤介護支援専門員は、前項で作成した居宅サービス計画の原案に盛り込んだ指定

居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その

種類、内容、利用料等について契約者及びその家族等に対して説明し、契約者

の同意を得た上で決定するものとします。 

②居宅サービス計画の作成の開始にあたって、当該地域における指定居宅

サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に契

約者又はその家族等に対して提供して、契約者にサービスの選択を求め

ます。  

①事業者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担

当させます。  

④介護支援専門員は、サービスの担当者会議を開催し、当該居宅サービス

計画の原案内容について、担当者から専門的な見地から意見を求めま

す。  
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⑤地域包括支援センターへの紹介 

ご契約者が要支援１または要支援２と認定された場合、地域包括支援センターへの紹介その他

の便宜の提供を行います。 

 

⑥個別サービス計画の提出依頼 

   居宅サービス事業所へ、訪問介護計画書等の個別サービス計画の提出をもとめます。 

 

⑦地域ケア会議への協力 

   地域ケア会議において、個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これ

に協力するように努めます。 

  

⑧入院時の連携 

  介護支援専門員は、契約者が病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、契約者又はその

家族等に対して、担当の介護支援専門員の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所に伝えるように

求めるものとします。日頃から介護支援専門員の連絡先等を介護保険被保険者証や健康保険被保

険者証、お薬手帳等と合わせて保管することをおすすめします（入院時の「担当ケアマネジャー

からお願い」の文書をお渡しします）。 

 

⑨医療系サービスの利用支援 

  介護支援専門員は、契約者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービスの利用を希望

している場合その他必要な場合には、ご家族等の同意を得て主治の医師又は歯科医師の意見を求

めるものとします。その場合、居宅介護支援計画を作成した際には、当該居宅介護支援計画を主

治の医師等に交付するものとします。 

 

 ⑩公正中立な支援について 

ご契約者の意思に基づいたサービスを受けていただくため、ご契約者は居宅サービス計画の作成

にあたっては公正中立な業務に関する情報提供を行います。 

担当の介護支援専門員に対し複数の指定居宅サービス事業者の紹介を求める事が出来ます。また

居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業者の選定理由の説明をいつでも受ける

事が出来ます。 

 

 ⑪感染症対策について 

  介護支援専門員はご契約者宅を訪問する際に、マスク、手指消毒等を行い、密にならないように

心がけ業務を行います。 

 

 

  ＜サービス利用料金＞   

居宅介護支援に関するサービス利用料金について、事業者が法律の規定に基づいて、介護保険から

サービス利用料金に相当する給付を受領する場合（法定代理受領）は、下記の利用料金のご契約者の

自己負担はありません。 
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（１）利用料金 

要介護１・２      １０，８６０円 

要介護３・４・５    １４，１１０円 

初回加算 ３，０００円 

居宅支援入院時情報連携加算Ⅰ ２，５００円 

居宅支援入院時情報連携加算Ⅱ ２，０００円 

居宅支援退院退所加算（Ⅰ）イ ４，５００円 

 居宅支援退院退所加算（Ⅰ）ロ ６，０００円 

 居宅支援退院退所加算（Ⅱ）イ ６，０００円 

 居宅支援退院退所加算（Ⅱ）ロ ７，５００円 

居宅支援退院退所加算（Ⅲ） ９，０００円 

緊急時等居宅カンファレンス加算 ２，０００円 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 
総単位数の５％が加算

されます。 

ターミナルケアマネジメント加算 ４，０００円 

通院時情報連携加算 ５００円 

但し、ご契約者の介護保険料の滞納等がある場合は、上記のサービス利用料金の相当額をお支払い

いただくことになります。 

※ターミナルケアマネジメント加算 

利用者又はその家族の同意を得た上で、死亡日及び死亡日前１４日以内に２日以上在宅を訪問 し

主治医等の助言を得つつ、利用者の状態やサービス変更の必要性等の把握、利用者への支援をした場

合に加算します。そのために①２４時間連絡できる体制を確保し②必要に応じて指定居宅介護支援を

行う体制を整備しています。 

※通院時情報連携加算 

利用者又が医師の診察を受ける際に同席し、医師等に利用者の心身の状況や生活環境等の必要な情

報提供を行い、医師等から利用者に関する必要な情報提供を受けます、受けた情報については居宅サ

ービス計画、支援計画に記録いたします。 

（２）利用料金のお支払い方法 

前記（１）の料金・費用についての利用者負担額は発生しませんので、お支払いただく必要はご

ざいません。 

 

６．サービスの利用に関する留意事項 

 

（１）サービス提供における事業者の義務（契約書第 10 条、第 11 条参照） 

当事業所では、ご契約者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。 

①ご契約者に提供した居宅介護支援について記録を作成し、その完結の日から

5 年間保管するとともに、ご契約者または代理人の請求に応じて閲覧させ、複

写物を交付します。 

②ご契約者が他の居宅介護支援事業者の利用を希望する場合その他ご契約者か

ら申し出があった場合には、ご契約者に対し、直近の居宅サービス計画及び

その実施状況に関する書類を交付します。  

③事業者、介護支援専門員または従業員は、居宅介護支援を提供するうえで知

り得たご契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩

しません。また、事業所を退職後も同様です。（守秘義務） 

④個人情報については、利用目的を別紙のとおり定め、利用目的以外に使用す

る場合は、その都度ご本人の同意を得ることとします。 
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（２）損害賠償について（契約書第 12条参照） 

事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたしま

す。守秘義務に違反した場合も同様とします 

ただし、その損害の発生について、ご契約者に故意又は過失が認められる場合には、ご契約者の置

かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償責任を減じる場合があり

ます。 

（３）サービス利用をやめる場合（契約の終了について）（契約書第 13 条参照） 

契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までですが、契約期

間満了の２日前までにご契約者から契約終了の申し入れがない場合には、契約は更に同じ条件で更

新され、以後も同様となります。（契約書第 2 条参照） 

契約期間中は、以下のような事由がない限り、継続してサービスを利用することができますが、

仮にこのような事項に該当するに至った場合には、当事業所との契約は終了します。 

 

 

 

 

 

（４）ご契約者からの解約・契約解除の申し出（契約書第 14 条、第 15 条参照） 

契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解約することができます。その 場合には、

契約終了を希望する日の７日前までに解約届出書をご提出ください。 

ただし、以下の場合には、即時に契約を解約・解除することができます。 

①  事業者が作成した居宅サービス計画に同意できない場合 

②  事業者もしくは介護支援専門員が正当な理由なく本契約に定める居宅介護

支援を実施しない場合 

③  事業者もしくは介護支援専門員が守秘義務に違反した場合  

④  事業者もしくは介護支援専門員が故意又は過失によりご契約者の生命・身

体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しが

たい重大な事情が認められる場合 

（５）事業者からの契約解除の申し出（契約書第 16 条参照） 

以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。 

①ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、

故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

②ご契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは

他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を

①ご契約者が死亡した場合  

②要介護認定によりご契約者の心身の状況が自立または要支援１、要支援２と判

定された場合 

③ご契約者が介護保険施設に入所した場合 

④事業者が解散した場合、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉

鎖した場合 

⑤当事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合  

⑥ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合（詳細は以下をご参照く

ださい。） 

⑥  事業者から契約解除を申し出た場合（詳細は以下をご参照ください。）  
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行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合  

③ご契約者の非協力、身体的暴力、精神的暴力及びセクシャルハラスメント及

び、サービス従業者との身体関係を損壊する行為により、改善の見込みがな

く、この契約の目的を達することが不可能となった場合 

 

（６）虐待の防止にかかる措置 

  ①虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果 

について、従業員に周知徹底をはかる。 

②虐待の防止のための指針を整備する。 

③従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 

④上記措置を適切に実施するための担当者を定める。 

 

（７）苦情の受付について（契約書第 17 条参照） 

①苦情の受付 

当事業所に対する苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
 ○苦情受付窓口（担当者） 
    ［職名］   日本原荘居宅介護支援事業所 管理者  川端 真由美 

○電話番号  ０８６８－３６－３８３８ 
    ○受付時間   毎週月曜日～土曜日 

８：３０～１７：３０ 

②行政機関その他苦情受付機関 

津山市環境福祉部高齢介

護課 

（要介護認定、サービス提供

等について） 

所在地    岡山県津山市山北５２０番地 

電話番号  ０８６８－３２－２０７０ 

受付時間  毎週月曜日～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

奈義町健康福祉課 
（要介護認定、サービス提供

等について） 

所在地  岡山県勝田郡奈義町豊沢３０６―１ 

電話番号 ０８６８―３６―６７００ 

受付時間 毎週月曜日～金曜日 

８：３０～１７：１５ 

岡山県国民健康保険団体

連合会 

（サービス提供について） 

所在地    岡山県岡山市桑田町１７番５号 

電話番号  ０８６－２２３－８８１１ 

受付時間  毎週月曜日～金曜日 

８：３０～１７：００ 

７．事故発生時の対応 

（１） 当事業所で、利用者に対する指定居宅介護支援サービスの提供により事故が発生し  た

場合は、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な対応を取らせていただき

ます。 

（２） 事故の状況及び事故に際して採った処置については記録しておきます。 

 

説明日：令和     年     月     日 

 

 

 

 

 

 



 135 

指定居宅介護支援サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行いました。 

社会福祉法人日本原荘 

日本原荘居宅介護支援事業所  

 

説明者職名 

 

  氏      名                                      印 

 

 

 

 

同意日：令和     年     月     日 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定居宅介護支援サービスの提供開始

に同意しました。 

 

利用者住所                 

 

氏      名                                      印 

 

家   族                   印 
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介護老人保健施設津山ナーシングホーム 入所利用重要事項説明書 

〈令和７年５月１日現在〉 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名        介護老人保健施設津山ナーシングホーム 

・開所年月日      平成 ８年１１月 １日 

・所在地        岡山県津山市野介代１６５６－１ 

・電話番号       ０８６８－３１－７１１１ 

・ファックス番号    ０８６８－３１－１７８０ 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、医学的管理の下での看護、介護やリハビリテーション、その他必要な

医療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応

じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるよ

うに支援すること。また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入

所療養介護や通所リハビリテーションといったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを

目的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用ください。 

［介護老人保健施設津山ナーシングホームの運営方針］ 

1、 当施設は、利用者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、

施設サービス計画に基づいて医学的管理の下における看護、介護、その他必要な医療並び

に日常生活上のお世話を行い、居宅における生活への復帰を目指す。 

2、 当施設は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に入所者の立場に立って介護老人保健施設

サービスの提供に努める。 

3、 当施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、

居宅介護支援事業者（地域包括支援センター）その他、保健医療サービス並びに福祉サー

ビスを提供するものと密接な連携に努めると共に、関係市町村とも連携を図り、総合的な

サービスの提供に努める。 

 

（３）施設の職員体制 

   当施設の従事者の職種、員数は、次の通りです。 

   ① 管理者            １人 

   ② 医 師            １人以上 

   ③ 看護職員          ８．８人以上 

   ④ 介護職員          ２２人以上 

   ⑤ 支援相談員          ２人以上 

   ⑥ 理学療法士・作業療法士    １人以上 

   ⑦ 管理栄養士・栄養士      ２人以上 

   ⑧ 介護支援専門員        １人以上 
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   ⑨ 調理員            ４人以上 

   ⑩ 事務員            １人以上 

 

（４）入所定員等 ・定員９２名（うち認知症専門棟 ５０名） 

・療養室 個室 1１室、２人部屋１室、３人部屋１室、４人部屋１９室 

 

２．サービス内容 

① 施設サービス計画の立案、作成、交付、実施 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

    朝食  ７時４５分～ 

    昼食 １１時４０分～ 

夕食 １７時２０分～ 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。利用者は週

に最低２回ご利用していただきます。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合

があります。） 

④ 医学的管理・看護（褥瘡が発生しないように適切に対応します。）  

⑤ 介護（退所時の支援も行います）  

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑦ リハビリテーション実施計画の作成・実施 

⑧ 相談援助サービス 

⑨ 栄養管理 

⑩ 行政手続の援助 

⑪ 理美容サービス（外部業者が実施） 

⑫ その他必要なサービス 

 

３．利用料金 

（１）別紙の利用者負担説明書、日常生活費説明書及び利用料金表のとおりとなります。 

（２）支払方法 

・毎月１０日に、前月分の請求書を発行します。 

・お支払い方法は、口座振込、口座振替（中国銀行またはゆうちょ銀行）のみとなります。利用

開始時にお選びください。 

（３）領収書 

・領収書は、口座振込および口座振替を確認した後、翌月の請求書郵送の際に同封してお送りし

ます。 

・確定申告時に一部が医療費控除の対象となりますので、紛失しないように保管しておいて下さ

い。 

 

４．協力医療機関等 

当施設では、下記の医療機関や歯科医療機関に協力をいただき、利用者の状態が急変した場

合等には、速やかに対応をお願いするようにしています。 

なお、協力医療機関と定期的に入所者の病状が急変した場合等の対応について確認します。
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その際、入所者の氏名や病状等の情報を使用します。 

・協力医療機関① 

 名 称  医療法人平野同仁会 総合病院津山第一病院 

 住 所  岡山県津山市中島４３８ 

 協力医療機関② 

 名 称  一般財団法人津山慈風会 津山中央病院 

 住 所  岡山県津山市川崎１７５６ 

 協力医療機関③ 

 名 称  一般財団法人江原積善会 積善病院 

住 所  岡山県津山市一方１４０ 

・協力歯科医療機関 

名 称  あさひ歯科クリニック 

住 所  岡山県津山市高野本郷２４３５－１ 

  ◇緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、「同意書」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

５．施設利用にあたっての留意事項 

・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきま

す。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の

状態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容

の管理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・面会 

直接面会、WEB 面会を実施しています。頻度は利用者１名につき、２週間に１回としま

す。あらかじめ予約をお願いします。なお、感染症の流行によって、面会方法等を変更す

る場合があります。 

・外出・外泊   

   在宅復帰を目標に積極的に外出及び外泊をお願い致します。在宅での生活に不安がある場

合は施設職員に何なりとご相談ください。外出及び外泊される場合は、予め所定の用紙に

て届け出て下さい。なお、外出外泊される場合の施設送迎は行っておりません。 

・飲酒・喫煙 

飲酒は施設が提供する以外、原則として禁酒となっています。喫煙については、定められ

た場所以外禁煙となっております。 

・火気の取扱い 

禁止となっています。 

・設備・備品の利用 

施設内の設備・備品は自由に使用してもよろしいですが、予め職員に届け出た上で、職員

の指示に従って使用してください。 

・所持品・備品等の持ち込み 

   衣類・生活用品（身の回りの物）等は持参してください。個人用のテレビ、ラジオ、電気

毛布等の電気製品については別途相談に応じます。 

・金銭・貴重品の管理 
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原則として金銭・貴重品の管理・保管は施設で行っていませんので、利用者等で管理して

ください。できる限り貴重品等の持ち込みはご遠慮ください。 

なお、やむを得ない場合はご相談ください。 

  ・外泊時等の施設外での受診 

外泊時等であっても、受診には施設医師の紹介状が必要となりますので、当施設にご連絡

の上、受診してください。なお、緊急の場合等はこの限りではありません。 

・宗教活動 

ご遠慮ください。 

・ペットの持ち込み 

ご遠慮ください。 

 

６．非常災害対策 

  非常災害等の発生に関する具体的な計画及び定期的な訓練を行うとともに、災害発生時に備えて

関係機関との連携方法等の整備を行います。 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災報知設備、非常通報装置、 

非常警報装置、防火用水、避難階段、非常口、誘導灯、誘導標識 

・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）  年２回以上（内１回は夜間想定訓練） 

・利用者を含めた総合避難訓練         年１回 

・非常災害用設備の使用方法の徹底       随 時 

 

７．事故発生時の対応及び防止 

   サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。 

  また、採った措置については記録をします。施設医師の医学的判断により、専門的な医学的対応

が必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼し

ます。その際には、当施設は利用者の家族等利用者又は身元引受人が指定する者及び利用者に係

る居宅介護支援事業所並びに関係市町村、また保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡

します。 

また、事故再発を防ぐために事故の原因を分析し、改善策を職員に周知徹底します。ヒヤリ・

ハット事例の記録を行い、事故対策委員会を中心に事故防止の対策を行います。 

 

８．身体の拘束等 

当施設は、原則として利用者に対し身体的拘束等を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等

緊急やむを得ない場合と医師・施設管理者が判断した場合は、ご家族へ説明をし、同意を頂いた上

で身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、身体的

拘束等の理由、方法、時間、身体状況等を記録し、解除に向けて継続的な検討を行います。 

 

９．高齢者虐待防止 

当施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 

（１）虐待を防止するための委員会の開催とその結果の周知徹底 

（２）従業者に対する継続的な研修を実施 

（３）高齢者虐待防止に関する指針を整備と定期的な見直し 

（４）その他虐待防止のために必要な措置 
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 ２ （１）から（４）の措置を適切に実施するための担当者（委員長）を置きます 

３ 当施設は、サービスの提供中に、当該施設従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報し

ます。 

 

10．感染症対策等 

  医師、看護職員、感染症対策委員会等を中心に他職種協働にて施設内における感染症及び食中毒

等の発生を防止するよう努め、職員の研修を行います。万が一感染症等が発生した場合は、手順に

従って関係機関との連携の上、迅速に対応します。 

  また、感染症等の蔓延防止のため、利用者への面会を一時的にお断りさせていただく場合があり

ます。 

 

11．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教

の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

12．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。

（電話０８６８－３１－７１１１） 

要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、事務所

前に備えつけられた「ご意見箱（つぶやき）」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただく

こともできます。 

【その他の相談窓口】 

・津山市役所 高齢介護課          津山市山北 520      0868-32-2070 

・岡山県国民健康保険団体連合会 介護保険課 岡山市北区桑田町 17-5   086-223-8811 

 

13．その他 当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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介護老人保健施設津山ナーシングホーム入所利用者負担説明書 

 

１．介護老人保健施設の基本料金  

①施設サービス費（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって、利用料が異なり

ます。以下は１日当たりの自己負担分です。） 

 なお、2 割負担および 3 割負担の方は、下記の加算等にそれぞれ 2 または 3 を乗じた額となりま

す。 

介護保健施設サービス費（Ⅰ）（日額） 

㋐介護保健施設サービス費（ⅰ）〈従来型個室〉【基本型】 

  ・要介護１               ７１７円 

  ・要介護２               ７６３円 

  ・要介護３               ８２８円 

  ・要介護４               ８８３円 

  ・要介護５               ９３２円 

㋑介護保健施設サービス費（ⅱ）〈従来型個室〉【在宅強化型】 

  ・要介護１               ７８８円 

  ・要介護２               ８６３円 

  ・要介護３               ９２８円 

  ・要介護４               ９８５円 

  ・要介護５              １,０４０円 

㋒介護保健施設サービス費（ⅲ）<多床室>【基本型】 

  ・要介護１               ７９３円 

  ・要介護２               ８４３円 

  ・要介護３               ９０８円 

  ・要介護４               ９６１円 

  ・要介護５              １,０１２円 

㋓介護保健施設サービス費（ⅳ）<多床室>【在宅強化型】 

  ・要介護１               ８７１円 

  ・要介護２               ９４７円 

  ・要介護３              １,０１４円 

  ・要介護４              １,０７２円 

  ・要介護５              １,１２５円 

  

 ②在宅復帰・在宅療養支援の算定式を満たした上で、地域における貢献活動を行うなど、一定の基

準を満たした場合は、在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）５１円（日額）を算定します。 

③入所後３０日間に限って、上記施設サービス費１日につき初期加算が加算されます。 

                    初期加算（Ⅰ）        ６０円（日額） 

                    初期加算（Ⅱ）        ３０円（日額） 

④入所者の処方方針を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が事前に合意して、その処方方針に

従って減薬した場合は、1 回を限度として退所日に下記の加算を算定します。（※） 

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ       １４０円 
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かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）ロ        ７０円 

 

⑤外泊された場合には、１日につき上記施設サービス費に代えて３６２円となります。ただし、外

泊の初日と施設に戻られた日は入所日同様の扱いとなり、外泊扱いにはなりません。（１月に６

日を限度として算定します。） 

 ⑥在宅復帰を想定して外泊時に在宅サービスを利用した場合は、外泊時費用として８００円となり

ます。 

⑦入所日から起算して３月以内の期間に、集中的にリハビリテーションを実施した場合は、下記の

料金が加算されます。 

・短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）           ２５８円（日額） 

短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）           ２００円（日額） 

・認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）        ２４０円（日額） 

 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）        １２０円（日額） 

 ⑧リハビリテーションの実施について、必要な情報を活用して見直しを行い、また、必要な情報等

を厚生労働省に提供した場合に算定します。（※） 

       リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）    ５３円（月額） 

       リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）    ３３円（月額） 

⑨夜勤職員配置加算                          ２４円（日額） 

⑩利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合は、別途料金をいただきます。       

緊急時治療管理                ５１１円（日額） 

⑪利用者の肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全の増悪に対して投薬、検査、注射、

処置等を行った場合は、１月に７日（Ⅱについては 10日）を限度として加算が算定されます。 

所定疾患施設療養費（Ⅰ）           ２３９円（日額） 

所定疾患施設療養費（Ⅱ）           ４８０円（日額） 

 ⑫褥瘡の管理（リスクの評価や褥瘡ケア計画の作成および実施等）を継続的に行った場合に算定し

ます。（※） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅰ）           ３円（月額） 

褥瘡マネジメント加算（Ⅱ）          １３円（月額） 

 ⑬排泄障害等のため排泄に介護を要する者に対して、継続して入所者ごとの排泄支援を行った場合

に算定します。（※） 

    排せつ支援加算（Ⅰ）       １０円（月額） 

    排せつ支援加算（Ⅱ）       １５円（月額） 

    排せつ支援加算（Ⅲ）       ２０円（月額） 

 ⑭自立支援のために必要な医学的評価による支援計画を作成し、継続的に自立支援を行った場合に、

自立支援促進加算として、３００円（月額）を算定します。（※） 

 ⑮入所者ごとの心身の状況等の情報を厚生労働省に提出し、その他の情報を活用しながらサービス

を提供した場合に算定します。（※） 

                  科学的介護推進体制加算（Ⅰ）    ４０円（月額） 

                  科学的介護推進体制加算（Ⅱ）    ６０円（月額） 

 ⑯退所後生活する居宅を入所前後に訪問し、退所を目的とした施設サービス計画の策定及び診療方

針の決定を行った場合に、入所中１回を限度として算定します。 
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          入所前後訪問指導加算(Ⅰ)              ４５０円 

上記に加え、生活機能の具体的な改善目標を定めるとともに、退所後の生活に係る支援計画を

策定した場合  入所前後訪問指導加算(Ⅱ)              ４８０円 

⑰退所時等に必要な支援を行った場合は、下記の加算が算定されます。 

 ・試行的退所時指導加算                       ４００円 

・入所者の退所に際し、利用者の主治医、居宅介護支援事業所、または社会福祉施設や医療機

関等対し、利用者の必要な情報（心身の状況、生活歴等）を提供した場合 

退所時情報提供加算（Ⅰ）           ５００円 

退所時情報提供加算（Ⅱ）           ２５０円 

・居宅介護支援事業者と退所前から連携し情報提供、サービス調整を行った場合 

入退所前後連携加算（Ⅰ）           ６００円 

入退所前後連携加算（Ⅱ）           ４００円 

・退所後、訪問看護が必要と認められ、訪問看護ステーションに指示書を交付した場合 

３００円 

   ・特別食を必要とする入所者または低栄養状態の入所者が退所した場合、退所先に対して、栄

養管理に関する情報を提供した場合   

退所時栄養情報連携加算           ７０円（回） 

⑱認知症専門棟において認知症ケアを行った場合には、認知症ケア加算として１日につき７６ 

円が加算されます。 

 ⑲日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められる利用者が一定の割合を占

める場合に、専門的な認知症ケアや研修の実施を行った場合に算定されます。 

               認知症専門ケア加算（Ⅰ）          ３円（日額） 

               認知症専門ケア加算（Ⅱ）          ４円（日額） 

 ⑳認知症の行動・心理症状の予防に資するチームケアを提供した場合は、下記の加算を算定します。       

認知症チームケア推進加算（Ⅰ）        １５０円（月額） 

認知症チームケア推進加算（Ⅱ）        １２０円（月額） 

⑳医師が、認知症の行動・心理症状が認められるため、在宅での生活が困難であり、緊急的に入所

された場合は、入所日から７日を限度に所定の加算が算定されます。 

      認知症行動・心理症状緊急対応加算             ２００円（日額） 

㉑若年性認知症利用者受入加算                    １２０円（日額） 

㉒協力医療機関との間で、入所者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催した場合は下記の

加算を算定します。 

協力医療機関連携加算（Ⅰ）     １００円（月額）〈令和６年度〉 

                   ５０円（月額）〈令和７年度〉 

協力医療機関連携加算（Ⅱ）       ５円（月額） 

㉓施設内で提供する食事について、栄養管理等を行った場合、下記の料金が加減算されます。 

ア、栄養管理について基準を満たさない場合          －１４円（日額） 

イ、再入所時栄養連携加算（1 回を限度）           ２００円（回） 

ウ、栄養マネジメント強化加算（※）             １１円（日額） 

エ、その他、必要に応じて加算される料金 

経口移行加算               ２８円（日額） 
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経口維持加算（Ⅰ）           ４００円（月額） 

経口維持加算（Ⅱ）           １００円（月額） 

療養食加算                 ６円（回） 

㉔口腔ケアに関する取り組みを行った場合は下記の加算が算定されます。 

  歯科衛生士が、入所者に対し口腔ケアを月２回以上行い、口腔ケアについて、介護員に対し、具

体的な技術的助言及び指導を受けた場合に算定します。 

口腔衛生管理加算（Ⅰ）           ９０円（月額） 

口腔衛生管理加算（Ⅱ）          １１０円（月額） 

 ㉕医師が医学的見地に基づき回復の見込みがないと判断された方について、ご家族の協力と同意を

得てターミナルケアを行った場合は下記の加算が算定されます。 

      死亡日以前３１日以上４５日以下               ７２円（日額） 

死亡日以前４日以上３０日以下               １６０円（日額） 

死亡日以前２日又は３日                  ９１０円（日額） 

死亡日                        １，９００円（日額） 

 ㉖身体拘束廃止（防止）について、必要な措置を講じていないと認められた場合は、所定の単位数

から減算となります。       身体拘束廃止未実施減算      －１０％ 

 ㉗高齢者への虐待発見および再発防止についての措置を講じていなかった場合は、所定単位数から

減算となります。      高齢者虐待防止措置未実施減算       －１％ 

 ㉘感染症や災害の発生時において、入所者へのサービスを継続させるための業務継続計画が策定で

きていなかった場合、所定単数から減算となります。 

                       業務継続計画未実施減算      －３％ 

㉙運営基準における介護事故の発生または再発を防止する措置が講じられていない場合 

                      安全管理未実施減算     －５円（日額） 

 ㉚安全対策に関する講習を受講した安全対策担当者が、組織的に安全対策を実施する体制でサービ

スを提供した場合、入所時に限って安全対策体制加算２０円が算定されます。 

㉛サービス提供体制強化加算として下記のいずれかを算定します。 

・ サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                  ２２円（日額） 

（介護職員のうち介護福祉士が 80％以上、又は勤続 10 年以上の介護福祉士が 35％以上） 

・ サービス提供体制強化加算（Ⅱ）                  １８円（日額） 

（介護職員の総数のうち介護福祉士が 60％以上） 

・ サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                   ６円（日額） 

（介護福祉士が 50％以上、又は常勤職員 75％以上、又は勤続年数 7 年以上が 30％以上） 

 ㉜協力医療機関との間で、新興感染症発生時の対応を行う体制を確保し、発生時には協力医療機関

と連携し対応した場合に算定します。 

                高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ）   １０円（月額） 

                高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ）    ５円（月額） 

 ㉝厚生労働省が定める感染症（現在該当する感染症なし）に感染した場合に、診療および入院調整

を行う医療機関を確保した上で、施設内で適切に療養を行った場合に算定します。 

            新興感染症等施設療養費         ２４０円（５日を限度） 

 ㉞入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を
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継続的に行った場合に算定します。 

                生産性向上推進体制加算（Ⅰ）     １００円（月額） 

                生産性向上推進体制加算（Ⅱ）      １０円（月額） 

㉟介護職員等処遇改善加算として下記のいずれかの加算を算定します。 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     所定単位数×75/1000に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）     所定単位数×71/1000に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）     所定単位数×54/1000に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）     所定単位数×44/1000に相当する単位数（月額 

  （※）令和３年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に

資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提

出とフィードバックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進す

ることとなりました。名称を「科学的介護情報システム（Long-term care Information 

system For Evidence; LIFE ライフ）とする。 

 

２、その他の料金 

① 食費／１日 １，７３０円（朝食３７０円/昼食６８０円/夕食６８０円） 

※ ただし､食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費

の負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。 

※ 外泊・外出等で食事のキャンセルがあっても、実際に調理にとりかかっている場合は所定の料

金をいただきます。 

② 居住費（療養室の利用料）（日額） 

・従来型個室   １，７２８円 

・多床室       ４３７円 

※ ただし､居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居

住費の負担限度額が１日にお支払いいただく居住費の上限となります。 

※ 外泊された場合の居住費については、１月に６日を限度として算定します。 

③ 日常生活品費（別紙５のとおり）                     実  費 

④ 理美容代                                実  費 

理美容をご利用の場合にお支払いいただきます。 

⑤ 予防接種代                               実  費 

インフルエンザ予防接種、肺炎球菌ワクチン等を希望された場合にお支払いいただきます。 

⑥ 私物の洗濯代                            ６００円／回 

私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。 

⑦ 電気代                             ７７円／日（税込） 

個人の希望でテレビ、電気毛布等を持ち込まれる場合にお支払いいただきます。 

電気製品を何台持ち込まれても同料金です。 

⑧ 文書作成料                        ３，３００円／通（税込） 

  各種証明書、診断書等の作成を依頼された場合にお支払いいただきます。 

⑨ 施設利用料領収書の再発行につきましては、１枚につき１１０円（税込）いただきます。 

⑩ 施設内でお亡くなりになり、希望により死後の処置（エンゼルケア）を実施した場合は、 

１１,０００円（税込）の費用がかかります。 
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介護老人保健施設津山ナーシングホーム 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）重要事項説明書 

〈令和７年５月１日現在〉 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名        介護老人保健施設 津山ナーシングホーム 

・開所年月日      平成８年１１月１日 

・所在地        岡山県津山市野介代１６５６－１ 

・電話番号       ０８６８－３１－７１１１ 

・ファックス番号    ０８６８－３１－１７８０ 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、医学的管理の下での看護、介護や機能訓練、その他必要な医療と日常

生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応じた日常生

活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるように支援す

ること。また、利用者の方が居宅での生活を１日でも長く継続できるよう、短期入所療養介護

（介護予防短期入所療養介護）や通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）

といったサービスを提供し、在宅ケアを支援することを目的とした施設です。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用ください。 

［介護老人保健施設津山ナーシングホームの運営方針］ 

１、当施設の従業者は、利用者がその有する能力に応じて可能な限りその居宅において、自立

した日常生活を営むことができるよう、療養介護サービス計画に基づいて医学的管理の下

における看護、介護、その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、療養生活の質

の向上及び家族の負担の軽減を目指す。 

２、従業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って療養介護サービス

の提供に努める。 

３、従業者は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭との結びつきを重視した運営を行い、

居宅介護支援事業所（地域包括支援センター）その他、保健医療サービス並びに福祉サー

ビスを提供するものと密接な連携に努めると共に、関係市町村ともに連携を図り、総合的

なサービスの提供に努める。 

 

（３）短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）の概要 

   短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）は、要介護者（介護予防にあっては要支援者）

の家庭等での生活を継続させるために立案された居宅サービス（介護予防サービス）計画に基

づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その

他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者のご

家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあた

っては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議によって、短期入所療養介護（介護予防短

期入所療養介護）計画が作成されますが、その際、身元引受人の希望を十分に取り入れ、また



 147 

計画の内容については同意をいただくようになります。 

 

 

 

 

 

（４）施設の職員体制 

当施設の従事者の職種、員数は、次の通りです。 

   ① 管理者            １人以上 

   ② 医 師            １人以上 

   ③ 看護職員          ８．８人以上 

   ④ 介護職員          ２２人以上 

   ⑤ 支援相談員          ２人以上 

   ⑥ 理学療法士・作業療法士    １人以上 

   ⑦ 管理栄養士・栄養士      ２人以上 

   ⑧ 介護支援専門員        １人以上 

   ⑨ 調理員            ４人以上 

   ⑩ 事務員            １人以上 

 

（５）入所定員等 ・定員９２名（うち認知症専門棟 ５０名） 

・療養室 個室 1１室、２人部屋１室、３人部屋１室、４人部屋１９室 

 

２．サービス内容 

① 短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）計画の立案、作成、交付、実施 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

朝食  ７時４５分～ 

昼食 １１時４０分～ 

夕食 １７時２０分～ 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。利用者は週

に２回ご利用していただきます。但し、利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があ

ります。） 

④ 医学的管理・看護（褥瘡が発生しないように適切に対応します。）  

⑤ 介護（退所時の支援も行います）  

⑥ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション）  

⑦ リハビリテーション実施計画の作成、実施  

⑧ 相談援助サービス  

⑨ 栄養管理 

⑩ 送迎サービス 

⑪ ご家族での送迎が困難な場合、次の市・町については、ご希望によりご家庭から施設への

送迎サービスを行います。 
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⑫ 津山市（旧阿波村を除く）、美咲町（旧中央町地区）鏡野町（旧上斎原村と旧冨村を除く）、

勝央町、奈義町    ※他の市町村の方でもご相談に応じます。 

⑬ 理容サービス（原則月４回実施します） 

⑭ 行政手続の援助 

⑮ その他必要なサービス 

 

３．利用料金 

（１）別紙の利用者負担説明書、日常生活費説明書及び利用料金表のとおりとなります。 

（２）支払方法 

・毎月１０日に、前月分の請求書を発行します。 

・お支払い方法は、口座振込、口座振替（中国銀行またはゆうちょ銀行）のみとなります。利用

開始時にお選びください。 

（３）領収書 

・領収書は、口座振込および口座振替を確認した後、翌月の請求書郵送の際に同封してお送りし

ます。 

・確定申告時に一部が医療費控除の対象となりますので、紛失しないように保管しておいて下さ

い。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきま

す。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状

態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管

理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・ 面会 

原則として８時３０分～２０時となっていますが、１８時以降の面会については職員の指

示に従ってください。面会時には受付窓口に備え付けの面会簿にご記入の上、職員に届け

出てください。 

・ 外出   

   原則として自由ですが、予め所定の用紙にて届け出てください。 

・ 飲酒・喫煙 

飲酒は施設が提供する以外、原則として禁酒となっています。喫煙については、定められ

た場所以外禁煙となっております。 

・ 火気の取扱い 

禁止となっています。 

・ 設備・備品の利用 

施設内の設備・備品は自由に使用してもよろしいが、予め職員に届け出た上で、職員の指

示に従って使用してください。 

・ 所持品・備品等の持ち込み 

   衣類・生活用品（身の回りの物）等は持参してください。個人用のテレビ、ラジオ、電気

毛布等の電気製品については別途相談に応じます。 

・ 金銭・貴重品の管理 
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原則として金銭・貴重品の管理・保管は施設で行っていませんので、利用者等で管理して

ください。できる限り貴重品等の持ち込みはご遠慮ください。 

なお、やむを得ない場合はご相談ください。 

・ 宗教活動 

ご遠慮ください。 

・ ペットの持ち込み 

ご遠慮ください。 

 

５．非常災害対策 

  非常災害等の発生に関する具体的な計画及び定期的な訓練を行うとともに、災害発生時に備えて

関係機関との連携方法等の整備を行います。 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災報知設備、非常通報装置、 

非常警報装置、防火用水、避難階段、非常口、誘導灯、誘導標識 

・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）  年２回以上（内１回は夜間想定訓練） 

・利用者を含めた総合避難訓練         年１回 

・非常災害用設備の使用方法の徹底       随 時 

 

６．事故発生時の対応及び防止 

   サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。 

  また、採った措置については記録をします。施設医師の医学的判断により専門的な医学的対応が

必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼しま

す。その際には、当施設は利用者の家族等利用者又は身元引受人が指定する者及び利用者に係る

居宅介護支援事業所並びに関係市町村、また保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡し

ます。 

また、事故再発を防ぐために事故の原因を分析し、改善策を職員に周知徹底します。ヒヤリ・

ハット事例の記録を行い、事故対策委員会を中心に事故防止の対策を行います。 

 

７．身体の拘束等 

当施設は、原則として利用者に対し身体的拘束等を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等

緊急やむを得ない場合と医師・施設管理者が判断した場合は、ご家族へ説明をし、同意を頂いた上

で身体的拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、身体的

拘束等の理由、方法、時間、身体状況等を記録し、解除に向けて継続的な検討を行います。 

 

８．高齢者虐待防止 

当施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 

（１）虐待を防止するための委員会の開催とその結果の周知徹底 

（２）従業者に対する継続的な研修を実施 

（３）高齢者虐待防止に関する指針を整備と定期的な見直し 

（４）その他虐待防止のために必要な措置 

 ２ （１）から（４）の措置を適切に実施するための担当者（委員長）を置きます 

３ 当施設は、サービスの提供中に、当該施設従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報し
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ます。 

 

９．感染症対策等 

  医師、看護職員、感染症対策委員会等を中心に他職種協働にて施設内における感染症及び食中毒

等の発生を防止するよう努めます。万が一感染症等が発生した場合は、手順に従って関係機関との

連携の上、迅速に対応します。 

  また、感染症等の蔓延防止の為ご利用者への面会を一時的にお断りさせていただく場合がありま

す。 

 

10．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教

の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

11．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。

（電話０８６８－３１－７１１１） 

要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、事務所

前に備えつけられた「ご意見箱（つぶやき）」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただく

こともできます。 

 

【その他の相談窓口】 

・岡山県国民健康保険団体連合会介護保険課 / 岡山市北区桑田町 17-5 / ℡086-223-8811 

・津山市役所 高齢介護課 / 津山市山北 520 / ℡0868-32-2070 

・鏡野町役場 総合福祉課 / 鏡野町竹田 660 / ℡0868-54-2986 

 ・美咲町役場 長寿しあわせ課 / 美咲町原田 1735 / ℡0868-66-1115 

 ・奈義町役場 こども・長寿課 / 奈義町豊沢 306-1 / ℡0868-36-6700 

 ・勝央町役場 健康福祉部 / 勝央町平 242-1 / ℡0868-38-7102 

 

12．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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介護老人保健施設津山ナーシングホーム 

短期入所療養介護（介護予防短期入所療養介護）利用者負担説明書 

 

１．短期入所療養介護の基本料金 

 

①短期入所療養介護費 

（介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって、利用料が異なります。以下は１

日当たりの自己負担分です。） 

なお、2 割負担および 3 割負担の方は、下記の加算等にそれぞれ 2 または 3 を乗じた額となりま

す。 

 

短期入所療養介護費（Ⅰ） 

㋐介護老人保健施設 短期入所療養介護費（ⅰ）<従来型個室>【基本型】 

  ・要介護１               ７５３円 

  ・要介護２               ８０１円 

  ・要介護３               ８６４円 

  ・要介護４               ９１８円 

  ・要介護５               ９７１円 

㋑介護老人保健施設 短期入所療養介護費（ⅱ）<従来型個室>【在宅強化型】 

  ・要介護１               ８１９円 

  ・要介護２               ８９３円 

  ・要介護３               ９５８円 

  ・要介護４             １，０１７円 

  ・要介護５             １，０７４円 

㋒介護老人保健施設 短期入所療養介護費（ⅲ）<多床室>【基本型】 

  ・要介護１               ８３０円 

  ・要介護２               ８８０円 

  ・要介護３               ９４４円 

  ・要介護４               ９９７円 

  ・要介護５             １，０５２円 

㋓介護老人保健施設 短期入所療養介護費（ⅳ）<多床室>【在宅強化型】 

  ・要介護１               ９０２円 

  ・要介護２               ９７９円 

  ・要介護３             １，０４４円 

  ・要介護４             １，１０３円 

  ・要介護５             １，１６１円 

 

②在宅復帰・在宅療養支援の算定式を満たした上で、地域における貢献活動を行うなど、一定の基

準を満たした場合は、在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）５１円（日額）を算定します。 

③入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行った場合は、片道につき１８４円加算されます。 

④夜勤職員配置加算                     ２４円（日額） 
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⑤個別リハビリテーション実施加算             ２４０円（日額） 

① 居宅サービス計画において計画がなされていない場合であって、介護者が疾病にかかるなどや

むを得ない理由により緊急的に短期入所を受け入れた場合に７日（やむを得ない場合は１４日

間）を限度として算定します。    緊急短期入所受入加算   ９０円（日額） 

⑦利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合は、別途料金をいただきます。         

緊急時治療管理             ５１８円（日額） 

⑧施設内で提供する食事について、療養食を提供した場合は２３円（日額）の加算がかかります。 

⑨認知症専門棟において認知症ケアを行った場合には、１日につき認知症ケア加算７６円 

が加算されます。 

⑩日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められる利用者が一定の割合を占

める場合に、専門的な認知症ケアや研修の実施を行った場合に算定されます。 

               認知症専門ケア加算（Ⅰ）         ３円（日額） 

               認知症専門ケア加算（Ⅱ）         ４円（日額） 

⑪若年性認知症利用者受入加算                １２０円（日額） 

⑫利用者（要介護状態区分４又は５の者に限る。）であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあ

るものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合に

は、所定の加算が算定されます。   

重度療養管理加算      １２０円（日額） 

 ⑬身体拘束廃止（防止）について、必要な措置を講じていないと認められた場合は、所定の単位数

から減算となります。       身体拘束廃止未実施減算      －１０％ 

 ⑭高齢者への虐待発見および再発防止についての措置を講じていなかった場合は、所定単位数から

減算となります。      高齢者虐待防止措置未実施減算       －１％ 

 ⑮感染症や災害の発生時において、入所者へのサービスを継続させるための業務継続計画が策定で

きていなかった場合、所定単数から減算となります。 

                       業務継続計画未実施減算      －３％ 

 ⑯入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を

継続的に行った場合に算定します。 

                生産性向上推進体制加算（Ⅰ）     １００円（月額） 

                生産性向上推進体制加算（Ⅱ）      １０円（月額） 

⑰サービス提供体制強化加算として下記のいずれかを算定します。 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                 ２２円（日額） 

（介護職員の総数のうち介護福祉士が 80％以上、または勤続 10 年以上が 35％以上） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）                 １８円（日額） 

（介護職員の総数のうち介護福祉士が 60％以上） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                  ６円（日額） 

（介護福祉士が 50％以上、又は常勤職員 75％以上、又は勤続年数 7 年以上が 30％以上） 

⑱介護職員処遇改善加算として下記のいずれかを算定します。 

   ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     所定単位数×75/1000に相当する単位数（月額） 

   ・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）     所定単位数×71/1000に相当する単位数（月額） 

   ・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）     所定単位数×54/1000に相当する単位数（月額） 
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・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）    所定単位数×44/1000に相当する単位数（月額） 

 

２．介護予防短期入所療養介護の基本料金 

①介護予防短期入所療養介護費 

（介護保険制度では、認定による程度によって利用料が異なります。以下は１日当たりの自己負

担分です。） 

下記の（Ⅰ）または（Ⅳ）のいずれかの費用を算定します。 

 

介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ） 

㋐介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護費（ⅰ）<従来型個室>【基本型】 

  ・要支援１               ５７９円 

  ・要支援２               ７２６円 

㋑介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護費（ⅱ）<従来型個室>【在宅強化型】 

・要支援１               ６３２円 

  ・要支援２               ７７８円 

㋒介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護費（ⅲ）<多床室>【基本型】 

  ・要支援１               ６１３円 

  ・要支援２               ７７４円 

㋓介護老人保健施設 介護予防短期入所療養介護費（ⅳ）<多床室>【在宅強化型】 

・要支援１               ６７２円 

  ・要支援２               ８３４円 

 

 ②在宅復帰・在宅療養支援の算定式を満たした上で、地域における貢献活動を行うなど、一定の基

準を満たした場合は、在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）５１円（日額）を算定します。 

③入所及び退所の際、ご自宅までの送迎を行った場合は、片道につき１８４円加算されます。 

④夜勤職員配置加算                          ２４円（日額） 

⑤個別リハビリテーション実施加算             ２４０円（日額） 

⑥利用者の容体が急変した場合等、緊急時に所定の対応を行った場合は、別途料金をいただきます。                 

緊急時治療管理       ５１８円（日額） 

⑦施設内で提供する食事について、療養食を提供した場合は８円（日額）の加算がかかります。 

⑧日常生活に支障をきたすおそれのある症状若しくは行動が認められる利用者が一定の割合を占

める場合に、専門的な認知症ケアや研修の実施を行った場合に算定されます。 

                  認知症専門ケア加算（Ⅰ）       ３円（日額） 

                  認知症専門ケア加算（Ⅱ）       ４円（日額） 

⑨若年性認知症利用者受入加算                   １２０円（日額） 

 ⑩入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するため

の委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を

継続的に行った場合に算定します。 

                生産性向上推進体制加算（Ⅰ）     １００円（月額） 

                生産性向上推進体制加算（Ⅱ）      １０円（月額） 

⑩サービス提供体制強化加算（下記のいずれかを算定） 
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・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                  ２２円（日額） 

（介護職員の総数のうち介護福祉士が 80％以上、10 年以上の介護福祉士が 35％以上） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）                  １８円（日額） 

（介護職員の総数のうち介護福祉士が 60％以上） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                   ６円（日額） 

（介護福祉士が 50％以上、常勤職員 75％以上、勤続年数 7 年以上が 30％以上） 

 ⑪介護職員等処遇改善加算として下記のいずれかの加算を算定します。 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     所定単位数×75/1000 に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）     所定単位数×71/1000 に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）     所定単位数×54/1000 に相当する単位数（月額） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）     所定単位数×44/1000 に相当する単位数（月額） 

３．その他の料金（短期入所療養介護及び介護予防短期入所療養介護 共通） 

①食費／１日 １，７３０円（朝食３７０円/昼食６８０円/夕食６８０円） 

※ただし､食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の

負担限度額が１日にお支払いいただく食費の上限となります。 

②滞在費（療養室の利用料）／日額 

・従来型個室   １，７２８円 

・多床室       ４３７円 

※ただし､滞在費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている滞在

費の負担限度額が１日にお支払いいただく滞在費の上限となります。 

③日常生活品費（別紙５のとおり）                     実  費 

④美容代                                 実  費 

理美容をご利用の場合にお支払いいただきます。 

⑤私物の洗濯代                            ６００円／回 

私物の洗濯を施設に依頼される場合にお支払いいただきます。 

⑥電気代                             ７７円／日（税込） 

個人の希望でテレビ、電気毛布等を持ち込まれる場合にお支払いいただきます。 

電気製品を何台持ち込まれても同料金です。 

⑦文書作成料                       ３，３００円／通（税込） 

 各種証明書、診断書等の作成を依頼された場合にお支払いいただきます。 

⑧施設利用料領収書の再発行につきましては、１枚につき１１０円（税込）いただきます。 
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介護老人保健施設 津山ナーシングホーム 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）重要事項説明書 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名        介護老人保健施設 津山ナーシングホーム 

・開所年月日      平成８年１１月１日 

・所在地        岡山県津山市野介代１６５６－１ 

・電話番号       ０８６８－３１－７１１１ 

・ファックス番号    ０８６８－３１－１７８０ 

 

（２）介護老人保健施設の目的と運営方針 

介護老人保健施設は、看護、医学的管理の下での介護やリハビリテーション、その他必要な医

療と日常生活上のお世話などの介護保健施設サービスを提供することで、利用者の能力に応じ

た日常生活を営むことができるようにし、１日でも早く家庭での生活に戻ることができるよう

に支援すること、また、通所リハビリテーションにおいては、通所リハビリテーション（介

護予防通所リハビリテーション）計画に基づいて、利用者が可能な限りその居宅において、

その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持または

向上を目指し、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、

利用者の心身の維持向上に図ることを目的としています。 

この目的に沿って、当施設では、以下のような運営の方針を定めていますので、ご理解いた

だいた上でご利用ください。 

［介護老人保健施設津山ナーシングホームの運営方針］ 

１、当施設の従業者は、要介護者等（介護予防にあっては要支援者）が居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、理学療法、作業療法その他必

要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。 

２、従業員は、利用者の要介護状態（介護予防にあっては要支援状態）の軽減もしくは要介護

状態となることの予防に資するよう、その目標を設定しリハビリテーションを計画的に行

う。 

３、リハビリテーションの実施にあたっては、居宅介護支援事業所（地域包括支援センター）

その他保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する者と密接な連携を図り、関係市町

村とも連携し、総合的なサービスの提供に努める。 

 

（３）通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）についての概要 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）については、要介護者（介護予

防通所リハビリテーションにあたっては要支援者）の家庭等での生活を継続させるために立案さ

れた居宅サービス（介護予防サービス）計画に基づき、当施設を一定期間ご利用いただき、看護、

医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上のお世話を行い、利

用者の療養生活の質の向上および利用者のご家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るため提

供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあらゆる職種の職員の協議

によって、通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）計画が作成されますが、
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その際、利用者・身元引受人（ご家族）の希望を十分に取り入れ、また、計画の内容については

同意をいただくようになります。 

 

 

（４）施設の職員体制 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）に直接関わる職員 

   ・管理者              １人 

   ・医師               １人以上 

   ・看護師または介護員        ３人以上 

   ・理学療法士または作業療法士  ０．４人以上 

 

（５）通所定員２０名（通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの合計数） 

 

（６）営業日及び営業時間 

①営業日       毎週月曜日から金曜日まで営業します。 

          （但し、国民の祝日、１２月２９日～１月３日は休業します。） 

②営業時間      ８時３０分～１７時３０分 

③サービス提供時間帯 ９時３０分～１６時 

 

２．サービス内容 

① 通所リハビリテーション(介護予防通所リハビリテーション)計画の立案、作成、交付、実施 

② 食事（食事は原則として食堂でおとりいただきます。） 

  昼食 １２時～ 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。利用者の身体

の状態に応じて清拭となる場合があります。） 

④ 介護 

⑤ 機能訓練（リハビリテーション、レクリエーション） 

⑥ リハビリテーション実施計画の作成、実施 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 栄養管理 

⑨ 送迎サービス 

ご家族での送迎が困難な場合、次の市についてはご希望によりご家庭から施設への送迎サービ

スを行います。津山市（旧津山市地区、旧勝北町地区） 

※上記地域以外の方にもご相談に応じます。 

⑩ 行政手続の援助 

⑪ その他 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものも

ありますので、具体的にご相談ください。 

 

３．利用料金 

（１）別紙の利用者負担説明書、日常生活費説明書及び利用料金表のとおりとなります。 
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（２）支払方法 

・毎月１０日に、前月分の請求書を発行します。 

・お支払い方法は、口座振込、口座振替（中国銀行またはゆうちょ銀行）のみとなります。利用

開始時にお選びください。 

（３）領収書 

・領収書は、口座振込および口座振替を確認した後、翌月の請求書郵送の際に同封してお送りし

ます。 

・確定申告時に一部が医療費控除の対象となりますので、紛失しないように保管しておいて下さ

い。 

 

４．施設利用に当たっての留意事項 

・ 施設利用中の食事は、特段の事情がない限り施設の提供する食事をお召し上がりいただきま

す。食費は保険給付外の利用料と位置づけられていますが、同時に、施設は利用者の心身の状

態に影響を与える栄養状態の管理をサービス内容としているため、その実施には食事内容の管

理が欠かせませんので、食事の持ち込みはご遠慮いただきます。 

・面会 

面会は自由ですが、面会時には受付窓口に備え付けの面会簿にご記入の上、職員に届け出

てください。 

・飲酒・喫煙 

飲酒は施設が提供する以外、原則として禁酒となっています。喫煙については、定められ

た場所以外禁煙となっております。 

・火気の取扱い 

禁止となっています。 

・設備・備品の利用 

施設内の設備・備品は自由に使用してもよろしいが、予め職員に届け出た上で、職員の指

示に従って使用してください。 

・金銭・貴重品の管理 

原則として金銭・貴重品の管理・保管は施設で行っていませんので、ご利用者等で管理し

てください。できる限り貴重品等の持ち込みはご遠慮ください。 

なお、やむを得ない場合はご相談ください。 

・宗教活動 

ご遠慮ください。 

・ペットの持ち込み 

ご遠慮ください。 

 

５．非常災害対策 

  非常災害等の発生に関する具体的な計画及び定期的な訓練を行うとともに、災害発生時に備えて

関係機関との連携方法等の整備を行います。 

・防災設備  スプリンクラー、消火器、消火栓、自動火災報知設備、非常通報装置、 

非常警報装置、防火用水、避難階段、非常口、誘導灯、誘導標識 

・防火教育及び基本訓練（消火・通報・避難）  年２回以上（内１回は夜間想定訓練） 
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・利用者を含めた総合避難訓練         年１回 

・非常災害用設備の使用方法の徹底       随 時 

 

６．事故発生時の対応及び防止 

  サービス提供等により事故が発生した場合、当施設は、利用者に対し必要な措置を講じます。 

  また、採った措置については記録をします。施設医師の医学的判断により専門的な医学的対応が

必要と判断した場合、協力医療機関、協力歯科医療機関又は他の専門的機関での診療を依頼します。

その際には、当施設は利用者の家族等利用者又は身元引受人が指定する者及び利用者に係る居宅介

護支援事業所並びに関係市町村、また保険者の指定する行政機関に対して速やかに連絡します。 

また、事故再発を防ぐために事故の原因を分析し、改善策を職員に周知徹底します。ヒヤリ・ハ

ット事例の記録を行い、事故対策委員会を中心に事故防止の対策を行います。 

 

７．身体の拘束等 

当施設は、原則として利用者に対し身体的拘束等を行いません。但し、自傷他害の恐れがある等

緊急やむを得ない場合と施設管理者が判断した場合は、ご家族へ説明をし、同意を頂いた上で身体

的拘束等その他利用者の行動を制限する行為を行うことがあります。この場合には、身体的拘束等

の理由、方法、時間、身体状況等を記録し、解除に向けて継続的な検討を行います。 

 

８．高齢者虐待防止 

当施設は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じます。 

（１）虐待を防止するための委員会の開催とその結果の周知徹底 

（２）従業者に対する継続的な研修を実施 

（３）高齢者虐待防止に関する指針を整備と定期的な見直し 

（４）その他虐待防止のために必要な措置 

 ２ （１）から（４）の措置を適切に実施するための担当者（委員長）を置きます 

３ 当施設は、サービスの提供中に、当該施設従業者または養護者（利用者の家族等高齢者を養

護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報し

ます。 

 

９．感染症対策等 

  医師、看護職員、感染症対策委員会等を中心に他職種協働にて施設内における感染症及び食中毒

等の発生を防止するよう努めます。万が一感染症等が発生した場合は、手順に従って関係機関との

連携の上、迅速に対応します。 

  また、感染症等の蔓延防止の為ご利用者への面会を一時的にお断りさせていただく場合がありま

す。 

 

10．禁止事項 

当施設では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、宗教

の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

11．要望及び苦情等の相談 

当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽にご相談ください。
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（電話０８６８－３１－７１１１） 

要望や苦情などは、担当支援相談員にお寄せいただければ、速やかに対応いたしますが、事務所

前に備えつけられた「ご意見箱（つぶやき）」をご利用いただき、管理者に直接お申し出いただく

こともできます。 

 

【その他の相談窓口】 

・津山市役所 高齢介護課          津山市山北 520      0868－32－2070 

・岡山県国民健康保険団体連合会介護保険課  岡山市北区桑田町 17-5   086－223－8867 

 

12．その他 

当施設についての詳細は、パンフレットを用意してありますので、ご請求ください。 
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介護老人保健施設津山ナーシングホーム 

通所リハビリテーション（介護予防通所リハビリテーション）利用者負担説明書 

 

 2 割負担および 3 割負担の方は、下記の加算等にそれぞれ 2 または 3 を乗じた額となります。 

 

１．通所リハビリテーションの基本料金 

 

① 通所リハビリテーション費（日額） 

 [１時間以上２時間未満］ 

  ・要介護１               ３６９円 

  ・要介護２               ３９８円 

  ・要介護３               ４２９円 

  ・要介護４               ４５８円 

  ・要介護５               ４９１円 

 [２時間以上３時間未満］ 

  ・要介護１               ３８３円 

  ・要介護２               ４３９円 

  ・要介護３               ４９８円 

  ・要介護４               ５５５円 

  ・要介護５               ６１２円 

［３時間以上４時間未満］ 

  ・要介護１               ４８６円 

  ・要介護２               ５６５円 

  ・要介護３               ６４３円 

  ・要介護４               ７４３円 

  ・要介護５               ８４２円 

［４時間以上５時間未満］ 

  ・要介護１               ５５３円 

  ・要介護２               ６４２円 

  ・要介護３               ７３０円 

  ・要介護４               ８４４円 

  ・要介護５               ９５７円 

［５時間以上６時間未満］ 

  ・要介護１               ６２２円 

  ・要介護２               ７３８円 

  ・要介護３               ８５２円 

  ・要介護４               ９８７円 

  ・要介護５             １，１２０円 

［６時間以上７時間未満］※当事業所の基本的なサービス時間 

  ・要介護１               ７１５円 

  ・要介護２               ８５０円 
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  ・要介護３               ９８１円 

  ・要介護４             １，１３７円 

  ・要介護５             １，２９０円 

［７時間以上８時間未満］ 

  ・要介護１               ７６２円 

  ・要介護２               ９０３円 

  ・要介護３             １，０４６円 

  ・要介護４             １，２１５円 

  ・要介護５             １，３７９円 

 

② 通所リハビリテーション計画上入浴介助（一般浴槽、特別浴槽）を行うこととなっている場合は、

上記通所リハビリテーション費に１回につき４０円加算されます。 

③ リハビリテーションにかかる施設送迎サービス費については上記通所リハビリテーション費に

含まれますが、事業所が送迎を行わない場合は、片道４７円の減算となります。 

④ 医師、理学療法士、作業療法士、その他職種が共同してリハビリテーションの質を管理した場合

は次の加算が算定されます。（※） 

イ リハビリテーションマネジメント加算（イ） 

（同意日から起算して 6月以内）           ５６０円（月額） 

（同意日から起算して 6月超）            ２４０円（月額） 

ロ リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 

（同意日から起算して 6月以内）           ５９３円（月額） 

（同意日から起算して 6月超）            ２７３円（月額） 

   ハ リハビリテーションマネジメント加算（ハ） 

（同意日から起算して 6月以内）           ７９３円（月額） 

（同意日から起算して 6月超）            ４７３円（月額） 

⑤ 医師がリハビリテーションの計画書を説明した場合は、１月につき２７０単位が加算されます。 

⑥ 退院（退所）日または認定日から起算して 3月以内に個別リハビリテーションを集中的に実施し

た場合は、下記の加算を算定します。 

短期集中リハビリテーション実施加算          １１０円（日額） 

      イ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）    ２４０円（日額） 

      ロ 認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ）  １，９２０円（月額） 

⑦ 中重度者の要介護者を受け入れる体制を構築し、通所リハビリテーションを提供した場合に算定

されます。       中重度者ケア体制加算          ２０円（日額） 

⑧ 生活行為の内容の充実を図るための目標及び当該目標を踏まえたリハビリテーションの実施内

容等をリハビリテーション実施計画にあらかじめ定めて、利用者に対して、リハビリテーション

を計画的に行い、当該利用者の有する能力の向上を支援した場合は、下記の加算が算定されます。 

           生活行為向上リハビリテーション実施加算   １，２５０円（月額） 

  ただし、6月を超えて引き続き利用を継続した場合には、終了月の翌月から6月以内の期間に限

り15/100に相当する単位数が減算となります。 

⑨ 若年性認知症利用者受入加算                       ６０円（日額） 

⑩ 栄養改善サービスを 3月以内の期間に限り 1月に 2回を限度として所定の加算を算定します。 
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栄養改善加算         ２００円（回） 

⑪ 管理栄養士、看護師、介護職員等が共同して栄養アセスメントを実施した場合は、栄養アセスメ

ント加算５０円（月額）を算定します。（※） 

⑫ 利用開始時および 6か月ごとに栄養状態の確認を行い、情報を支援専門員に提供した場合に、１

回につき所定の加算を算定します。        

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）      ２０円（回） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）       ５円（回） 

⑬ 口腔機能向上のサービスを行った場合は、3月以内の期間に限り 1月に 2回を限度として所定の

加算を算定します。 

口腔機能向上加算（Ⅰ）イ          １５５円（回） 

口腔機能向上加算（Ⅱ）ロ          １６０円（回） 

⑭ 要介護３、要介護４または要介護５の利用者に対して、計画的な医学管理を行った場合に算定さ

れます。           重度療養管理加算          １００円 

⑮ 医療機関退院後に通所リハビリテーションを利用する場合であって、医療機関と通所リハビリテ

ーション事業所が、当該者の状況について共有し、共同で指導等を行い、内容を通所リハビリテ

ーション計画に反映した場合に、１回に限り算定します。 

                   退院時共同指導加算        ６００円（回） 

⑯ 利用者にリハビリテーションを行い、改善が認められた結果、通所介護事業所への移行等を支援

した場合、評価対象期間について所定単位数を算定します。 

             移行支援加算            １２円（日） 

⑰ 厚生労働省が提供する介護に関する情報を活用しながらサービスを提供し、かつ、当該情報を厚

生労働省に提供した場合に算定します。（※） 

⑱ 感染症や災害の発生時において、入所者へのサービスを継続させるための業務継続計画が策定で

きていなかった場合、所定単数から減算となります。 

                     業務継続計画未実施減算      －３％ 

⑲ 厚生労働省が提供する介護に関する情報を活用しながらサービスを提供し、かつ、当該情報を厚

生労働省に提供した場合に算定します。（※） 

                    科学的介護推進体制加算     ４０円（月額） 

⑳ サービス提供体制強化加算（下記のいずれかを算定） 

 ・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）                   ２２円（日額） 

（介護福祉士の占める割合が70％以上、または、10年以上の介護福祉士が25％以上） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ）                   １８円（日額） 

（介護福祉士の占める割合が50％以上） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                    ６円（日額） 

（介護福祉士の占める割合が40％以上、または、7年以上の介護福祉士が30％以上） 

㉑ 介護職員等処遇改善加算として、下記のいずれかを算定します。 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     所定単位数×86/1000 に相当する単位数（月額） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）     所定単位数×83/1000 に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）     所定単位数×66/1000 に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）     所定単位数×53/1000に相当する単位数（月額） 
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  （※）令和３年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に

資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFE を用いた厚生労働省へのデータ提

出とフィードバックの活用による、PDCA サイクル・ケアの質の向上を図る取組を推進

することとなりました。名称は「科学的介護情報システム（Long-term care Information 

system For Evidence; LIFE ライフ）です。 

 

２．介護予防通所リハビリテーションの基本料金 

  2 割負担および 3 割負担の方は、下記の加算等にそれぞれ 2 または 3 を乗じた額となります。 

① 介護予防通所リハビリテーション費（月額）＊利用日が属する月から 12 月以内 

 ・要支援１   ２，２６８円 

  ・要支援２   ４，２２８円 

 

   利用日が属する月から１２月を超えて利用する場合は、１月につき下記の減算となります。 

   ＊ただし、一定の要件を満たした場合は減算となりません。 

  ・要支援１     －１２０円 

  ・要支援２     －２４０円 

※介護予防通所リハビリテーション計画上入浴介助を行うこととなっている場合、その費用は

上記介護予防通所リハビリテーション費に含まれます。 

※介護予防通所リハビリテーションにかかる施設送迎サービス費については上記介護予防通

所リハビリテーション費に含まれます。 

② 医療機関退院後に通所リハビリテーションを利用する場合であって、医療機関と通所リハビリテ

ーション事業所が、当該者の状況について共有し、共同で指導等を行い、内容を通所リハビリテ

ーション計画に反映した場合に、１回に限り算定します。 

                   退院時共同指導加算        ６００円（回） 

③ 栄養改善サービスを提供した場合は１５０円（月額）が加算されます。 

④ 利用開始時および 6か月ごとに栄養状態の確認を行い、情報を支援専門員に提供した場合に、１

回につき所定の加算を算定します。        

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）   ２０円（回） 

口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）    ５円（回） 

⑤ 管理栄養士、看護師、介護職員等が共同して栄養アセスメントを実施した場合は、栄養アセスメ

ント加算５０円（月額）を算定します。 

⑥ 口腔機能向上のサービスを行った場合は、3月以内の期間に限り 1月に 2回を限度として所定の

加算を算定します。      

口腔機能向上加算（Ⅰ）        １５０円（回） 

口腔機能向上加算（Ⅱ）        １６０円（回） 

⑦ 厚生労働省が提供する介護に関する情報を活用しながらサービスを提供し、かつ、当該情報を厚

生労働省に提供した場合に算定します。 

               科学的介護推進体制加算       ４０円（月額） 

⑧ 感染症や災害の発生時において、入所者へのサービスを継続させるための業務継続計画が策定で

きていなかった場合、所定単数から減算となります。 

                     業務継続計画未実施減算      －３％ 
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⑨ サービス提供体制強化加算（下記のいずれかを算定） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

（介護福祉士の占める割合が70％以上、または、10年以上の介護福祉士が25％以上） 

要支援１        ８８円（月額） 

要支援２       １７６円（月額） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 

（介護福祉士の占める割合が50％以上） 

要支援１        ７２円（月額） 

要支援２       １４４円（月額） 

・サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

 （介護福祉士の占める割合が40％以上、または、7年以上の介護福祉士が30％以上） 

要支援１        ２４円（月額） 

要支援２        ４８円（月額） 

⑩ 介護職員等処遇改善加算として、下記のいずれかを算定します。 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）     所定単位数×86/1000 に相当する単位数（月額） 

・介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）     所定単位数×83/1000 に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅲ）     所定単位数×66/1000 に相当する単位数（月額） 

  ・介護職員等処遇改善加算（Ⅳ）     所定単位数×53/1000に相当する単位数（月額） 

 

３．その他の料金（通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション共通） 

① 食費                           ６８０円 

  施設で提供する食事をお取りいただいた場合にお支払いいただきます。 

② 日常生活品費                        実  費 

通常施設での日常生活に必要な消耗品費等は施設の負担となりますが、それ以外の個人の嗜好

に基づくものについて施設が提供した場合は、その実費をお支払いいただきます。 

③ おむつ代                          実  費 

④ 実施区域以外の送迎費／片道        １０ｋｍ毎に２２０円追加（税込） 

  基本的には、保険給付の自己負担の範囲となりますが、通常の事業の実施地域以外の地域に居

住する方が送迎を依頼した場合にお支払いいただきます。その場合、区域境界からの距離に応

じた料金をお支払いいただきます。 

⑤ 文書作成料                      ３，３００円／通（税込） 

  各種証明書、診断書等の作成を依頼された場合にお支払いいただきます。 

⑥ 施設利用料領収書の再発行につきましては、１枚につき１１０円（税込）いただきます。 
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〈別紙１〉 

 

日常生活品について 

 

 

○＝利用者負担(個人で準備してください) ×＝施設負担   

品 目 入 所 
短 期 

（予防含） 

通 所 

（予防含） 

洗面用品 

（歯ブラシ・歯磨き粉・ 

義歯保管ケース・義歯安定剤等） 

○ ○ △ 

個人用のティッシュ 

（箱ティッシュ・ウエットティッシュ等） 
○ ○ ― 

オムツ・紙パンツ類 × × ○ 

その他の嗜好品 ○ ○ ○ 

  

※その他、特別な物品（愛用のシャンプーやリンス、個人専用のエプロン、化粧品、個人用の 

趣味活動品等）をご希望の方はご持参ください。 

 ※定期的な準備が困難な場合は、特別な物品を除いて、施設が実費で提供することもできます。 
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＜別紙２＞ 

個人情報の利用目的 

 

 

介護老人保健施設津山ナーシングホームでは、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、

お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

【利用者への介護サービスの提供に必要な利用目的】 

〔施設内部での利用目的〕 

①当施設が利用者等に提供する介護サービス 

②介護保険事務 

③介護サービスの利用者に係る当施設の管理運営業務のうち 

 ・入退所等の管理 

 ・会計・経理 

 ・事故等の報告 

 ・当該利用者の介護・医療サービスの向上 

〔他の事業者等への情報提供を伴う利用目的〕 

①当施設が利用者等に提供する介護サービスのうち 

 ・利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支 

援事業所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

 ・利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

 ・協力医療機関等との定期的な急変時の対応等に関する確認業務 

 ・検体検査業務の委託その他の業務委託 

 ・家族等への心身の状況説明 

②介護保険事務のうち 

 ・保険事務の委託 

 ・審査支払機関へのレセプトの提出 

 ・審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

③損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

【上記以外の利用目的】 

〔当施設の内部での利用に係る利用目的〕 

①当施設の管理運営業務のうち 

 ・医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

 ・当施設において行われる学生の実習への協力 

 ・当施設において行われる事例研究 

〔他の事業者等への情報提供に係る利用目的〕 

①当施設の管理運営業務のうち 

 ・外部監査機関への情報提供 
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＜別紙３＞ 

個人情報保護に対する基本方針 

 

 

1、 基本方針 

 

社会福祉法人日本原荘は、当法人が扱う個人情報の重要性を認識し、その適正な保護のため

に、自主的なルール及び体制を確立し、個人情報保護に関する法令その他の関係法令及び厚生

労働省のガイドラインを遵守し、利用者の個人情報の保護を図ることを宣言します。 

 

2、 個人情報の適切な収集、利用、提供の実施 

（１）個人情報の取得に際して、利用目的を特定して公表し、利用目的に従って適切に個人

情報の収集、利用、提供を行います。 

（２）個人情報の収集、利用、提供にあたっては、本人の同意を得るようにします。 

（３）個人情報の紛失、漏洩、改ざん及び不正なアクセス等のリスクに対して、必要な安全

対策、予防措置等を講じて適切な管理を行います。 

 

3、 安全性確保の実践 

（１）当法人は、個人情報保護の取り組みを全役職員等に周知徹底させるために、個人情報

保護に関する規定類を明確にし、必要な教育を行います。 

（２）個人情報保護の取り組みが適切に実施されるよう、必要に応じ評価・見直しを行い、

継続的な改善に努めます。 

 

4、 個人情報保護に関するお問い合わせ窓口 

当法人が保有する個人情報についてのご質問やお問い合わせ、あるいは開示、訂正、 

削除、利用停止等の依頼について、以下の窓口でお受け致します。 

 

担当者  個人情報相談窓口 （支援相談員） 

ＴＥＬ  ０８６８－３１－７１１１ 

 

5、 苦情の処理 

当法人は個人情報取り扱いに関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。 
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津山ナーシングホームの入所までの流れ 

 

施設の概要を説明し、利用される方の病状や生活の様子、ご家族の意向等を聞

き取ります。介護老人保健施設の利用が適切だと思われる方には申込み書類を

お渡しします。以下の場合については他施設を紹介する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

  利用希望調査票と介護保険証のコピーを提出してください。 

  

 

    時期等によって、待機者数は増減します。 

入所目的（在宅復帰やリハビリの必要性）や本人および家族の状況等により優

先順位を決定します。 

定期的に待機中の状況を確認しますが、他施設入所が決まった場合などはご連

絡ください。 

 

訪問面接の前には診療情報提供書作成の依頼をします。かかりつけの医療機関

で作成してください。 

 

      ご自宅や入院先の病院、利用中の介護保険事業所へ訪問し、病状や生活の様子

などを聞き取ります。 

 

          提出していただいた書類と面接の内容を踏まえ、施設医師等様々な職種で「入

所判定会議」を行います。病状は安定しているが、ご本人様に必要な医療行為

や医療管理が十分に実施できない場合にはご利用をお断りする場合もあるの

で、ご了承ください。 

 

          入所判定会議で、「入所可」の判定の方は入所待機者として順番待ちの状態に

なります。（ベッドの空きがあれば速やかに利用できます） 

 

      ベッドの空きができ次第、入所についての具体的な相談をします。事前に契約

書の説明をいたします。（郵送の場合もあり） 

 

 

〇医療機関での治療継続が必要（発熱が続いている、食事が摂れない、

定期的な注射や検査が必要など） 

〇病状は安定しているが、ご本人に必要な医療行為、医療管理が当施設

では十分にできない場合。 

〇現状でも在宅介護が十分可能と判断される場合。 

入所判定会議 

入所待機状態 

入所契約 

☆ご利用開始となります。 

  

初回ご利用の相談 

申し込みの受付 

待  機 

診療情報提供書の

提出 

面  接 


